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はじめに

　ެӹࣾஂ法人౦ژ専修学校各種学校ڠ会（以下「当ڠ会」という）では，ࡢ年にҾき続き学校・行政・
企業がݸ別に進めてきた情報の共有化をਤり新たなωットワークߏஙに向けた体制࡞りを進めるために，
「専修学校グϩーバル化対応ਪ進支援事業」を受ୗし事業を進めて参りました。

　当ڠ会では，専修学校各種学校のৼ興に向けた事業の中でも外国人留学生（以下「留学生」という）支援，
とりわけ卒業後に日本での就労を希望する留学生への就職対策に関してै来からその重要性を認識し，学
校教職員・企業担当者向けの研修会やセミナー等，様々な事業をల開しています。
ࣾ会のχーζに応える実践的な職業教ҭを行っている専門学校で教えを受けた༏लな外国人人材の受け入
れ支援策のߏஙは多方面から望まれ，期待されるものでもあります。

　専修学校で技術・技能を学んだ留学生を学校，行政，企業がҰ体となって具体的な支援策をల開するこ
とで，ੵۃ的に就労，定ணさせることが特にグϩーバルࢢである౦ژにおいては特に必要な取り組みと
いえます。今回の事業Ռを౿まえ，「外国人人材のੵۃ的な受け入れと活用」ならͼに「留学生就労支
援者ཆ」を中心に留学生支援事業のॆ実をਤるとともに，ܕࢢϞデルとして人材不足に面する他
学がҰ体となった，༏लな人材の確保に݁ͼつける取り組み࢈，可能な事業としてٴにおいてもීݍࢢ
を進めたいと考えています。

　最後に本事業のਪ進にあたっては౦ژ，౦ژ工会ٞॴ，ެӹஂࡒ法人౦ژ中小企業ৼ興ެࣾ，ެ
ӹஂࡒ法人౦ژしごとஂࡒならͼに専修学校，各種学校のօ様に多大なるご支援・ごڠ力をいただきまし
たことを深く感ँ申し上げます。

　2020年2月

ެӹࣾஂ๏ਓ౦ژઐमֶ֤ߍछֶڠߍձɹ෭ձ
౦ژに͓͚ΔάϩʔόϧԽରԠਪਐࢧԉۀࣄɹ࣮ࢪҕһ　岡本　比呂志
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Ⅰ　事業概要

１‒１　事業名

　౦ژにおけるグϩーバル化対応ਪ進支援事業

１‒２　事業の趣旨・目的等

　日本の外国人ޱは増加し，2015 年時点で 217 ສ人が在ॅしており 30 年前の 1985 年とൺֱして 2�5 ഒ
となっている。全国の 20ˋにあたる �5 ສ人がらす౦ژでもその向はݦஶであり，20 年前とൺֱし
た౦ژの૯人ޱ増は 1�ˋであるのに対し，外国人人ޱは 70ˋの増加となっている。外国人労働者数も
全国の 30�5ˋを౦ژがめ，最も高い。さらに日本語教ҭ機関・専修学校や大学等の教ҭ機関数にൺ例
して留学生数も多く，全国の 36ˋをめる留学生が౦ژで学んでいる。
　また，日本学生支援機ߏのௐ査では，留学生の半数以上が卒業後に「日本での就労」を希望している。
Ұ方で企業の人手不足は深ࠁ化しており，内企業の半数が「正ࣾ員不足」状態にؕっている。日本
就労を希望する留学生に対して活༂する機会を広げることは企業にとっても有ӹである。しかし，現状
においては就労可能なൣғが限られていることに加え，文化・श׳の違いから来るミスマッチ等の問題
もあり，留学生・企業方の要望にे分応えていない。
　当事業では౦ژの行政，企業，学校が連携をਤり，各機関から見た問題点・課題を共有しながら留
学生の受け入れから就労ଅ進に向けた体制をߏஙする。具体的には౦ژにおける人材χーζを共有し，
専門人材をҭする࢈学連携による教ҭ体制の備の取り組みを進め，ૹり出しのॆ実を以て༏लな人
材の受け入れ（留学）と就労機会の確保およͼॆ実に݁ͼつける。
　ൃ৴力という点において，日本の中心である౦ژでの取り組み強化は，"S&"Nॾ国における日本留学・
就労のັ力へのΞϐールに的に݁ͼつき，༏लな人材の受け入れにܨがるものである。特に就職を
希望する留学生，企業等に対して具体的な支援策をల開し，同時にক来に向けた体制備を進めるために，
専修学校への留学にる入ޱから出ޱにࢸるまでの૯合的・ઓ略的な留学生施策をଅ進するܕࢢϞデ
ルのߏஙを目指す。
�

１‒３　事業内容
ཹֶੜࢧԉ౦ژϞσϧのϓϥοτϑΥʔϜߏஙに͚たऔりΈ
各ஂ体，機関で実施している支援策について情報を共有し，連携のための各機関等のԣஅ的具体的な課
題をந出の上，具体的施策をݕ౼し，ஈ֊的な実施に向けてܧ続したٞڠ体のج൫備を行う。ٞڠ体
のߏは౦ژの行政・企業ஂ体・学校によるίンιーシΞムとしてܗし，౦ژಠ自の留学生支援体
制のϞデルߏஙを行うための情報を収集する。

ޮՌతなใൃ৴
づき，日本での留学・就労を現において情報収集が可能となるαイトج年度実施したχーζௐ査にࡢ
をߏஙすることにより情報ൃ৴の強化を目指す。

─ 6 ─



ଟݩతݚमػձのݕ౼
。験年数，分野などそれͧれのχーζに応じた研修会・情報交換会を実施するܦ
事例介，ॾ手続等に関するセミナーと具体的なݸ別Ҋ݅の助言をうセミナーとして開催する。学校・
企業の合同勉強会を開催し情報共有をਤる。研修効Ռのূݕを行うと共に，先行事例も含むඪ準研修プ
ϩグラムとしてެ開し，情報共有をਤる。

ূݕとࢪ࣮ۀࣄ˕
　౦ژにおいて外国人留学生の支援に関し，学校 - 企業，学校 - 行政，行政 - 企業等方向での事業実
施はそれまでにもいくつか実例はあるが，今回の事業では࢈学ެがҰಊに介してそれͧれの立場から問
題提ىを行い，情報共有をܦて支援策をݕ౼することになる。今年度実施する具体的な事業はそれͧれ
参加するݸ人（または学校・企業）の質的向上をਤり，また学श機会の提供（留学），就労支援（就職）
に݁ͼつくものである。事業効Ռに関してはΞンケート݁Ռ，参加者数や就職者数など定ྔ的なՌも
含めて目ඪ化し，実施ҕ員会でその効Ռをূݕし，業界ஂ体・組৫全体としての支援体制の確立，留学
生の就労機会֦大にむけた事業ల開をਤる。

１‒４　戦略的に外国人留学生の受入れを進める分野並びに国（地域）名について
ʦ౦ژでऔりΈΛਐΊΔඞཁੑʧ
˕άϩʔόϧԽのਐలにΑり૿Ճ͢Δࠃ֎ཹࡏਓ
現在日本では 2�0 ສ人ۙくの外国人が在しており，౦ژにはその 1割ۙくをめる 50 ສ人が様々な在
留資格で生活している。中でも在留資格「留学」で在している外国人留学生は౦ژに 10�889 人が在੶
しており，内に在੶する外国人の 20ˋをめている。
�̡ 在留外国人数のਪҠと増加 　r　（法務ল入国管理ہ　「在留外国人数について」より）

【在留外国人数の推移と増加率】　（法務省入国管理局　「在留外国人数について」より）

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

全国 2,066,445 2,121,831 2,232,189 2,382,822

東京 407,067 430,658 462,732 500,874

【東京の滞在資格別外国人数の割合】 【主要都市別留学生数の割合】

永住
27％

そのほか
39％

特別永住 9％

定住 4％
技能実習 1％

留学
20％0.0％

平成 25 年

在留外国人の対前年増加率

■全国　■東京

平成 26年 平成 27 年 平成 28 年

2.0％

4.0％

6.0％

8.0％

10.0％

1.6％

3.4％ 2.7％

5.8％
5.2％

7.4％
6.7％

8.2％
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　౦ژには 137 の大学，350 の専門学校，230 をえる日本語教ҭ機関があり，全国の外国人留学生は
36ˋが౦ژで学んでいる。
　卒業後の進࿏については 6割が日本就労を希望するものの，「留学」から「就労」へ在留資格変更に
る人数は卒業生ࢸ ��5 ສ人のうち �0ˋとなる 19000 人に留まっているのが現状である。

˕ۀاの͕ʮਖ਼ࣾһෆ足ʯ
　ฏ 30 年 3 月にൃදされたఇ国データバンクによ
るௐ査では，౦ژ内の半数の企業が「人手不足」
と回し，特に中小企業の人手不足は深ࠁな状況で
ある。౦ژの中小企業ൺは 99�7ˋであり౦ژに
とっても人材確保のための支援はۓ٤の課題である
といえる。しかしながら，留学生の就労先は半数
が 300 人以下の中小企業であるものの，在留資格変
更等手続きの雑さや限られた就労職種のൣғなど，
多くの企業にとって留学生採用は容қであるとはい
えないのが現状である。

　「外国人（留学生）が౦ژຽのҰ員となって活༂できるڥを備する」ことは౦ژ全体の課題で
ある。専修学校で技術・技能を学んだ外国人留学生を学校，行政，企業がҰ体となって具体的な支援策
を提供し，ੵۃ的に就労，定ணさせることが特にグϩーバルࢢである౦ژにおいては必要な取り組み
といえる。このことから当事業においては「外国人人材のੵۃ的な受け入れと活用」「留学生就労支援者
ཆ」Ϟデルとして人材不足に面する他ݍࢢにおいてもීٴ可能な事業ల開をਤることとする。

【主要都市別留学生数】

東京 大阪 福岡 埼玉 千葉 神奈川 その他

100,135 22,758 16,739 16,269 16,207 14,968 90,225

大阪 8％

神奈川 5％

福岡 7％

埼玉 6％
千葉 6％

東京 36％

そのほか
33％
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Ⅱ　実施事業報告

２‒１　外国人留学生採用促進セミナー

Ⅰ　実施の概要

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɹʦ࣮ࢪ時なΒͼにձʧ

日時ɿ2019年9月�日（ਫ）13ɿ30～16ɿ30
会場ɿΞルΧディΞࢢϲ୩ࢲ学会ؗ（ઍ田۠ஈ�-225）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɹʦٛߨςʔϚなΒͼにࢣߨʧ

　　高等教ҭ機関における留学生の現状と支援
　　ެӹࣾஂ法人�౦ژ専修学校各種学校ڠ会　　後౻　由ར

　　外国人留学生の現状と留学生ื集・採用方法の工夫について
会ࣾ�Φリジωーター　取క役　専務ࣥ行役員　　工౻　ঘ美ࣜג

　　外国人留学生の採用およͼޏ用事例の報ࠂ
正߁　本ؠ　　会ࣾ�SatiTpMMࣜג

　　外国人ޏ用の際の在留資格手続きについて
行政書士事務ॴ�つづけるαポート　　桑田　　༏

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɹʦࢀՃऀʧ

　　参加者ɿ15名
　　Ξンケート回者ɿ1�名
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になったߟࢀ■ 3
■まあまあߟࢀになった 6
■;つ͏ 4
˘あまりߟࢀになΒなかった 0
になΒなかったߟࢀ˘ 0
■ແ回 1

にؔ͢Δ༺࠾ਓཹֶੜのࠃ֎■
ɹใऩू

12

■ਓ࠾ࡐ༻全ൠにؔ͢Δใऩू 4
■ϏβなͲॾखଓにؔ͢Δใऩू 6
˘その他 0
˘ແ回 0

0 2 4 6 8 10 12 14

参考に
なった

まあまあ参考に
なった 普通

無
回
答

0 5 10 15 20 25

外国人留学生の
採用に関する
情報収集

人材採用全般に
関する情報収集

ビザなど諸手続に
関する情報収集

0 2 4 6 8 10 12 14 16 19

採用中 今後採用を検討している

過去に採用していた
த༺࠾■ 9
■աڈに࠾༻していた 1
していΔ౼ݕΛ༺࠾ޙࠓ■ 7
ߟ༺࠾˘ て͑いない 0
˘その他 0
˘無回答 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

専
門
性

人物本位 能
力 無回答

■ਓຊҐ 9
■ઐੑ 1
■能ྗ 2
˘その他 0
■ແ回 5

【２】参加理由（複数回答可）

【３】雇用状況（複数回答可）

【４】採用中・過去に採用の理由

【１】満足度
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■Մ能 6
˘ෆՄ能 0
■݅࣍第 7
■その他 1
˘ແ回 0

0 2 4 6 8 10 12 14

可能 条件次第
そ
の
他

【 感想 】
●本⽇はありがとうございました。

●�外国⼈留学⽣の現状をきちんと把握しながら，まずは⾃社の採⽤⽅針 ( なぜ採⽤するのか ) を固める

ことが重要だと感じました。

●�ビザの話を⼀番聞きたかったので，前半に組み込んで欲しかったです。雇⽤事例は⼀番最後で良かっ

たと思います。

●本⽇は誠にありがとうございました。

■৽ଔɾத్ڞに 10
■৽ଔ 1
˘த్ 0
■ຊਓ࣍第 1
■その他 1
■ແ回 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

新卒・中途ともに 新
卒

その他

日本人次第

無回答

■あΔ 11
■ない 2
■その他 2
˘ແ回 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ある ない その他

【5】今後予定・検討

【７】インターンシップ

【８】留学生の受け入れ

【６】採用を考えていない…回答無し
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ৈಉઇਃঢ়における
留学生のਠ状ध੍ର

①日本のৈಉઇਃঢ়．ڭ

ϭ

1-1

௧学ૅ෮
にહଖघるูಀ

ৈಉઇਃঢ়における
留学生のਠ状ध੍ର

①日本のৈಉઇਃঢ়．ڭ

ϭ

1-1

௧学ૅ෮
にહଖघるูಀ

1-1短大・大学と専門学校の数と在籍者数
(2018年度「学ૅ੦本調査」ધఐ学)

1-2ূ専門学校入学者の

②日本のৈಉઇਃঢ়．ڭ

(2018年度「在籍調査」ਊੈভ)

２．日本の留学生数①

2-1学ரશ留学生数の

ϯ

1ϲ3,ϲ97�
1ϲ1,848�

1ϲ8,145�
184,155�

208,379�

2ϲ7,042

Ϯϵϴ͕ϵϴϬ�

51,047�
51,298�

55,755� ϲ4,011�
78,812�
95,550�

109,508�
117,302�121,812�

117,927� 118,498�

123,829�
132,720�

141,774�

138,075�

137,75ϲ�

135,519�139,185�

152,0ϲ2�

188,384

ϮϬϴ͕ϵϬϭ�

25,ϲ22�

24,092�
32,ϲ2ϲ�

44,970�
5ϲ,317�

78,ϲ58

ϵϬ͕Ϭϳϵ�
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20000
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1ϲ0000
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220000

240000
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䛖䛱日本語教育ᶵ㛵

171,122

239,287

ϲ8,1ϲ5

(2018年度「外国人留学生在籍状況調査」ஆয়ষ政১人日本学生੍ରਃଡقJASSO))

1-1短大・大学と専門学校の数と在籍者数
(2018年度「学ૅ੦本調査」ધఐ学)

1-2ূ専門学校入学者の

②日本のৈಉઇਃঢ়．ڭ

(2018年度「在籍調査」ਊੈভ)

２．日本の留学生数①

2-1学ரશ留学生数の
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外国人留学生ᩘ（㧗➼教育ᶵ㛵・日本語教育ᶵ㛵）

䛖䛱㧗➼教育ᶵ㛵（大学・▷期大学・㧗➼ᑓ㛛学ᰯ・ᑓಟ学ᰯ（ᑓ㛛ㄢ⛬））

䛖䛱日本語教育ᶵ㛵

171,122

239,287

ϲ8,1ϲ5

(2018年度「外国人留学生在籍状況調査」ஆয়ষ政১人日本学生੍ରਃଡقJASSO))

2018年度留学生在籍者数

 国（地域）名 留学生数  %
中国 114,950 38.4%
ベトナム 72,354 24.2%
ネパール 24,331 8.1%
韓国 17,012 5.7%
台湾 9,524 3.2%
スリランカ 8,329 2.8%
インドネシア 6,277 2.1%
ミャンマー 5,928 2.0%
タイ 3,962 1.3%
バングラデシュ 3,640 1.2%
その他 32,673 10.9%

298,980 

国（地域）名 高等教育機関
中国 86,439
ベトナム 42,083
ネパール 15,329
韓国 14,557
台湾 7,423
インドネシア 4,719
スリランカ 4,429
ミャンマー 3,385
タイ 3,241
マレーシア 2,897
その他 24,399
合計 208,901

2-2高等教育機関在籍者数
（大学院・大学・短大・専門学校等）

国（地域）名 日本語教育機関
ベトナム 30,271
中国 28,511
ネパール 9,002
スリランカ 3,900
ミャンマー 2,543
韓国 2,455
台湾 2,101
インドネシア 1,558
ウズベキスタン 1,427
フィリピン 1,205
その他 7,106
合計 90,079

2-3日本語教育機関在籍者数
（日本語教育機関）

２．日本の留学生数②

(2018年度「外国人留学生在籍状況調査」 JASSO)

３．日本における主な留学生政策①

5

⇩ ⇩ ⇩ ⇩2020年，留学生受け入れ30万人の実現とともに「ポスト30万人計画」へ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

1983
•留学生受け入れ10万人計画→2003年達成

2004
•新たな留学生政策（中央教育審議会答申）→留学生交流の拡大と質の向上

2007
•アジア人財資金構想－経済産業省・文部科学省合同で支援

2008
•留学生受け入れ30万人計画→2020年までに30万人の留学生受け入れを目指す

2009
•国際化拠点整備事業（グローバル30）－英語によるカリキュラム，国際拠点,受け入れ環境の整備

2015
•日本再興戦略－日本産業再興プラン→外国人人材の活用

2018
•外国人材の受け入れ・共生のための総合定期対応策→留学生就職促進のための在留資格の整備
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３．日本における主な留学生政策②

ϲ

䝫䝇䝖30留学生30万人計画をぢᤣ䛘た留学生政策

2040年に向けた㧗➼教育のグラン䝗䝕䝄䜲ン

䛆留学生交流の᥎進䛇

䠆日本留学ሗをⓎಙするᾏ外拠点の構⠏

䠆大学に䛚ける日本語‽備教育のタ⨨

䠆留学生の就職促進プログラムのᒎ㛤

䠆入学資格せ௳のぢ┤䛧

(2018�11 রఙઇଟ৮ভ௦ணك

(2018�11 রఙઇଟ৮ভপ学ীఐভలਟଡ୳ভك

留学生の૨
�0٫のਛ

①日本における留学生の状況．ڰ

ϳ

�-1෮のਤଡ଼ൌقള数௦૭ك ���1�ফ২岣எાਗবয৾েেણৰଙ৹ਪ岤 ك$662-

���1�ফ�া岣෮峁峉৾ে峘ਤଡ଼岤৸ব௧৾ૅੈভك
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���1�ফ�া岣෮峁峉৾ে峘ਤଡ଼岤৸ব௧৾ૅੈভك

②日本における留学生の状況．ڰ

ϴ

���「留学」ऊै「ௌ」षのணட੯数धಅ૭੯数201ع�200ق�年ك

����1�ফ岣ਛقফ২峕岴岻峵৾ে峘ম੫ಉ峢峘૾ய峕峎岮峐岤১ਜোবଵ৶ଂك

ϮϬϬϰ ϮϬϬ5 ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭ5 ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ

8,2ϲ4 5,878 8,272 10,2ϲ2 11,040 9,584 7,831 8,58ϲ 10,9ϲ9 11,ϲ47 12,958 15,ϲ57 19,435 ϮϮ͕ϰϭϵ

5,820 ϲ,788 9,034 11,410 11,789 10,230 8,4ϲ7 9,143 11,ϲ98 12,793 14,170 17,088 21,898 27,92ϲ

⋊日本における留学生の状況．ڰ

ϵ

�-�఼৷खञਗব人留学生のऩர�-�留学生ऋൌघॊரق௧వীશك

ك201�年「外国人留学生のおेलାにঢ়घる調査」৽ੋਓق
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����1�ফ岣ਛقফ২峕岴岻峵৾ে峘ম੫ಉ峢峘૾ய峕峎岮峐岤১ਜোবଵ৶ଂك

ϮϬϬϰ ϮϬϬ5 ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭ5 ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ

8,2ϲ4 5,878 8,272 10,2ϲ2 11,040 9,584 7,831 8,58ϲ 10,9ϲ9 11,ϲ47 12,958 15,ϲ57 19,435 ϮϮ͕ϰϭϵ
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⋊日本における留学生の状況．ڰ

ϵ

�-�఼৷खञਗব人留学生のऩர�-�留学生ऋൌघॊரق௧వীશك

ك201�年「外国人留学生のおेलାにঢ়घる調査」৽ੋਓق

⋉日本における留学生の状況．ڰ

ϭϬ

�-�ણরにढञऒと

ਛ��ফ৽ੋਓ岣ਗবয৾ে峘岴峲峝ା峕ঢ়峃峵৹ਪ岤峲峴

ਛ��ফ৽ੋਓ岣ਗবয৾ে峘岴峲峝ା峕ঢ়峃峵৹ਪ岤峲峴

①ઇਃঢ়にेる੍ର．ڱ

ϭϭ

支援例（１）工業系専門学校のキャリアサポート・プログラム

⋉日本における留学生の状況．ڰ

ϭϬ

�-�ણরにढञऒと

ਛ��ফ৽ੋਓ岣ਗবয৾ে峘岴峲峝ା峕ঢ়峃峵৹ਪ岤峲峴

ਛ��ফ৽ੋਓ岣ਗবয৾ে峘岴峲峝ା峕ঢ়峃峵৹ਪ岤峲峴

①ઇਃঢ়にेる੍ର．ڱ

ϭϭ

支援例（１）工業系専門学校のキャリアサポート・プログラム
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ઇਃঢ়にेる੍ର②�1．ڱ

ϭϮ

支援例（ڮ）崯崞崌嵛系専門学校のফ崡崙崠嵍ー嵓⋇

ৰ
ৎ

ষহಉ
ਤଡ଼ঢ়બ ৌ ౾ুਢ岷・হਜ৴൪ ৌ 学েઐ ৌ

�া

学েো学崒リ崐嵛崮ー崟嵏嵛 ৗোে

学েਤଡ଼崔崌崨嵛崡⋇
岣・ਤଡ଼ਏହ岤 ෮業ফઃে ਸ਼⋛崔崌崨嵛崡 ৸学ে

学ে༦ভ ৗ�ফে

学ে学ಆတཫા൳ૐ ৸学ে

ਗবয౻৷ҿҴӏӢӁӂӡӄҴఃஈভ ෮業ফઃে

মୁચৡୡൢછਲ਼ ৸学ে

�া

学ে学ಆတཫા৭અع໗

学েઐ୫ভ 学ఐ

学েਤଡ଼崔崌崨嵛崡⋈
岣学েણ嵆崲ーౠ岤 ෮業ফઃে

�া
学েযએ �ফে

学েਤଡ଼崔崌崨嵛崡⋉
岣၎ഄછৌੁౠ岤 ෮業ফઃে

�া মୁভਵౠ ൌ峝


ઇਃঢ়にेる੍ର②�2．ڱ

ϭϯ

支援例（ڮ）崯崞崌嵛系専門学校のফ崡崙崠嵍ー嵓⋈
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ৎ

ষহಉ

ਤଡ଼ঢ়બ ৌ ౾ুਢ岷・হਜ৴൪ ৌ 学েઐ ৌ
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ਸ਼⋜ 崔崌崨嵛崡 ৸学ে

মୁચৡୡൢછਲ਼ ৸学ে

学ে学ಆတཫા൳ૐ�୯ਸ� ৸学ে

��া
ৈ২য౫ുਛౠ ৸学ে

学েઐ୫ভ 学ఐ

��া

��া 学েਤଡ଼崔崌崨嵛崡⋊
岣学েౠভ岤

ઃফ২
෮業 ਸ਼⋝ 崔崌崨嵛崡 ৸学ে

�া 岣્ણ崻崞岤ହভ ෮業ফઃে

�া ਗবয౻৷ҿҴӏӢӁӂӡӄҴఃஈভ ઃফ২
෮業

�া

ઇਃঢ়にेる੍ର②�1．ڱ

ϭϮ

支援例（ڮ）崯崞崌嵛系専門学校のফ崡崙崠嵍ー嵓⋇
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ઇਃঢ়にेる੍ର②�2．ڱ

ϭϯ

支援例（ڮ）崯崞崌嵛系専門学校のফ崡崙崠嵍ー嵓⋈

ৰ
ৎ

ষহಉ

ਤଡ଼ঢ়બ ৌ ౾ুਢ岷・হਜ৴൪ ৌ 学েઐ ৌ
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ਸ਼⋜ 崔崌崨嵛崡 ৸学ে

মୁચৡୡൢછਲ਼ ৸学ে

学ে学ಆတཫા൳ૐ�୯ਸ� ৸学ে

��া
ৈ২য౫ുਛౠ ৸学ে

学েઐ୫ভ 学ఐ

��া

��া 学েਤଡ଼崔崌崨嵛崡⋊
岣学েౠভ岤

ઃফ২
෮業 ਸ਼⋝ 崔崌崨嵛崡 ৸学ে

�া 岣્ણ崻崞岤ହভ ෮業ফઃে

�া ਗবয౻৷ҿҴӏӢӁӂӡӄҴఃஈভ ઃফ২
෮業

�া

ϭϰ

ँॉऋधअओकःऽखञ

ਁஇ੮১যূ専ఊ学校ர学校ੈভ
7(/���-����-���1 )$;���-����-����
85/�KWWSV���WVN�RU�MS 0$,/�LQIR#WVN�RU�MS

崘嵕嵤崸嵓য౫嵣ૡହভۅڽ��KWWS���VXSSRUW-VWDWLRQ�WRN\R
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http://www.immi-moj.go.jp/hourei/index.html

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00197.html

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

→

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaiko
kujin/todokede/index.html

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html
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外国人留学生
採用促進セミナー

ɾ採用͝୲ऀ͞·ରࣄ人ۀا

2019⾣࣌9݄4水 13ɿ30ʙ16ɿ30 ˞�3ɿ00ΑΓड
会⾣ΞϧΧσΟΞࢢϲ୩ࢲ�学会ؗ
　　　���〒102-0073　౦ژઍ代ా区ஈ4-2-25　TEL�03-3261-9921（代）

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会
�〒151-0053�౦ژ渋谷区代々木1-58-1石山ビル6F
TEL：03-3378-9601　FAX：03-3378-9625
担当：業務課　rshien@tsk.or.jp

お問合せ

˔ΞΫηε
　+3தԝઢ（֤Ӻఀं）　市ヶ谷Ӻెา2
　Լమ　༗ָொઢɾೆ ઢ　市ヶ谷Ӻ（A1-1）ग़ెޱา2
　Լమ　৽॓ઢ　市ヶ谷Ӻ（A1-1ɾA4）ग़ెޱา2　

おਃࠐΈ
ํ法

ཪ໘ͷࢀՃਃࠐॻʹ͝هೖͷ͏͑ɺ事務局ѼͯʹFAXͰɺ
·ͨrshien@tsk.or.jpѼͯʹҎԼͷ݅ ɾ໊ຊจ͝໌هͷ͏͑ɺϝʔルͰ͝送信͍ͩ͘͞ɻ
ΈࠐՃਃࢀଅਐηϛφʔ༺࠾�⾣໊݅
ຊจ⾣໊ࣾޚ�ɺ業छɺ෦ॺ໊ɺ৬໊ɺ͓ ໊લɺి ൪߸ɺݸผ૬ஊ（1ࣾ10ఔ）ͷر༗ແ
　　　˞ෳ໊༷Ͱ͓ਃࠐΈͷ߹ɺ͝ ࿈བྷ担当ऀ༷ͷ໊͓લͱϝʔルアυϨεΛ͓Β͍ͤͩ͘͞ɻ

50໊༷　˞ఆһʹͳΓ࣍ୈక
Ε͍ͯΔ͞༺࠾ࡏݱΕ͍ͯΔɺ·ͨ͞౼ݕΛ༺࠾ਓཹ学ੜͷࠃ֎
·担当ऀ͞͝༺࠾業ਓ事ɾا

ػҭڭߴ❶ （ؔେ学ɾ専学校）ʹ お͚Δཹ学ੜͷݱঢ়ͱࢧԉ
ঢ়ͱཹ学ੜืݱ人ཹ学ੜͷࠃ֎❷ ɾू࠾༻ํ法ͷ
ࠂใྫࣄ༺ޏおΑͼ༺࠾人ཹ学ੜͷࠃ֎❸
❹͋Βͨͳ֎ࠃ人ब࿑੍ͷղઆͱޏ༻ͷҙ（ߦॻ࢜ʹΑΔղઆ）

άϩʔόルਓࡐब৬ɾస৬આ໌会（10�4։࠵�˞ผ֬͝ࢴೝ͍ͩ͘͞）ͷ͓ਃࠐΛड͚͚·͢ɻ

ఆһ

ର

༰

ͦͷଞ
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FAX送信先（03-3378-9625）事務局行

「外国人留学生採用促進セミナー」参加申込書
2019年9月4日（水）　アルカディア市ヶ谷私学会館

※全ての欄にご記入ください。定員超過の場合は折り返しメールでご連絡させていただきます

企業名 業種

住　所
〒

電話番号 FAX番号

部署名 役職名

お名前 E-Mail

部署名 役職名

お名前 E-Mail

セミナー終了後，ご希望があれば行政書士への個別相談を受け付けます。（1社10分程度）

個別相談について，　（　　）希望する　　　（　　）検討中　　　（　　）希望しない

【お問合せ】
公益社団法人東京都専修学校各種学校協会
〒151-0053渋谷区代々木1-58-1石山ビル6F
TEL：03-3378-9601　FAX：03-3378-9625　
担当：業務課　rshien@tsk.or.jp
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２‒２　留学生指導教員対象講座

Ⅰ　実施の概要

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɹʦ࣮ࢪ時なΒͼにձʧ

ୈ1回　ྩ元年12月 � 日（ਫ）13ɿ30～16ɿ30
ୈ2回　ྩ元年12月10日（Ր）13ɿ30～16ɿ30
ୈ3回　ྩೋ年 1月27日（月）13ɿ30～17ɿ30

��会場ɿΞルΧディΞࢢϲ୩ࢲ学会ؗ（ઍ田۠ஈ�2-25）
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɹʦٛߨςʔϚなΒͼにࢣߨʧ

ୈ̍回　留学生の就労に関連する在留制度
Ⅰ-1「卒業後の進࿏に関連する在留資格について」�

行政書士事務ॴつづけるαポート　桑田　　༏
Ⅰ-2「新たな就労制度ʪ特定技能ʫについて」
� 学校法人�新井学Ԃ常務理事ʗࣜג会ࣾ�ώューマンパワー�ද取క役　新井　Ӭ

　　ୈ̎回　企業の期待する外国人材とは
Ⅱ-1「特定技能による外国人材の受け入れ」

� 会ࣾ�グϩーバルトラストωットワークス�ද取క役　後౻　༟ࣜג
� 特定技能ਪ進ࣨࣨ　∁ܙ　ڮ介

Ⅱ-2「技術・人文知識・国際業務による外国人材の受け入れ」
� Ұ　会ࣾ�グϩーバルパワー�ද取క役　竹内ࣜג

　　ୈ̏回　留学生への就労支援
グループディスΧッション�「課題ɿҟ文化理解と就職指導」

5$"౦ژ事務ॴற日ද　٢ଜ　　ষ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɹʦࢀՃऀʧ（のਓ）

参加者ɿ130/136名（出席者/申込者

Ξンケート回者ɿ120名
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留学生就職指導教員対策講座　留学生の就労に関する在留制度

卒業後の進路に関する在留資格について

行政書士事務ॴつづけるαポート　　桑田　༏　氏
2019 年 12 月 � 日（ਫ）

　ビザの話をする前に，学校ܦӦの話を。費用には，売り上げの増ݮにって増えたりݮったりする「変
動費」，売り上げがあろうがなかろうがかかる「ݻ定費」がある。簡単に言えば，売り上げから「変動費」
Ӧ者のൃ想をܦらさなくていいというݮ定費をえると，རӹをݻ。をҾいた分がརӹとなる「定費ݻ」
಄においてほしい。

ϏβのڐՄにؔ͢Δೖのํ͑ߟについて؆୯にɻ
　日本に在する外国人は，在中の活動に見合ったビザの許可を受けなければならない。1人の外国人
の許可されるビザは 1種類。�月から就職する場合は，�月 1日の時点で，就労ビザの許可を受けていな
ければならない。就労ビザの許可を受けるためには「本人の݅」と「会ࣾの݅」をそれͧれຬたす
ことが必要であり，入管へ申請する時点で，許可݅をすべてຬたしておかなければならない。手続き
上の例外もあり，内定の場合はޏ用内定の通知書，ޏ用݅がわかるものであれば足りるとされている。
申請時に卒業見込みূ明書をఴ付するというのも同じである。
　「特定技能」は，日本の࢈業界における深ࠁな人手不足を解ফするため，2019 年の̐月から新たに導入
された在留資格で，性質は技能実शにۙい。この場合の「本人の݅」は，業種ごとの試験に合格する
ことと，日本語能力N�以上と定められている。業種は「介護」「ビルクリーχング」「ૉܗ材࢈業」「࢈
業機ց製造業」「ి気・ి 「ۭߤ」「自動ं備」「造ધ・ഫ用工業」「設業（職種限定）ݐ」「業࢈情報関連ࢠ
「宿泊」「業」「ړ業」「飲食料品製造業」「外食業」の 1� 種。介護については，外国人受け入れは 3～ 5
年後の話になるが，業種ごとの試験を外国でしか行わないようなので，在学中の留学生は対象ではない
という認識をしている（ˎ注）。「宿泊」「飲食料製造業」「外食業」の 3種については，対応する技能実श制
度がないので，企業ଆからすると留学生を採用しやすいと思われる。
（ˎ注）�なお，ް生労働লの介護技能ධՁ試験のαイトで，日本国内で介護技能ධՁ試験が実施された

ことを確認した。

　法務লの特定技能のαイトにある試験関というίンテンπを見ると，国内で試験を実施するかどうか
というのが，留学生を対象としているかどうかのஅのҰつになるかとݸ人的には考えている。特定技能
のϝリットとしては，ௐ理師・パティシエの専門学校の卒業生にとっては「飲食料品製造」，ϗテルの専門
学校の卒業生にとっては「宿泊」の業種において，日本で就職できる可能性が広がった。
　新しいビザ「日本語就労の特定活動」。正ࣜには「特定活動（本大学卒業者）」。本大学卒業者が本
のެࢲの機関において，本の大学等において修得した広い知識，応用的能力等のほか，留学生として
のܦ験を通じて得た高い日本語能
力を活用することを要݅として，෯
広い業務にै事する活動を認める
もの。日本の大学（短期大学をআ
く）または大学Ӄを卒業して学Ґ
を取得している，主に日本語を
用する業務にै事する（専門業務
にै事するというが事実上取っ
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われた感じになっている），N̍または#+5ビジωス日本語能力テスト�80 点以上，または大学で日本語
学を専߈して卒業が݅。څ༩は日本人と同等，大学卒業（学部・修士課程それͧれのڅ༩）と同程度以上。
ܗݣ態不可である。日本の大学を卒業した留学生の就労のチϟンスは広がったと思われる。
　就職活動のための特定活動ビザについて。日本で専門学校・大学を卒業した留学生が，Ҿき続き日本
国内で就職活動を行う場合，就職活動のための「特定活動」ビザが許可されうる。（在留期間 6か月で 1
回だけ更新ができ，最 1年間）必要書類のҰつとしてਪ薦状があり，卒業した学校からਪ薦状をもら
わなければならない。学校ଆがਪ薦状をൃ行しないというのは，留学生の活動を不当に制限するものと
அされる可能性がある。またൃ行のج準を設ける場合は，あらかじめ学ଇなどに明هして，留学生本
人に事前の説明が必要である。
　申請は，留学ビザの期間が残っていることが前提。留学ビザの場合，卒業後のΞルバイトは認められ
ていないため，卒業後就職活動するのであれば，就職活動のための特定活動ビザへの変更が望ましい。
就職活動のための特定活動ビザを持つ留学生に 7月に内定を出し，ཌ年の �月から就労する場合。その
前に採用前研修などがあるなら，就職活動の特定活動ビザの更新ではなく，「就職内定の特定活動」ビザ
への変更を申請し，最終的にもうҰ度就労ビザへの変更申請ということになる。内定という状態に見合っ
たビザの申請をすることが重要。
　技術・人文知識・国際業務ビザの本人の݅としては，専門学校を卒業し専門士であるものが，専門
的に学んだことに関連した専門業務を行うこと。通༁༁・語学指導業務の場合，日本か本国で大学を
卒業し学Ґがあること。この݅をう場合は，国語に限る。人文・ࣾ会科学分野の専門業務，また
自વ科学分野の専門業務の場合，日本か本国で関連分野を専߈して大学を卒業し，学Ґがあること。就
労ビザへの変更申請手続きはできるだけ 1月中に，留学生本人のॅॴを管する入管に申請をする。
　ϗテル・ཱྀؗ等において，外国人が就労する場合，ϑϩント業務，એ・広報業務，通༁業務（専門
学校で༁通༁ίースの場合）などが許可された。また，クールジϟパンにかかわる分野，ήームΩϟ
ラクターデザイン開ൃ，Ξχϝーションݪ画のߏ，デザイナーなど造的な分野での就労が許可された。
不許可の事例はあまり持っていないが，出国準備期間を付༩ということが多い。入管法ୈೋे在留資
格変更に関するن定を参রしてみる。在留期間更新というビザのԆであっても，当֘ॲ分がされるとき。
またはै前の在留期間のຬ了の日，ビザの期限の日から 2か月をܦաするときか終了するときのいずれ
かૣいとき。2か月がҰつのポイント。留学ビザの残っている間に正しく変更申請書を出していれば，入
管からハΨΩ通知が来て本人が入管へ行く日までは法上日本にいることが可能。変更申請書を出した
留学生には݁Ռが出るまでは本国へのҰ時ؼ国はしないよう指導をすることが必要。
　留学から就労への変更許可申請をして不許可となり，30 日の出国準備期間のビザとなった場合，在留
期間が 30 日以下の場合は「ビザの期限後最̎か月」がద用とならず，౦ژ入管では 30 日で申請݁Ռ
が出るとは考えにくいので，再申請は事実上できないと思われる。不許可になった場合，݅がそろえ
ば再申請は可能。可能かどうかを見分けるのは，出国準備期間 31 日もらえているかどうか。վળできる
݅をվળしたうえで申請する分では，31 日もらえていれば許可される可能性がある。不許可になった
場合，݅がそろえば再申請は可能。可能かどうかを見分けるのは，出国準備期間 31 日もらえているか
どうか。վળできる݅をվળしたうえで申請する分では，31日もらえていれば許可される可能性がある。
　特定活動，ビザのさ期間は法
で決まっている。手続きは企業
の応援が必要なので，企業へ学校
から手続きにڠ力するようੵۃ的
にえるようにしてほしい。
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留学生就職指導教員対策講座　留学生の就労に関する在留制度

新たな就労制度＜特定技能＞について

学校法人新井学Ԃ門会日本語学校　ࣜג会ࣾώューマンパワー
新井　Ӭ　氏

　2019 年 � 月 1 日，深ࠁな人手不足の状況に対応するため，「宿泊」「ݐ設」「介護」「業」など 1� の分
野で単७労働を含めた就労を認める，新在留資格「特定技能 1߸・2߸」が施行された。特定技能 1߸は，
在留期間 1年，6 か月または �か月ごとの更新で，通ࢉ 5年まで。例えば 2年働いてؼ国し，またっ
てきて 3年働くということも可能。例えばࡁܦ的にࢲ費留学が難しいが，ক来的に専門学校で専門技術・
知識をにつけたいという学生が，高校卒業後に特定技能を取得してϨストランで 5年働き，専門学校
の授業料をためて，特定技能から留学資格に在留資格を変更することが可能。今後そのような考え方で
学生ื集をする専門学校・日本語学校が出てくるのではないかと思う。ۚに関しては，同Ұ業務を行
う日本人と同じ。ݸ人的にはいউ手のいいビザではないかなと思うが，家のଳ同がݪଇとしてでき
ない点が，既ࠗ者・݁ࠗ༧定者にとっては問題である。
　特定技能 2߸に関しては，在留期間 3年，1年または 6か月ごとの更新，要݅をຬたせば家のଳ同が
可能。まだ 2分野（ݐ設，造ધ・ഫ用工業）しか認められていないが，政が施行 2年後にൈ本的に制
度のӡӦを見すとൃදしているため，2年後をめどに特定技能 2߸のѻいが明らかになってくるのでは
ないかと思っている。

特定技能ΛऔΔたΊのʮొࢧԉؔػʯについてɻ
　ࣾ内で外国人のαポートをする専門の部ॺあるいはスタッϑを用意している。あるいはビザを取るよ
うな行政書士の先生と連携している場合をআき，ج本的には「登録支援機関」という法務লから認可を
もらっている機関が，特定技能を取った外国人が就職したのち，会ࣾに対していろいろな支援αービス
をする。実際に，「支援Ψイμンス」「出入国する際のૹܴ」「ॅډ確保・生活に必要なܖ支援」「生活
Φリエンテーション」「ެ的手続等への同行」「日本語学शの機会の確保」「૬談・苦情への対応」「日本
人との交流ଅ進」「స職支援（人員理等の場合）」「定期的な面・行政機関への通報」を行うことになっ
ている。ほとんど専門学校・日本語学校などで行っている業務だと思う。日本語教ҭ機関などが，別会
ࣾあるいは同じ会ࣾで登録支援機関の認可をとっているところも増えている。
　留学生で特定技能 1߸を取得する場合，日本語能力試験̣ �以上の合格が必要，働こうとする，就労
したい分野，業界の技能ධՁ技能測定試験に合格する必要がある。
　就職活動においては登録支援機関を必ずわなければならないことはない。採用ଆの企業が支援でき
ないとなると登録支援機関の認可を得ているところとタイΞップをしてビザの申請などをしていくとい
うことになる。
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　10月29日時点現在の特定技能申請者2�38人。交付されたのが732人。まだまだな状況のݪҼのҰつは，
入管の対応がれている点。また採用ଆ企業の準備にも雑多な࡞業が多いところがݪҼだと思われる。
特定技能は，イίール単७労働ではない。単७労働もできるのが特定技能ビザ。技人国は単७労働不可。
例えば宿泊業界，ϗテルཱྀؗ他。業務内容は，ϑϩント・企画・広報・ٴ٬ͼϨストラン౩の宿泊αー
ビスの提供にる業務。ਗ਼やϕッドϝイΩングなど，関連業務を行うことも可能である。注意点とし
ては，関連業務のみにै事することは不可。
　外食の場合。飲食ళ，持ちؼり，ୡ飲食αービス業に分類される場ॴで就労させること。食ಊ・Ϩ
ストラン・料理ళ・٤ళ・ϑΝーストϑードళ・テイクΞウト専門ళ・専門ళ・仕出し料理ళなど。
待飲食等はআ外される。特定技能 1߸外国人がै事する業務。外食業全ൠ（飲食ௐ理，٬，ళฮ管
理）当֘業務にै事する日本人が通常ै事することとなる関連業務（ݪ料のௐୡ・受け入れ・ୡ）に
付ਵ的にै事することはࠩし支えない。ウエイトϨスだけでなく，ௐ理ิ助をしたり，ミーティングに
参加したり。ݸ人的にはϗテルよりハードルがいかなと思われる。ୡのみは不可。外食の試験は「衛
生管理」「飲食ௐ理」「٬主体」の 3つのΧテΰリーから出題される。例えばௐ理専門学校を卒業し
ている場合は専門スΩルがあるので，申し込みの際「飲食ௐ理」にチΣックを入れれば，ࣼ点を
ར用できる。日本国内の試験は日本語のみ。
　11 月 18 ～ 20 日で行われた外食の試験。226� 名受験。合格者 12�6 名で合格 55ˋ。10 月 6 日に行わ
れた宿泊の技能測定試験は，651名の受験者に対して合格者363名。55�8ˋおよそ半分しか合格していない。
試験問題をみると，正日本語̣ �Ϩϕルだけで受けても受からないϨϕル。ݸ人ࠩがあるからわから
ないが，試験対策が多少なりとも必要。とくに日本語学校にいる留学生にとっては，専門的な問題はະ
知なるものだと思う。対策講座を開いたり，専門学校と連携して勉強したり，専門的な学शが必要だと
思う。本来は関連する専門学校に進学してしっかり勉強するのがҰ൪いい。ক来的にも採用の確が高
くなる。
　飲食・宿泊の受験申込みについては，大ݍࢢでの開催は，Ұ日もたないでຬ席になる。もし受験し
たい学生がいたら，パスポートなど申し込みに必要資料をそろえて，申し込み開࢝時間 10 時だとしたら
その 10 分前にはパιίンを開いて待っている。そして時間が来たらすぐに申し込みをすることが必要。
試験日も各業界のϗームϖージ上でしかൃදされないので，毎日チΣックしておくこと。Ұ൪スマート
なのは，専門学校を卒業して技人国をとって就労だが，日本に残りたいが就活が上手くいっていない場合。
ラストチϟンスとなるのは，外食なら 1月上旬の申し込みで 2月中旬に試験。就職活動は試験前後して
もߏわないので，日程を見ながらࢉٯしてえてもらえばと思う。
　介護関の特定技能試験について，ϗームϖージはӳ語のみ。またݸ人の申し込みができないので，
もし特定技能の介護を受けたいという学生さんがいたら，学校がわりに学校として申し込みをする。
受験料は現ۚ受け付けてない。合格は 85ˋで，知識があるとだいたい受かる。

̦ɽ�介護福祉士の場合，内定が出て卒業見込みূ明書を出し，1月に労働ビザにりସえるが，その後国
家試験に合格できないというケースがある。その場合の学生ࡁٹについて。特定技能を取得できるか。
特定技能で日本に残って来年の国家試験を受けることができるかどうか。

"ɽ�介護福祉士の専門学校を卒業して国家試験に不合格になった場合。卒業ূ明書がൃ行されれば，特定
技能介護の試験を受けずに，特定技能 1߸のビザ申請が可能。
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留学生就職指導教員対策講座　企業の期待する外国人材とは

特定技能による外国人材の受入れ

会ࣾグϩーバルトラストωットワークスࣜג
ද取క役　後౻　༟　氏
特定技能ਪ進ࣨࣨ　∁ܙ　ڮ介　氏

　現在特定技能は計画の 2ˋとか 3ˋ程度しか進んでない状況で，これから特定技能が進むのかというջ
ٙ的なもある。日本の少ࢠ高ྸ化はة機的状況。国ຽのฏۉ年ྸが 202� 年に 50 をえ，50ࡀ をࡀ
えたときその国にイノϕーションがおきなくなると言われている。データを見ると，ΞジΞを中心にฏ
年ྸۉ 20 が大半。ϕトナムが 30 程度，ϑィリϐンにいたってはࡀ 25 。それを下回る国も多々ある，ࡀ
౦ೆΞジΞを中心に，若い人が多すぎて仕事がແいというのがࣾ会課題になっていて，日本は若者がい
なくて労働者が不足している。ここをどうやってマッチさせるが重要なテーマである。日本人がいて，ハー
ϑの選手がいて，日本がきで日本でؤுっていく選手がいて，ラグビーの日本දが，わかりやすい
これからの日本のॖਤになるのかなと思う。日本はまだΞジΞからଚܟされる国。目指してくる外国人
も多くいる。外国人が働くということに対して，前向きになってほしいと思っている。
　学校という場は，当વ学ͼの場だが，最終的に日本で就職したい，ࡁܦ的なϝリットを得たいという
留学生がࣣ割いるというデータもある。特定技能は 2025 年までに 3�5150 人に増えると言われている。
これから職種の加があり，来年には，小売りが職種加されるのではないかと言われている。このよ
うに職種加されるなかで外国人も増えると༧想されている。特定技能は，受けࡼとして広いものにな
るのではないか。൴らが日本でࡁܦ活動してくれれば，日本のࣾ会福祉やみなさんが生きているこれか
らのະ来を担うࡁܦ的なプラスはىきる。外国人が特定技能に関心があるかという౷計では，ീ割以上
関心があるという数字が出ている。
　特定技能というものは日本政が初めて高度人材以外に在留資格として設けた就労ܥの在留資格。非
常にྺ࢙的な年をܴえているといえる。当વのことながら法備等もれていて，初年度計画の 2，3ˋ
程度しかୡできていないのもແ理はない。日本ではもともと技能実श制度というのが0+5パターンで
活用されており，30 数ສ人の人たちが活༂している。技能実शは技能実शで，労働者の受入れというܗ
ではないので，技能実शにかわって特定技能がぐっと持ち上がってくるのかという༧想が容қになる。
だとすると，この先留学よりも特定技能をͶらって来日する外国人が増えるのではないかと༧想される
と思うが，えはイエスである。
　また，今後特定技能が֦大するかというと，人手不足の解ফのために政が新たに࡞った在留資格の
ため֦大すると言える。現在の分野以外に，他の分野もϩビー活動おこなっており，ܯ備や小売りとい
う分野にも֦大していくことがすでに想定されている。特定技能と技能実शの違いについて，特定技能
は労働力であり，技能実शは0+5による技能実श後Ӡ々。ようは国際ݙߩである。簡単に技能実शから
特定技能に，企業がスイッチするということではない。
　特定技能で受け入れた事例をあまりࣖにしないഎ1。ܠ，技能実शから特定技能へのりସえで入国す
る場合。ධՁௐ書を提出することがωックになっている。これは技能実शを良に修了したというূ明
であるが，求められる内容をࡌهするためにաڈの資料等を୳し出さなければならないため，企業が࡞
にϝリットを感じずڋ൱をしている例が多くみられる。2，留学生から特定技能へのりସえの場合，
外国人のݯઘ収ථ，課੫ূ明書などの提出が必ਢで，提出書類によってΦーバーワーク（Φーバーワー

後౻　༟�氏 介�氏ܙ　ڮ∁
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クはີݫにいうと不法就労にあたる）が明してしまうことがあるためஅ念する例がみられる。3，ૹり
出し国とのௐなど行政の準備が間に合ってない。入管も࢝まったばかりの制度で，審査に時間を要し
ている。ૹり出し国も労働者の保護やѱ質ϒϩーΧーのഉআを目的に݅を設定しているが，その݅
設定がまだっていない。ϕトナムに関しては，ϕトナムが明確な࢟を示していないので，まだ動い
ていないと聞いている。2020 年あたりになるのではないか。ϑィリϐンに関しては 11 月 29 日あたりに
政のΨイドラインが出た。2020 年のय़ぐらいから，とくに介護に関しては，かなり多くの人たちが日
本の施設などで働き࢝めるだろう。
　外国人における特定技能のϝリットとしては，18 験がແくても学Ґがແܦ以上で試験に合格すればࡀ
くても，日本で働くことができる。デϝリットとしては，特定技能 1߸は就労期間 5年という上限があり，
家のଳ同は不可。また，就労資格としてΧウントされないため，Ӭॅ許可の要݅はຬたさない。企業
ଆにおいてのϝリットとしては，人材不足解ফの在留資格のため，Ұ定の資料さえ提出すれば，技術・
人文知識・国際業務で必要となる採用理由書など，提出Ұཡリストにない加書類の提出が不要。デϝリッ
トとしては，最初の在留資格申請で提出する書類が多い。ޏ用する企業の審査がݫしく設定されている
などがڍげられる。

2ɽ�登録支援機関をར用した場合。ビザ取得のための手数料などൃ生する費用は，学生がうのか，受け
入れ企業がうのかを知りたい。

̖ɽ�企業様がෛ担というܗ。登録支援機関の業務は，もともとは受け入れ機関や企業が，外国人をޏ用
したら支援するというもの。登録支援機関に企業がҕୗするという制度になっているので，ݸ人の
ෛ担ではなく，企業ෛ担となる。

2ɽ�製菓製パンの就労ビザは，まだ日本でおりないと思うけれど，特定技能ビザでパンさんで働くのは
可能か。

̖ɽパティシエなど，まだ不可。今のところ事例がない。

2ɽ変更ではなく，特定技能ビザの試験を受けて合格した人の人数はどのくらい。
̖ɽ正確にはわからない。
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留学生就職指導教員対策講座　企業の期待する外国人材とは

技術・人文知識・国際業務による外国人材の受入れ

Ұ　氏　会ࣾグϩーバルパワー　ද取క役　竹内ࣜג

　現在の日本は，生࢈年ྸ人ޱがݮって，有効求人ഒは上がって，出生はどんどん下がっていって
いる。人手不足で企業からご૬談されたときに，まず，外国੶の方を採用するϝリットがࡾつあるとΞ
ドバイスしてほしい。ͻとつは人手不足の解ফ，もうͻとつはグϩーバル化が進められる，最後にμイバー
シティをਪ進できる。グϩーバル化でいうと，今の日本の企業と10数年前の企業の考え方は変わっていて，
ւ外との取Ҿも増えているしւ外との関性もあ;れてきているので，グϩーバル化（言語対応）とい
うところで，企業としては採用のϝリットがあるのではないかと思っている。インバウンドもどんどん
৳ͼていて，10 年で ��� ഒ。その分業務も増えていて，これはすごいࢢ場だと言える。グϩーバル化を
ਪ進していくためにも，外国੶の人の言語能力もしくはグϩーバルな感֮は必要かなと思う。そしてμ
イバーシティ。企業はよく，多様性を受け入れることだというが，強いチーム࡞ることがμイバーシティ
のҰ൪大きな目的だと思う。強いチームを࡞るうえで，ϝリットとしては外国人のいろんな視点を得る
ことができるということ。ポイントとしてはଚ重しあうということがΩーワードである。
　日本の企業は残念ながら，μイバーシティをਪ進したいわけでも，グϩーバル化をさらにਪ進したい
わけでもないのが事実。企業が重視しているのは，日本語力がѹ的。これ以外ほとんどないと思って
もらってもいい。企業が求めていることは日本語能力と，ίミュχケーション能力。日本語でίミュχ
ケーションできる人。簡単に言うと，̽ 1が欲しいだけ。これは，外国人ޏ用ٞڠ会や，みなさんと
Ұॹに日本の企業の意識を変えていきたいと思う。続いて，意。意というのはイίールࢤ望動機。
どの会ࣾにも同じϨジϝや同じエントリーを出していては受からない。あなたがいいんだと言われるよ
うなところを考えなさいと，留学生の方々にはえてもらいたい。本当にその企業を受けたいのであれば，
意，ࢤ望動機を何度も確認して指導することが重要である。最後に，専門性。もしくは言語力。この
企業が重視しているࡾつをαポートすることで，かなり確が上がると思う。
　在留資格は，いま全部で 29 種類。その中の技術・人文知識・国際業務（以下技人国）について。許可
別にみると，中国，タイ，ؖ国，ϕトナム，ωパールが増加している。業種別では製造業，ίンϐュー
タ関連，飲食，教ҭ，ϗテルཱྀؗがトップ 5。留学生にҰ൪人気の業（қ）は全વ৳ͼていない。求
人が増えていないと考えられる。留学生はࣾへ行きたい，ϝーΧーへ行きたい。上場会ࣾ行きたい
というが，それは人気が高くて，日本語能力が高い人ୡが希望する職種なので，よっΆどの人たちじΌ
ないと難しいという話をしてもらいたい。そこに行きたいのなら，企業がҰ൪重視している日本語能力
をあげなくてはならないということを話してあげなければならない。この，希望݅をいかにௐして
いくかというのは重要である。就職活動前に，いかに希望を現実的なものにできるのかというのが，就
職αポートをするみなさんの，ͻとりͻとりに対するαービスだと思う。日本企業が日本語能力をどれ
くらい重要視しているか。この真実を最初から୭もちΌんと教えてくれないから，ؤுれない。現実を
えてほしい。
　技人国について。学術上のૉཆをഎܠとするҰ定ਫ準以上の専門的技術または知識を必要とする活動，
または外国の文化にج൫を有する思考もしくは感受性にجづくҰ定ਫ準以上の専門的能力を必要とする
活動でなければならない。技人国を深く理解し，その業務が本当に技人国を見ۃめていく必要がある。
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学術的知識，座学とか学問として体ܥ的に学んだことを生かす仕事かどうかというのが，技人国がとれ
るポイント。要は，体を動かす仕事は，座学でにつけた技術知識ではない。ポイントは，座学で学ん
だことをう仕事なのかどうか。専門学校がૌえられるポイントはたくさんあると思う。特にビジωスܥ。
就職を上げるなら，これは学術的だと技人国として認められる座学のクラスを設けるのもいいかと思
われる。また，専門学校生は，通༁༁の専門学校で学んだ留学生以外は，技人国で通༁༁にチΣッ
クはできない。企業ଆがわかっていないことも多いので，入管の取次ができるސ問行政書士がいること
が望ましい。
　日本語能力の次に，スΩルとして̧̥できるのはܦ験。日ܥ企業での就業ܦ験，国での業務ܦ験が
あるかないかというのは必ず確認している。国や日本で同業界のインターンシップやΞルバイトܦ験
があるとまた内定につながりやすい。また，国の大学や大学Ӄ，専門学校での専߈，どういうことを
学んでいたかをώΞリングすることは重要。続いて̤̖スΩル。これは必要だと思う。エクセルのスΩル，
7-00,6P　ϐポッド，マクϩ7#"。このあたりがわかるϨϕルだと，े 分に̧̥できるポイントになっ
てくる。あとセールスϑΥースとかイラストϨータ，ϑΥトショップとかこのあたりの用ܦ験も有る
ແしを確認して足してあげるだけで，ポイントΞップにつながる。
　最後に人間力。日本の企業がきなΩーワード。ྱّ正しく，時間कって，感ँ，時間をकるという
のは̧̥ポイントになる。ࢲはઈ対に時間をकる外国人ですというのを̧̥できると企業のҹ象全વ違
う。ここはみんな̧̥ポイントとして書かないので，Ұ度もࠁしたことがないと書くと大きかったり
する。感ँの気持ちも，外国人は日本人とൺべていと日本の企業はภ見を持っている。なので，感ँ
の心を持って，専門学校の先生のօさんに教わったことを忘れずに，ࣾޚで活༂したいと言えるとまた
違う。前むき，সإ，言動Ұக，ここも大きい。言動Ұகっていうのは外国人がうと，パンチがある
言༿。ࢲは，はいと言ったことはઈ対にやる人間です。言動Ұகを心がけているというような̧̥がで
きると大きかったりする。あと，実さ。このようなところ̧̥としてえるといいと思う。
　いずれにしても，技人国をよく理解してほしい。あとはスΩルと日本語能力をあげる指導をし，希望
݅をいかにௐしていくかが求められていると思う。
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留学生への就労支援　グループディスΧッション

「課題：異文化理解と就職推進」

̩̘̖౦ژ事務ॴற日ද　　٢ଜ　ষ　氏
2020 年 1 月 27 日　13ɿ30 ～ 17ɿ00

■講座の目的について
　他校の課題に触れることで多くの事例を共有する。また，自
校との共通点や૬違点を考え，他校の事例を知り，解決のώン
トを学Ϳ。そのためのワークが 3つ。まず，ワークの進め方。

●ステップ 1：約束事，基本ルールについて
　他ϝンバーのൃ言を൱定しない。もし൱定しなければなら
ない状況があれば必ずҊをड़べる。ൃ言は 2分以内にまと
める。他ϝンバーのൃ言はϝϞを取る。

●ステップ 2：効果的な質問のテクニックについて
ଇとしてݪ　 5͆ 1̷の質問はࢭې。質問には 3つのܕがある。確認ࡾ，ܕ択ܕ 	 Ծ説ܕ 
5）ܕׅ֓，
͆ は，何々についてどうお考えですか。それはなͥですか，どうしてですかなど。確認ܕׅ֓。（1̷
はこう考えています，こうかもしれまࢲ，はܕはハイかイイエでえられる質問のパターン。Ծ説ܕ
せん，̖̗ $どの考えにҰ൪ۙいですかなど。質問の方向性を示し，その質問を意識させ，考えを深
ງする。そうするとٞがスムーζになっていく。

●ステップ 3：主張のテクニックについて
　݁からえるのがҰ൪重要なポイント。「݁から言いますと」というϑϨーζをޱบにしてう。
次に݁を導き出したポイントを 3つに絞る。状況とかഎܠとか理由とか。「ポイントは 3つあります」
という言༿もश׳づけするとよい。ワークを࢝める前にまず，グループで役割分担を決める。リーμー，
タイムΩーパー，ه録。交制でやる。

ϫʔΫ 1
　自ݾ介。学校名担当業務は簡潔に。プラスࢲのܦ験をҰ言。関わってきた留学生の中でҹ象に残っ
ている留学生について，エϐιードなどを 2分程度で話す。

ϫʔΫ 2
　テーマはࢲたちの現場。
　就職指導の現状と課題について。これまでの取り組みや課
題について可能なൣғで話をする。ൃ言はͻとり 2 分以内。
ൃදが終わったら 5分間自由に意見交換をする時間を設ける。

ϫʔΫ 3
　ٞを۷り下げൃදに向けてϗワイトϘードにまとめる。
共通課題についてまとめる。またそれͧれの学校の事情，ま
だ面していない課題など，共通点と૬違点を仕分けしなが
ら考えていく。出ޱのない課題も出てくると思うが，いま解
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決できなくても，それらをあͿりだして理することが重要
である。各グループのൃදは 3 分程度，くても 5 分以内。
その後ίϝンテーター役の人が，質問や感想などをड़べる。

ʲ%άϧʔϓのൃදʳ
　݁から言うと，共通課題としてまず日本語でしっかりί
ミュχケーション取れるようにするというのが重要であると
出た。そのためには日本の文化や就職までの流れを知らなけ
ればいけない，日本学校から専門学校へ来る留学生の教ҭが
Ұ回れるのが課題ではないか。日本語学校と専門学校が連携したらスムーζではないかという意見
があった。૬違点については，スタッϑに違いがある。手ްいところは国ωイティϒの講師がいて，
日ごろの悩み૬談ができるڥがある。スタッϑの体制・力ྔにばらつきがあると感じた。

■コメンテーターからの発言・感想
　日本語学校との連携で，Ӧ業活動はしているが中に౿み込めてないというのが気付きだった。ど
こまで取り入れられるかわからないが学ͼは多かった。

ʲ"άϧʔϓのൃදʳ
　共通課題，日本語能力がい。対策は，日本人の༑ୡを࡞るなどして日本語を話す機会を増やす。
૬違点，就職活動に対するϑΥϩーの仕方。就活のϐークの時期やビザの申請など分野が違うので様々
だった。ݸ別面談や外部から先生をটいてΩϟリΞデザインをするなど対策としては各校いろいろ取
り組みをしている。また保護者への対応として，国語えるようなスタッϑがいるのが理想。まと
めとして，生活面のαポートというج൫があってこその就職支援ではないか。就職活動生活支援αポー
トは୭かͻとりがやるのではなく，校内のスタッϑ，難しいところがあれば外部の力もआりながらα
ポートをしていくことが留学生のせにつながるのではないかという話になった。

■コメンテーターからの発言・意見
　国語が話せるスタッϑを持っている学校ってどのくらいあるのだろうか。生活面のαポートが大
事なのはとてもよくわかる。զ々も具体的に考えていけたらと思う。
　実際国語担当者がいる学校からのൃ言ɿϝリットとして，出席がѱくなった人の自๚問，学
校での学生૬談などで活༂してくれている。ほかに留学生との面談。χュΞンスが違うので，える
ときに入ってもらうとえやすい。

ʲ#άϧʔϓのൃදʳ
　学生目ઢにたった就職指導というのが，ࢲたちの݁。共通課題としてはビザの変更，卒業後のؼ
国指導，日本語能力不足というところが出てきた。在留資格の変更に関しては企業とのίミュχケー
ションをとっている，日本語力の不足については̽ 1合格まで์課後に対策をとっているという話が
出てきた。૬違点の課題は 2点。求人開と就職支援体制。求人対策ではインターンシップの֦大と
いうところで，ミスマッチをぐという意味でも活用したらどうかという意見が出た。
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■コメンテーターからの発言・質問
　インターンシップはほぼみなさんいってらっしΌいますか。
回ɿ学校によって違って，学生目ઢに立った就職指導という点で，学生の不安のܰݮとか，就職の
スΩルにつながるところはあるという考えで出た。企業としてのϝリットもあり，就労機会の֦大に
つながると思っている。
　インターンシップ実施校からのൃ言ɿ全員必修 3週間ほど企業研修を行っている。企業研修から実
際就職につながるケースは少ない。とくに留学生に関しては，まだまだ特定技能が周知されておらず，
をかけられないのが現状。
　1年にやるインターンシップは留学生はあまりとらない。なͥなら，お٬様を૬手する分野が多くて，
ίミュχケーションがとれないという認識が企業に強い。
インターンシップではないが，ϗテル関の学科なので，最初からϗテルでΞルバイトするようを
かけている。とくに最ۙはリκートでのΞルバイトが人気である。
　インターンについて。Ұ൪理想的なܗは企業ଆが人材の見ۃめができ，それから学校ଆもインター
ンシップ制度があるからそこの学校に入学するという流れを࡞るのがҰ൪。簡単じΌないと思うが。
動き࢝めることが重要である。

ʲ$άϧʔϓのൃදʳ
　職員Ұؙとなって学生ϑΝーストの学校を࡞る。学生ϑΝーストは，学生が望んでいるΩϟリΞや
ক来について，職員がҰ体となれるようになったらと言う思い。ࢲたちで何とかなることと，どうに
もならないことがあるが，そもそも学生がもっている日本語能力のࠩにࠨӈされている。日本語強化
にあたっては，やる気をҾき出すために，日本語Ϩϕル，どこまでやればいいのかを示してあげるこ
とが重要ではないか。ϑΥϩーする職員に問題もあり，学校の支援力の対策については時間れで終
わったが，職員全体でやる気を持って支援したいというまとめとなった。

■コメンテーターの発言と意見
　本人のϞチϕーションをあげる，ҡ持をするために，どのような取り組みがあればϞチϕーション
ҡ持できるというٞはあったか。また，来日目的はあるはずなのに，日本に来てから目ඪ設定をし
ないとϞチϕーションҡ持できないということに関してٞはあったか。
回ɿそこはٞ深めていないが，たとえば単科で専門分野の学校は，それをやりたくてやってきた
という話は出ていた。
たちで何とかできる問題もࢲ　 3つあると思う。ࢲができること。間でできること，学校単Ґで取
り組まないとできないこと。ࢲが何をすべきか，チームで何をすべきか。そうやってり分けて考え
ていくのが重要かなと思う。ワークの手法について学校に持ちؼって活用してみてほしい。
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Ⅱ　アンケート集計結果〈今回の講座について〉

■とても満足した 12名（19％）
■満足した 27名（43％）
■普通 19名（30％）
■あまり満足できなかった 4名（6％）
■全く満足できなかった 1名（2％）

■とても満足した 18名（29％）
■満足した 35名（55％）
■普通 9名（14％）
■あまり満足できなかった 1名（2％）
■全く満足できなかった 0

■とても満足した 8名（23％）
■満足した 13名（37％）
■普通 11名（31％）
■あまり満足できなかった 3名（9％）
■全く満足できなかった 0

■とても満足した 13名（37％）
■満足した 14名（40％）
■普通 7名（20％）
■あまり満足できなかった 1名（3％）
■全く満足できなかった 0

■とても満足した 9名（48％）
■満足した 9名（47％）
■普通 1名（5％）
■あまり満足できなかった 0
■全く満足できなかった 0

第１回
Ⅰ－１「卒業後の進路に関する在留資格について」

Ⅰ－２「あらたな就労制度（特定技能）について」

第２回
Ⅱ－１「特定技能による外国人材の受け入れ」

Ⅱ－２「技術・人文知識・国際業務による外国人材の受け入れ」

第３回
Ⅲ－１「グループディスカッション：異文化理解と就職指導」

2%
（1名）

43%
（27名）

6%
（4名） 19%

（12名）

30%
（19名）

2%
（1名）

55%
（35名）

29%
（18名）

14%
（9名）

23%
（8名）

9%
（3名）

31%
（11名）

37%
（13名）

3%
（1名）

40%
（14名）

20%
（7名） 37%

（13名）

5%
（1名）

48%
（9名）47%

（9名）
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〈講座の開催時期について〉
希望開催時期
　5月中旬・下旬 /5 ～ 6 月 /6 月初旬・中旬 /8 月初旬・下旬 /
　9月 /9 月初旬 /9 ～ 10 月 /10 月 /10 月初旬 /10 月～ 11 月 /11 月

〈内容・理由・感想など〉
第 1回
▷まだまだ知識不足の新井先生には最新の正確な情報を提供して頂けた。
▷ため詳しくお話を聞けて良かったです。
▷知っていることが 6～ 7割だったのでもう少し高度な（？）お話が聞きたいと思います。
　忘れていたり思い出したりしながらお聞きした事も多かったです。
▷Ⅰ -1 について，既に知っていた情報ばかりで新しい情報は得ませんでした。
Ⅰ -2 について，お話がはっきりしていて分かりやすく感じました。
▷特定技能についてあまり知らなかったのでためになりました。
▷特定技能についての説明が多く，技術・人文知識・国際業務（以下技人国）の在留資格についての説
明が少なかった。

不許可事例，申請時の注意点などをもっと詳しく伺いたかった。
▷この時期の講座であれば，具体的な例ごとの技人国の方が望ましいと感じました。
▷以前入管から同じ内容の説明を受けましたが，本日は簡潔で分かりやすかったです。大変参考になり
ました。

▷何度かこのような講座を開いて頂きたいです。
▷桑田先生のお話には新しく知られた知識があって良かったです。登録支援機関としての事例や苦労な
どを話して頂けると良かったです。

▷この講座に参加する前からある程度の情報を持っていますが，今日先生方の内容を通して更に色々な
情報を知ることができて本当に助かりました。今後も新しい情報などを期待しています。

▷技人国ビザが難しい学生に対して特定技能ビザの選択肢をあげたいと思っており，お話が参考になり
ました。また「出国準備期間」についての説明もありがとうございました。

▷理解を深めることができました。
▷特定技能について勉強になりました。
▷制度の目的から分かりやすく説明して頂けたのでよく理解できました。
▷どのような学科を設ければどのような職に就けるか詳しく聞きたかった。特定技能の話が多いと感じ
た。

▷分かりやすい内容ありがとうございました。
▷恥ずかしながら今回初めて参加させて頂きました。前半については，毎年お話しされていても略さず
お話し頂きたかったです。

▷全体を通して非常に分かりやすかったです。
▷よく分かりました。
▷ここ数年留学生がいなかったため特定技能について触れる機会が少なく，企業の人事担当と話す程度
しかなかった。準備をしていきたいと思います。

▷Ⅰ -2 について，宿泊・外食に特化された説明で分かりやすかったです。
▷不許可の場合の対応につき出国準備期間としての 30 日と 31 日の違いが大変勉強になりました。

早い 0

適切 97

遅い 17

その他 1
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▷大変有意義な研修だった。
▷Ⅰ -1 について，例年参加している人を対象とした内容のように言いながら深い内容とは思えず。
▷勉強になりました。
▷Ⅰ -1 について，特に新しいと思う情報はなかった。話が前後したりして分かりにくい。
Ⅰ -2 について，資料が見えづらい。ポイントになる内容で役に立った。最新の重要情報がわかったので
良かった。

▷新井先生の特定技能の説明について，とても良く理解できた。
▷データが示す現実，学生の理解，指導の難しさ，この施策はどこへ進むのか？
▷どちらの説明も分かりやすかったです。登録支援機関について知らなかったので，今日知ることがで
きて良かったです。

第 2回
▷本日の内容を教員全体に共有していきたいと思います。
▷Ⅱ -2 について，とても興味深く感じました。企業の視点，技人国についてもっと伺いたいと思いました。
▷技人国と日本語能力の重要性がとても良く理解できました。
▷特定技能については知識がなく情報収集のために参加。貴重な情報を得ることができた。技人国と特
定技能は同じ分野もあるが，その仕事内容は大きく違うと思う。特定技能の具体例を今後教えてもら
えると有り難い。

▷もう少し詳しい内容が知りたかった。例えば業種別の求人状況など。
▷行政主体では見えない実情を分かりやすくご説明頂きました。
▷実際に就職指導する上でのポイントを伺えて勉強になりました。
▷Ⅱ -1 について，パティシエ・パンについて，特定技能飲食料品製造は製造小売りが対象になっている
ので，難度は高いですが可能なはずです。情報が曖昧で実績を知りたい。

▷Ⅱ -2 について，技人国は専門学校で学んだ内容で審査されるので，食・美容等の分野では難しい。専
門学校対象のセミナーとしてはミスマッチではないでしょうか？大学向けの内容・企業様と思います。

▷もう少し具体的な企業名（業界など）の説明が含まれていると有り難かったと思いますが，外国人材
に限らず日本人学生の就活にもつながる内容でもあり助かりました。

▷Ⅱ -1 について，良い内容だったが，短いしほぼ資料を読むだけで終わって残念でした。
　Ⅱ -2 について，現実的な話が聞けてとても良い時間でした。
▷就職指導のポイントのお話がとても参考になりました。
▷どちらの内容もある程度知っていたりこういった研修会で聞いていたので理解はできたと思います。
ただ，スライドの字が小さかったり下の部分は前の人で見えなかったりしたので，できれば手元資料
が欲しかったです。

▷資料のプリントが手元にあると良かった。Ninja，時々拝見しています。
▷竹内さんの資料がもっとあると良かった。席が後ろの方だったので写真がうまく撮れず資料として残
すことができなかったので。

▷現状の見解を伺い参考になりました。また特定技能について情報が増えてきたら再度開催して頂きた
いと思います。

▷先週のように PowerPoint の説明資料があると良かった。
▷特に竹内氏のお話がインパクトありました。留学生への就職支援のみならず，日本人学生への支援に
もつながると思いました（就職支援のポイント 3点について）。

▷Ⅱ -2 の資料がなかったので残念でした。
▷分野に絞った内容での講座になるともっと深いところまで学べると思う。
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▷大変勉強になりました。
▷試験合格者は多いが特定技能ビザの取得数が少ない理由を知りたい。
▷制度がしっかり明確に安定して走り出す必要があります。

第 3回
▷とても良かったです。
▷多くの情報共有が出来ました。
▷ワークショップの手法など学べて有意義でした。
▷他校の現状など知れて面白かったです。
▷ワークの手法について知ることが出来ました。
▷各学校の実態を知ることが出来，参考になった。
▷どの学校でも就職に関しては苦労が多い事が分かりました。
▷様々な学校の意見が聞けたので，とても貴重な時間でした。
▷他校との課題や考えが共有でき，大変有意義な時間でした。
▷他校の学校と情報共有が出来，自校で活用していきたいと思います。
▷学校によって就職活動の仕方などが違い，課題もあって勉強になりました。
▷自校の中だけでは見えない留学生の課題や解決方法が分かって視野が広がった。
▷事例共有であればもう少し時間が欲しかったです。就職ノウハウがある学校さんとのワークをしたかっ
たです。

▷他校さんの状況を聞く機会は他にないため勉強になりました。また学校同士の連携の必要性を強く感
じました。

▷他分野校との意見交換の時間がもう少し多ければ良かったと思いましたが，WSの手法を学べたことは
今後の仕事に有効に感じます。

▷自校だけでなく他のグループの学校と意見を出し合うことで新たな気付きを得ることが出来ました。
自校でも取り組んでいきたいと思います。

▷他校での就職を伺うことが出来，大変勉強になりました。共通の課題であったり各校での課題であっ
たり，考えることが多いセミナーでした。

▷他校の先生方と問題意識を共有できたのは非常に良かった。通常の雑談も意識，やり方でワークショッ
プにできそうだと分かったので実践したい。

▷他校の先生方と情報共有，意見交換が出来てとても有意義な時間でした。「質問の仕方」が難しかった
です。日々意識して実践する必要があると思いました。とても参考になりました。

▷日本語学校との連携の仕方など。
▷就労ビザのもっと突っ込んだ申請等の話。
▷日本語学校と専門学校の連携を取り計らって欲しい。
▷日本語学校，専門学校，企業の連携が取れる機会があると良いです。
▷今回のようなワークショップで，他校のお話を伺えるのは大変貴重な機会です。
▷他校の担当者，日本語学校の担当者と話す機会があると良いと思いました。
▷事例を出し合ってどんな解決策があるのか考える機会は今後も欲しいと感じました。
▷ワークショップとして日本語学校と専門学校との学生指導勉強会があると良いと思いました。
▷特定技能について詳しい内容が知りたい（問題点含む）。入管での就労ビザ，特定活動についての内容。
▷学生と企業とのマッチングの機会を増やして欲しいです。また，企業と学校職員との交流会を実施し
てください。
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特定技能について
▷特定技能試験を受験させて合格したのは良いものの希望分野の受け入れ先（就職先）がなく現状ストッ
プ状態。技人国は大卒以上という認識が強かったが，専門卒で問題はないか？就職はできるか？（座
学授業はあり国家資格（製菓衛生師）取得可能）

▷特定技能ビザを持っている外国人が同じ職場で働いてる人より良い待遇を受けているように感じると
いう話を聞きますが，どのような待遇でしょうか？

▷技能測定試験の実施が業界によってバラバラなので，日程などを取りまとめてお知らせ頂けるシステ
ムがあれば学生指導にあたり非常に助かると思います。

▷留学ビザから特定技能ビザに変更するための理想的なスケジュールパターンを知りたい。
▷試験申し込みがすぐに終了してしまうので，もっと申し込み方法を工夫できないでしょうか？外食業
での許可数が少ないため企業選択が難しいです。申請書類が多すぎるため費用も多額で，企業がなか
なか採用してくれません。もっと簡単になりませんか？

▷専門生の留学生が就労できない時の保険として特定技能を受ける場合のタイミング，問合せ先を知り
たい。

▷介護福祉士不合格者が特定技能となるのは本決まりでしょうか。
▷とにかく制度が曖昧で，今後の事を考えるとあまり薦められないです。
▷特定技能を学生へ周知する方法に悩んでいる。制度を留学生に解説する動画（多言語対応）があると
良い。

▷若干ながら卒業年次の学生を中心に試験を受ける学生が出ています。国内で申請を行う際の審査機関
はどの程度必要でしょうか。

▷特定技能の試験日程を教えて欲しいと思っています。在留資格変更の手続きについて申請をしてから
許可が下りるまでの期間が知りたい。

─ 45 ─



2019 12 4

─ 46 ─



─ 47 ─



─ 48 ─



─ 49 ─



─ 50 ─



─ 51 ─



２‒３　成果報告会

Ⅰ　実施の概要

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɹʦ࣮ࢪ時なΒͼにձʧ

ྩೋ年2月12日（ਫ）13ɿ30～16ɿ30
会場ɿΞルΧディΞࢢϲ୩ࢲ学会ؗ（ઍ田۠ஈ�2-25）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɹʦٛߨςʔϚなΒͼにࢣߨʧ

「新たな外国人材の受け入れٴͼ共生ࣾ会現実に向けた取組」
� 出入国在留管理ி在留管理支援部在留管理課ௐ　ҏ౻　७࢙

　　「外国人材への期待と課題」
� ౦ژ工会ٞॴ࢈業政策ୈೋ部　෭部　ਿ࡚　༑ଇ

　　「宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて」
� 国交通ল　ޫ؍ி࢈ޫ؍業課ޫ؍人材政策ࣨ　課ิࠤ　日下部　উ広

　　「外国人材ҭと高等教ҭ機関の役割」
Ұൠࣾஂ法人外国人留学生高等教ҭڠ会෭ද理事
ެӹࣾஂ法人౦ژ専修学校各種学校ڠ会෭会

౦ژにおけるグϩーバル化対応ਪ進支援事業実行ҕ員　Ԭ本　ൺ࿊ࢤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɹʦࢀՃऀʧ

参加者ɿ136名
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開会あいさつ

ެӹࣾஂ法人౦ژ専修学校各種学校ڠ会
会　ࢁ中　߂�

文部科学省 2019 年度「専修学校グローバル化対応推進支援事業」
成果報告会「留学生受入れと外国人材の活用」に寄せて

　今まで留学生の日本語学校からの進学先は，主として大学が多かったが，ここ最ۙにࢸってはむしろ専
門学校の進学のほうが増加している。このことは，やはり専門職の技能をに付けたいというχーζが年々
高まっているということのදれかと考えている。
　現在，いろいろな資格試験に携わる専門学校が非常に多い中，国内における資格が 1000 業種をえ，
実際は 2000 種類とも言われているが，国家試験のある資格が 20� 種類，そのうち業務ಠ資格が 106 種
類を数える。その中で，実技試験をやっている資格が 2� 種類，受験資格に各লிの指定ཆ施設を卒業と
するものが 29 種類あり，その大半が専門学校だ。
　留学生を受入れるଆのわれわれ専門学校としては，受入れる体制という入ޱをもっと備してݫ格にや
るということも大だが，就労という出ޱもしっかり確保しない限り，留学生の初期の目的はୡできない
と考えている。日本に留学する学生たちは，日本でҰ定の期間就労して，実務ܦ験をܦて国にؼるとい
うケースが非常に多く，出ޱもしっかり確保しない限り，留学生の初期の目的はୡできない。そういう
意味において，就労についての可能性をどう開いていくかが，今後の留学生の確保にもつながっていくの
ではないだろうか。
　就労については，人手不足の業種と人材不足の業種がࠞ同されているが，われわれの分野はむしろ人材
不足に対応する専門人材のҭだ。今，ࣾ会では人手不足の分野が注目されているものの，日本の生࢈性
向上，または国際ࣾ会にݙߩできる度合いの高いのは専門職人材である。今日の講ԋを突ഁޱに，われわ
れ専門学校としてはどう対応していったらいいかということを最新の情報，または最新の政の政策等を
見ながら考えていきたい。
　また，今日この場におӽしいただいている，工会ٞॴでも専
門人材の受入れについて，いろいろな方面でӡ動をల開しておら
れる。留学生の就労等について，意見交換を活ൃにし，その中で様々
な意見をまたお聞きしたいと思っている。
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「新たな外国人材の受入及び共生社会実現に向けた取組」

出入国在留管理ி在留管理支援部在留管理課ௐ　ҏ౻　७࢙

在留外国人数の現状
　在留外国人数のਪҠは，ࡢ年上半期で 283 ສ人。年々，在留者数は増加向にあり，তの終わりと
ൺべると̏ഒ以上となっている。ίンビχなどの回りで外国人とする機会というのも実感として増
えているのではないか。入管法にن定されている在留資格はおよそ 30 程度あるが，分・Ґにجづい
て在留できる在留資格があれば，活動内容にண目して༩えられる在留資格もあり，ݪଇとして就労が認
められている在留資格と，ݪଇとしては就労が認められない在留資格というܗでزつかパターンに分け
ることができる。
　留学生が就労するに当たって最もҰൠ的な在留資格といえば技術・人文知識・国際業務になるが，特
定技能というのはそれらの在留資格，いわΏる技人国にଐするΧテΰリーと同様に，就労を目的として
正面から労働者として受け入れる在留資格として新たに設けられたものである。
　現在，日本にいる外国人を在留資格別に見ると，Ӭॅ者がҰ൪多い。これは，就労しに日本に来られ
た後，あるいはۮ者として日本に来られた後，最終的にӬॅ者になることが多いからである。̎൪目
に多い技能実श，̏൪目の留学，このあたりがۙ年非常に数が増えている在留資格になっている。国੶・
Ҭ別でいうと，中国，ؖ国というあたりは以前から多い国੶だが，とりわけ̏൪目にҐஔするϕトナ
ムについては，ۙ年非常にٸ増している。これは技能実शや留学も含めて非常に増えている国੶である。
それから，ϑィリϐン，ϒラジルと次いでωパールについても現在̒൪目にҐஔしている。ωパールに
ついては，とりわけ留学生が非常に増えており，全体の国੶別の中でも今やΞϝリΧ，あるいはよ
りも数が多くなっている。外国人の労働者というりޱで見た在留外国人の数は，ް生労働লよりྩ
元年で 166 ສ人という数字が出ていて，աڈ最高を更新し続けているという状況だ。
　特定技能という在留資格がࡢ年̐月に施行されたഎܠには，やはり深ࠁな人手不足に対応するためと
いうҰ൪の目的があったわけだが，意外と技人国などを中心に就労目的の方というのは，けっして全体
の中にめる割合としては多くない。日本の外国人労働者の割合として高いのは，留学生や技能実शな
ど分にجづいて在留している方によるΞルバイトやパートタイム労働で，在留資格的には正面から就
労目的で来られた方という割合がҰ部に留まっていた。今回，特定技能という新たな就労資格としてҐ
ஔ付けたため，この割合についても少しずつ変化が生じてくるのではないかと考えている。

特定技能の概要について
　出入国在留管理ிにおける外国人の受入れのج本的な考え方は，非常に高い知識であったり，技能で
あったり，ܦ験であったりというものを持っている外国人についてはੵۃ的に受け入れていくというも
の。Ұ方，そうではない外国人については，やはり日本人労働者
に༩えるӨڹがあったり，あるいはҩྍ，教ҭなどのࣾ会的なί
ストがあるということで，そこは৻重にಓを開いていこうという
のが，これまでのスタンスだ。その上で，今回の特定技能につい
ても，Ұ部の報ಓでは単७労働者の解ېではないかといわれたり
することもあるが，われわれの理としては決してそうではなく，
あくまでも専門的・技術的分野の外国人のΧテΰリーのҰつとҐ
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ஔ付けていて，Ұ定の試験であったり，ܦ験であったりというものをもって在留資格を༩えられるかど
うかをஅするということになっている。これまで，専門的・技術的分野の外国人においては大卒，あ
るいは専門学校であれば専門士ということでઢをҾいていたが，そうではないج準を持ってஅするこ
とができるようになり，就労資格を༩えられるようになった。そういう意味では，この専門的・技術的
分野の外国人のΧテΰリーが少し広がったという意義はある。
　それでは，特定技能の֓要について，さらに話を進めていく。まず在留資格についてだが，ࡉかく分
けると特定技能̍߸と特定技能̎߸という̎種類の在留資格が設けられている。ただし，特定技能̎߸
については実際のところまだスタートしておらず，今現在で受け入れが進んでいるのは特定技能̍߸で
あることをはじめに申し上げておく。
　特定技能̍߸の在留資格を得るためには大きく分けて̎つのルートがあり，われわれは技能実शルー
ト，それから試験ルートとݺんでいる。技能実शルートについては，技能実शを日本で̏年間，ܦ験を
された方が対象。これは良に技能をश得された方という前提にはなるが，̏年間，技能実शをやって
いただけると特定技能̍߸に試験ແしでҠ行することが可能となっている。技能実शの関ない方，例
えば留学生もそうだが，そういう方については特定技能̍߸を得るためにҰ定の試験を受けていただく
必要があるということになっている。
　特定技能̍߸の対象分野については，介護から外食業にࢸるまで 1� 分野が法ྩでن定をされ，各 1�
分野ともに受入れを進めつつあるという状況。特定技能̎߸の対象分野については，ݐ設，造ધ・ഫ用
工業の̎分野だけが現時点では対象として法ྩにن定されているが，̍߸と同じように試験をもって
அをするということになっていて，その試験が設されていないということもあり，実際の受入れはま
だ࢝まっていない。ただ，ӡ用面については，これまでの技人国などの在留資格と同じ立ちҐஔになっ
ているため，ै来とあまり変わらないものになっている。
　特定技能̍߸における̍回目の在留期間は̍年や̒ϱ月などで，これはܖ期間によってج本的には
அをするということになるが更新は可能だ。ただし，今まで受け入れることができていなかった技能
ਫ準の外国人の方を，少しを広げて受け入れるということにした関上，まずはҰ定の制が必要で
あろうということで，そのҰつとして在留期間が通ࢉで上限̑年までとなっている。それから，家の
ଳ同というのもج本的には認めないという点も特定̍߸の݅としている。
　この通ࢉでという意味だが，̑年間ܧ続して日本にずっといていただかないといけないというわけで
はない。これはقઅ的な労働の分野ということにはなるかもしれないが，仕事のある時期だけ日本で仕
事をして，ない時期は国にؼる。あるいはୈࡾ国に行って，また仕事がある時期にるということで
あれば，入管の方で在留期間をΧウントするので，それが通̑ࢉ年にୡするまで，在留することができ
るというܗになっている。つまり，半年在留して半年ؼ国ということを続ければ，足ֻけ 10 年ぐらい活
動することが可能ということになっている。
　また，特定技能̍߸では試験等により技能ਫ準や日本語能力ਫ準を確認するということになっている。
ただし，̏年間の技能実शにより技能実श̎߸を修了した外国人については，この試験等が໔আされる
ということになっている。さらに，特定技能̍߸のポイントとしては，受け入れる企業が特定技能の在
留資格に特化したાஔとして，支援というものを行っていただく必要がある。この支援でどういうもの
が求められるかということは後ほど説明することとする。
　特定技能̎߸のポイントとしては，̍回当たりは̏年なり̍年なりという更新はあるものの，ج本的
には上限というものはなく，技人国同様に，ܧ続して日本で活動することが可能な上，最終的にはӬॅ
許可を得ることもできるというಓが開かれている。
　日本語能力ਫ準については，こちらも技人国と同じようなܗで，日本語能力は問わないということに
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なっているが，技能ਫ準については申し上げたとおり，試験等で確認をするということになっている。
どの程度の試験Ϩϕルを設定するかということについては，まさに今，̎分野をॴ管する国交লでݕ౼
されているところである。それから，特定技能̎߸では家のଳ同について要݅をຬたせば可能となっ
ており，技人国などの在留資格と同様の考え方を取っている。また，特定技能̍߸で求められる支援は，
になっている。今まで認められていなかった部分の活動が特定技能̍߸で広ܗ本的に必要ないというج
がったことで，制度としてはいろいろな在留資格にまたがるようなܗで同じ業界で就職することになる
ため，少しෳ雑に受けࢭめられるڪれがあり，われわれとしてはஸೡに説明していかなければいけない
と思っている。
　例えば宿泊などについても，ج本的には今までϗテルで就職するということであれば，技人国という
在留資格ではϑϩント業務中心，事務職中心ということになっていた。今回，この特定技能̍߸のಓが
開けたことで，必ずしもそこに֘当しないような業務についても，ै事することができるようになった
ということで，外国人がै事する業務の෯が広がった。
　他にも，これは大学生についてだが，日本語能力で̣̍を持っている者には特定活動という在留資格
を༩え，業務にै事するということもできるようになっている。いろいろなܗで，同じ業界であっても，
在留資格がෳ雑にまたがっているので，ご不明な点があればԕྀなく，われわれの方にお問い合わせて
いただきたい。

分野別の運用方針
　分野別のӡ用方については，ج本的には分野のॴ管লிが定めている。つまり，分野ごとにどうい
う;うにӡ用していくかという企画立Ҋ的なことについては，われわれ出入国在留管理ிと分野ॴ管ল
ிがҰॹに取り組んでいる。さらに，ܯி，外務ল，それからް生労働ল労働関部ہの̏つが制度
関লிということで加わっており，そうした体制により企画，立Ҋ，制度ӡ用に当たるというܗになっ
ている。
　例えば，介護であれば̒ສ人というように，それͧれの分野ごとに受け入れの上限を定め，今後̑年間，
全国トータルでこの数をえないようにするという決まりもଘ在する。もちろん受入れが࢝まって，ま
だ上限の数にはಧいていないが，今後，̐年目，̑年目と続いていくにつれて，この数をえようかと
いうような事態になった場合は，その数をえないようௐをしながら，受入れをਤっていくというこ
とになっている。外国人の在留者数が 280 ສ人程度だが，この特定技能の 1� 分野の合計で最大 35 ສ人
ぐらいがそこに上せされる可能性があるというن感である。
　技能試験については，分野をॴ管するলிがج本的にはを持って，企画・実施するということに
なっている。日本語試験についてはج本的に౷Ұされていて，日本語能力試験の̣̐以上，あるいは今回，
国際交流ۚجが新しく本制度のӡ用の開࢝に合わせて設した国際交流ۚج日本語ૅجテストという試
験の合格をもってຬたしているとみなされる。そのため，技能実श生以外の留学生をはじめとする者に
ついては，こちらの技能試験，それから日本語試験をクリΞしないと，特定技能̍߸は得られないとい
うことになっている。
　さらに，日本語試験について申し上げると，介護だけは上せで「介護日本語ධՁ試験」というもの
を別్行っている。これはް生労働লが実施をしており，やはり対人αービスということで，プラスЋ
の日本語能力を求めているという考え方をもとにしている。
　ै事する業務については，介護であったりビルクリーχングであったりすると，体介護あるいはݐ
ங内部のਗ਼ということで，̍つの分野に̍つの業務というܗになっているが，ૉܗ材࢈業や࢈業機
ց製造業になるとزつかの۠分に分かれる。これを業務۠分とわれわれはݺんでいて，同じ分野の中で
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もまったく同じような能力をって仕事をするわけではないので，それͧれの業務۠分に応じた試験が
設けられている。あるいは技能実शについても，それͧれの業務۠分に関する技能実शを修了してい
なければならない。例えば，ૉܗ材࢈業分野で機ց加工という業務۠分で入った人材がృもやりたい
ということであれば，ృの試験を受けしてもらうということになる。
　この考え方は分野をまたがる場合も同じで，例えば外食業で受け入れられた人材が宿泊の会ࣾに入職
したいということであれば，宿泊の試験を受けてもらい，合格すればりସえることが可能となっている。
ただし，在留期間はリセットされるわけではないので，ෳ数の業務۠分，ෳ数の分野でै事したとしても，
通ࢉして̑年間ということに変わりはない。
　今回の制度におけるޏ用ܗ態については，受け入れる外国人に対する支援を的確に行うという؍点か
ら，採用されたその会ࣾのもとで働き，దな支援を受けるというのがݪଇであるべきだろうというこ
とで，ݪଇとしてܗݣ態は認めないというようになっている。ただし，業とړ業，この̎分野につ
いては，Ҭをえて，あるいはقઅが変わるとస職する，ҟ動するというχーζがۃめて高い分野だ
ということもあり，ݣ会ࣾにޏ用されて，ݣ先にݣされるというܗ態も認められるということに
なっている。このݣ会ࣾも業，あるいはړ業に関するような会ࣾ，そういう分野の取り組みをし
ている会ࣾでなければならないといった法ྩのن定も設けられ，ݸ別にݣ会ࣾとしてద当かどうかを
அされるものである。
　さらに，それͧれの分野ごとに上せ的な要݅もあり，ݐ設分野のように国交通লとわれわれで，
いわばμϒルチΣックするような分野もあれば，他にもࡉかい要݅がいくつか付いているような分野も
ある。
　それから，技能実शと特定技能の制度ൺֱについて，झࢫの違いを申し上げると，技能実शはあくま
でも技能をҠసするためにश得をしてもらうというトϨーχング的な制度であり，Ұ方，今回の特定技
能については，あくまでも正面から外国人を労働者として受入れるということである。
　స੶・స職については，ج本的に認められた能力を活かして仕事をする限りにおいては，日本人労働
者と同じようにస職というのは可能ということになっている。ࣾ会保険や੫ۚについても，ج本的には
日本人労働者と同じようにద用されるものである。

受入れ機関と登録支援機関
　今回のӡ用のスΩームを簡単に介すると，入管と外国人の間に企業や家といったޏ用ܖを行う
主体である受入れ機関がある。
　さらに，今回の制度の新しい仕組みが登録支援機関となる。先ほどより「支援」ということを܁りฦ
し申し上げてきたが，受入れ機関においては受け入れた外国人に対する支援を行っていただく必要があ
る。そうはいっても，中小企業であったり，あるいは家であったり，なかなか法ྩ上求められる支援
というもの全てはできないという場合もある。そうしたケースには，別్，われわれ出入国在留管理ி
に登録した登録支援機関（現在の登録数は 3000 を数える）にҕୗしてせることにより，いわばೋ人
。で受入れ機関と登録支援機関が外国人を受け入れるというようなやり方も可能になっている٭ࡾ
　それから，受入れ機関，登録支援機関については，いずれも法ྩ上の要݅がある。୭でも受入れられ
る༁ではなく，ޏ用ܖであったり，その機関自体がదかどうかというのはしっかり見ていくという
ことになっている。とりわけ，外国人の受入れにあたっての報ु額は，日本人と同等以上であることと
いうことのن定がある。ここは，われわれが立ূ資料なども含めて，しっかりと審査の中で見ていかな
ければいけない部分だと思っている。よく言われることではあるが，外国人をޏ用する制度ができたか
らといって安く労働力を確保できるかというと，必ずしもそうではないということだ。受入れ機関が登
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録支援機関にҕୗをするにあたっては，もちろんҕୗ料なども必要になる。報ु額についても，同じよ
うな仕事をされる日本人と同等以上のۚを支わなければならない。

必要な支援について
　次にお話しするのは，就労開࢝までの流れについて。ւ外から来日する外国人と，国内に在留したま
ま特定技能をに付ける外国人とは就労開࢝までの流れがところどころҟなる。̍つ例にとると，国内
に在留している外国人の内で留学生などは，技能試験，それから日本語試験に合格をしていただく必要
がある。その上で，採用活動については，ハϩーワークといった支援はあるものの，あくまでもは
は関知しないということになっている。自由にܖを݁ͼ，入管の手続をとるといったように，在留
資格変更許可という既ଘの技術・人文知識・国際業務における就労資格の変更と同じようなܗになって
いる。
　特定技能̍߸の外国人を受け入れるにあたって必要な支援について，主な点を申し上げると，まずは
説明をしっかりしていただくことがڍげられる。事前Ψイμンス，生活Φリエンテーションを通じて，
例えば活動を開࢝したあとにどれくらいのڅ料がもらえて，どういった活動を行うといったことをしっ
かり説明する必要があるというようになっている。これは，留学生からの変更であればൺֱ的容қでは
あるが，ւ外から来日する外国人の場合は，対面あるいはテϨビి話のようなإが見えるようなܗで説
明を実施する必要がある。
，確保も必要な支援のҰつ。ただし，これについては，例えば留学生が特定技能を保有するにあたりډॅ　
本人の許可があれば今現在ॅんでいるところにॅみ続けてもߏわないという取ѻいにしている。ただし，
ւಓ在ॅの者がभで就職をするというようにҬを変わる場合であれば，ॅډ確保の支援を行う必
要がある。その際の支援とは，家を全額支うといったことまで必要というわけではない。例えば，
不動࢈をҰॹに回ってൺֱ的྿ないい݅を見つけてあげる，連ଳ保ূ人になる，あるいは会ࣾが持っ
ているࣾをແঈでなくてもߏわないので提供するといったような支援が求められている。
　それから，ࡢ今の共生ࣾ会の実現という؍点から，日本語学शの機会の提供であったり，日本人との
交流ଅ進ということも支援計画にり込まなければいけないというルールになっている。これらは，や
り方について特に画Ұ的に定められているようなものではない。日本語学शの支援でいえば，会ࣾのன
んだり，日本語学शの教材を提供したり，あるいはҬで行われている日本語教ࣨの手ݺみに先生をٳ
続をิ助することも含まれる。日本語の学श費用すべてを出さなければいけないというわけではなく，
そうした機会を提供するところまでは確実に実施するということが支援の内容になっている。

分野別の協議会と二国間の取り決めについて
　今回の 1� 分野の受入れにあたっては，ٞڠ会というシステムが導入をされている。各分野をॴ管する
লிが中心となり，受入れ機関，業界ஂ体，それから，先ほど申し上げた制度関লிというようなあ
たりがここに加わり，政もӡ用に関わる周知であったり，あるいは法ྩॱकのൃܒなどを，このٞڠ
会を通じてって行うことになっている。ただ，すべての受入れ機関がҰಊに会して会ٞするというのは，
あまり現実的ではないため，ج本的にはϝールϕースなど，それͧれの分野のॴ管লிを中心に工夫し
ながら行われることになる。
　それから，受入れ数がどんどん増えていくと，やはりҬごとのภりというのが生じてくる可能性が
ある。特定のҬにภった受入れをしてはならないという政のج本方もあり，そうなる前に受入れ
状況を本ٞڠ会をってѲをしながら，例えばภりが生じているҬでの受入れをҰ୴ストップする
などといったӡ用も，今後はݕ౼課題になってくるのではないだろうか。
　外国との関については，「特定技能に関するೋ国間取決め」というものがある。最ۙになって，タイ
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が加をされている。ただし，もしೋ国間の取決めを݁ばないとその国からは受け入れられないのかと
いうと，そういう仕組みにはなっていない。あくまでも，ೋ国間の関を強化してѱ質な介事業者，
ϒϩーΧーみたいなものをഉআする，情報交換をするといった，దな受入れのためにӡ用を進めてい
く上での指みたいなܗで定めているものである。
　そして，今までの在留資格ではなかった考え方として，入管のୀڈ強制手続にڠ力をしないຽ間の受
入れは行わないということが政のج本方として定められている。現在，ここに֘当するのがイラン
である。これまで国੶を限定するような受入れはしていないが，この特定技能に関してはイランの国੶
からの受入れは行わないということになっている。
　さらにもうҰ点，ೋ国間の取決めの中で，国ごとに必要な手続というものが定められている場合がある。
あるいは，国ごとに入管への提出書類が少しҟなる場合もあり，例えばΧンϘジΞなどからはプラスΞ
ルϑΝで̍つ，૬手国からൃ行される書類を提出してもらうことになっている。そうした情報はすべて，
われわれ出入国在留管理ிのϗームϖージ，දࢴのところにϗームϖージのΞドϨスを付けているが，
ϗームϖージでࡌܝしている。受入れをݕ౼する際には，そういった手続をしっかり౿まえてください
というҊ内をしているところだ。
　૬手国の手続というのも非常に重要で，われわれの国内の入管法ྩの手続だけクリΞすればそれでい
いかというとけっしてそうではない。૬手国がそれͧれに設けている自国ຽを૬手国からૹり出す手続
についてもしっかりルールがあるので，それにଇってやっていくというݪଇになっている。そのため，
例えばこちらの入管手続が先に進行してしまっても，૬手国の手続きが終わっていないとまだ受け入れ
ができないということもあり，そうした点にはे分注意するようにというҊ内も行っている。

特定技能制度の運用状況
　特定技能制度ӡ用状況であるが，2月 7日現在，在留資格認定ূ明書の交付数は 1882 ݅，在留資格変
更許可は 1��6 ݅ということで，いずれも増加向にある。先ほど申し上げた登録支援機関は，2月 7日
現在で申し上げると 3760 ݅にのぼっている。いずれも許可された数，交付された数というのはそういう
状況だが，申請についてはさらに多くの数になっている。在留資格認定ূ明書の交付申請については 3793
݅，在留資格変更許可の申請݅数は 2�75 ݅，それから登録支援機関については ��77 ݅というのが̎月
̓日現在の申請数である。
　登録支援機関の内༁については，ج本的には会ࣾが多くなっている。̐分の̍ぐらいは中小企業事業
同組合ということで，技能実शで理ஂ体を務めているような方についても登録支援機関として登録ڠ
をされていたり，あるいは行政書士，ࣾ会保険労務士といったいわΏる士業的な方々も登録支援機関と
して登録を受けている。求められる支援を行うという体制が確保されていないと，当વ登録支援機関と
しては登録されないわけだが，ཤ行ิ助者として通༁のような人材を自前で๊えている必要はないとい
う制度にしているため，そうした人材は外部ҕୗにするなど，その時々に応じて活用するということで
あれば，ݸ人でも登録は認められる。
　実際に入国して働いている特定技能外国人の在留者数は，11月時点で1019人。12月時点では1621
人で，1ϱ月でおよそ 600 人程度は増加している。各分野の在留者数について分野別に申し上げると，12
月時点では飲食料品製造業が最も多く，557 人。これはߏൺの 3���ˋで，今の時点では日本で実際に
働かれている方の 3分の 1ぐらいは飲食料品製造業分野である。
　国੶・Ҭ別の在留者数についてはϗームϖージなどでެදしている。先ほど 12 月時点で 1621 人
の在留者数と申し上げたが，そのうちの 901 人がϕトナムということになっていて，ߏൺでいうと半
数以上をめているというܗになっている。それに続くのがインドωシΞ，ϑィリϐン，ミϟンマー，
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中国で，それͧれ 100 人から 200 人ぐらいの違いでほとんど大ࠩはない。
　ಓݝ別の受入れ状況では，Ѫ知，࡛ۄ，大ࡕが上Ґ どこかがඈͼൈけて多いなど，ภりが。ݝ3
あるという状況にはなっていないと考えられる。
　それから，もうҰつだけ数字を提供すると，先ほど಄の方で試験ルートと技能実शルートの̎種類
があると申し上げたが，今回在留している 1621 人をルート別にいうと，試験ルートをܦて働いているの
が 115 人，それから技能実शルートをܦて働いているのが 1�86 人ということで，今の時点では大半の̕
割以上が技能実शルートということになっている。もちろん，変更をそのまま日本国内でする者もいれば，
աڈに技能実शを終えて国にり，また入ってくる者もいて，྆方合わせると̕割以上が技能実शルー
ト。留学生などのように試験ルートをܦて特定技能を得ているという者については，まだ 10ˋະຬとい
うことになっている状況である。
　試験のӡ用状況については，今年度中に各 1� 分野全てで試験を実施するということになっているため，
まだ実施できていないような分野はあるものの，ج本的には実施に向けて進めているという状況にある。
とりわけ，技能実शルートが事実上ない外食業や宿泊業などについては，やはり試験ルートをੵۃ的に
行わない限り受け入れには݁ͼつかないということで，̐月当初からੵۃ的に試験を実施しているとこ
ろである。
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「外国人材への期待と課題」

౦ژ工会ٞॴ࢈業政策ୈೋ部෭部　ਿ࡚　༑ଇ

人手不足の現状について
　特定技能が設された理由のҰつとして，非常に深ࠁな人手不足という現状がある。全国に工会ٞ
ॴが 515 あり，会員企業のօ様にこの人手不足の状況について毎年Ξンケートௐ査を実施しているが，
年य़にとったΞンケートで人手不足とૌえる企業がڈ 66��ˋという݁Ռだった。ௐ査を開࢝したのは
2015 年度であり，そのときは 50�3ˋだったのが，ほぼ毎年̑ˋずつ人手不足をૌえる企業の割合が増え
ており，ڈ年य़の時点では3ࣾのうち̎ࣾは人手不足であるという非常に深ࠁな状況になっている。また，
̏年後の人手不足の状況をどう考えるかという質問には，52�1ˋの企業が，さらに人手不足が深ࠁ化する
のではないかと考えている。
　次に，業種別に見た人手不足の状況については，૯じてどういった業種でも人手不足は非常に深ࠁな
状況になっており，特に宿泊・飲食，介護・護，ӡ༌，ݐ設といった業種でݦஶになっている。こういっ
た業種では，人手不足の深ࠁさをөし，特定技能 1߸の 1� 分野における特定技能の受け入れ対象分野
になっている。企業ن別では，おおむͶどの企業نであっても人手不足感は深ࠁなものの，どちら
かというと小ن事業者よりも中ݎ企業におけるݒ念が高いというのが今の状況である。
　そうした非常に深ࠁな人手不足の中で，外国人材に対する期待と関心が非常に高まっている。先ほど
の人手不足のΞンケートௐ査で外国人材への期待と関心も聞いているが，ۙのڈ年य़の時点では，外
国人材の受け入れχーζがあるとえた企業は 50�8ˋという状況になっている。実は 2017 年度が �1�7ˋ，
2018 年度が �2�7ˋで，ここから 50�8ˋと，̍年で̔ポイントもҰڍに増加している。というのも，深ࠁ
な人手不足ということもあるが，ちょうどҰࡢ年，法的にはվ正出入国管理法にجづくものである
特定技能の設に関する法が立し，国会でも༩野ౘの非常に白したٞがల開をされたことが大
きい。その݁Ռ，この特定技能の設について，かなり新聞でも報ಓがなされ，̍年で̔ポイントも受
け入れ人数が増えたのだ。また，人手不足の企業に限ってみると，57�8ˋの企業が外国人材の受け入れχー
ζがあるとえている。

外国人労働者数の推移
　今は૯じて外国人材に対する期待と関心は非常に高い。ࢲも，ほぼ毎月全国を行٭していて，いろい
ろな企業ܦӦ者の方とお話をさせていただいたり，ւಓからभまでいろいろ現も見てาいている
が，人手不足感もあって外国人材に対する期待を非常に高く感じている。また，今まで外国人材を受け
入れたことがない中小企業のօさんも，この時点で外国人の方を受け入れてみたいと考えている企業が
非常に多くなっている。
　外国人材の受け入れ状況については，ちょうど先々週に外国人労働者の最新の受け入れ数がް生労働লか
らൃදになっている。現在，日本で働いている外国人労働者の数は165 ສ 9ઍ人。ӈݞ上がりで毎年աڈ最
高を更新しているという状況だ。そして，外国人労働者を受け入れている事業ॴの数が 2�ສ 3ઍ，これも同
様の向にあり，ӈݞ上がりで毎年աڈ最高を更新している。
　౦ژ内においても外国人労働者数，事業者数は増えていて，
だいたい全国の̏割ぐらいは౦ژがめているという状況になっ
ている。そして，外国人労働者の数を見ると，౦ژや全国的にも
99 人以下の中小企業で働いている外国人労働者が半分以上を
めているというのが，日本の実態である。
　在留資格別に見た外国人労働者の割合では，全国的に多いのは
技能実श。また留学生が非常に多いという状況になっている。対
して，౦ژ内では技能実शは ��2ˋということで，౦ژ内の
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外国人にめる割合は非常にい。つまり，内においては専門的，技術的分野の在留資格，また留学
生の方が非常に多いというのが，全国と౦ژのࠩҟになっている。
　業種別に見ると，全国的には製造業やԷ，小売り，宿泊，飲食αービスといったような業種で働いて
いる外国人の方が多いという状況になっている。外国人留学生数のਪҠでは，こちらも先ほどの外国人
労働者の数同様，非常に増えているという状況にある。そこで 2016 年，政も日本再興ઓ略の中で外国
人留学生の日本国内での就職を，この時点で̏割だったところを̑割まで向上させたいという国の方
を定めている。そういった方の下，外国人留学生の就職ଅ進支援策ということで，さまざまな方策
がこの̍年だけでも，具体的に講じられている。
　例えば，中小企業が留学生を受け入れる場合，提出書類が中小企業は大企業にൺべてより多くの提出
書類を出さなければいけなかったが，国のいろいろな認定を受けた中小企業については大企業ฒみに簡
ૉ化された。また，ௐ理の専門学校を卒業した外国人留学生の活༂できるϑィールドが，これまでは日
本料理に限定されていたが，日本料理以外の料理や製菓も対象になっている。これらは工会ٞॴが法
務লを中心とする政にいろいろと働きかけた݁Ռ，講じられたાஔである。こうしたことからも分か
る通り，政としても留学生の日本国内における就職ଅ進に非常に力を入れている。

商工会議所の取り組みについて
　工会ٞॴでは外国人留学生向けのいろいろな活動を実施している。ジョϒϑΣΞ，いわΏる合同会
ࣾ説明会を開催し，留学生と企業との情報交換を実現。企業と大学とのインターンシップ交流会では，
インターンシップの受け入れをݕ౼している中小企業の人事労務の担当者と，留学生を含む学生のݣ
をݕ౼している大学，学校関者に，いろいろな情報交換をしていただくというもの。また，専門学校
に通う外国人留学生向けの採用面談会も実施している。さらに，採用セミナーや説明会の類いについては，
12 月開催分以߱だけでもすでに何回か本部，支部で実施。というのも，特定技能の設を受け，いろい
ろな工会ٞॴでこうしたセミナー，説明会を開催しているが，非常に企業ଆの関心が高く，ื集をか
けるとすぐຬ員になるような状況になっているのだ
　工会ٞॴは，中小企業から大企業まで非常に多くの企業に会員になっていただいている。さらにい
えば専門学校や，౦ژ工会ٞॴでいうと 100 をえる大学のօさまにも会員加入をいただいており，
こうした学校関者と企業とのڮし役として，わたしたち工会ٞॴは各種の情報交換会，交流会を
実施しているところである。
　また，こういった活動の他に，工会ٞॴでは外国人材の受け入れに関し，政に対する意見・要望
活動に非常に力を入れて取り組んでいる。たとえば，2017 年からは外国人材の受け入れというҰつのテー
マで，何度も意見・要望書を提出。2017 年 11 月，ୈ̍の要望を出した際は，政の中にこの外国人材
の受け入れに関してݕ౼する会ٞや体制がなく，具体的なݕ౼もなされていなかったという状況だった。
そのため，まずは政の中で外国人材を受け入れるための体制を設ஔし，新たな受け入れ制度をつくっ
ていただきたいという要望を出したというところからスタートしている。そして，2018 年̐月に出した
要望では，新たな受け入れ制度として中間技能人材という名শを工会ٞॴの方で提Ҋ，中間技能人材
という新たな在留資格をつくっていただきたいということを要望したところ，ほぼここで要望したこと
が，ڈ年の̐月に設された特定技能に生かされている。
　こういった要望を策定するに当たっては，企業のօさまや，この会を主催する౦ژ専修学校各種学
校ڠ会のࢁ中会からも非常に示ࠦにんだ助言を多くいただいている。そうした意見，要望を工会
ٞॴが取りまとめて政に提出することで，いろいろな政策が実現している。

特定技能外国人材の受入れ制作に対する要望
　特定技能の外国人材の受け入れに対して，関心があるとえている企業のօさんに，政が実施すべ
き取り組みはなんだと思うかというΞンケートを採ったところ，とりわけ多かったのが，日本語教ҭ
をॆ実すべきなのではないかという意見である。さらに，外国人が日本でらしやすくするためのࣾڥ
会のߏங，いわΏる共生ࣾ会の実現を望むも多くある。
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　また，政による受け入れ企業向けの支援策の中で，よりධՁすべきものはというΞンケートには，
いろいろな手続きの簡ૉ化がڍがっている。実際，法務লに提出しなければいけない書類の数が非常に
多く，専門的なものを求められるということで，こうしたものをなるべく簡ૉ化していただきたいとい
うのが，企業ଆのとしてある。
　さらに，要݅などの情報提供として，受け入れに関する各種૬談機能の設，૬談機能を֦ॆしてほ
しいというも良く聞かれる。これは，今まで外国人材を受け入れたことがない中小企業にとって，手
続きやいざ外国人材を受け入れた際のڥ備などよく分からないことが多いことのදれである。そし
てもうҰ点，日本で働きたい外国人材の方と，ޏ用したい企業とのマッチング機会を提供する会ࣾ説明
会的なものをより強化していただきたいというも，非常に高まっている。
年ࡢ　 10 月，こうした企業のいろんな実態やを集めた要望を，主に法務ল，ް生労働লに提出。全国
の工会ٞॴ関者からの要望で非常に多い特定機能̍߸の対象である 1� 分野をさらに֦大してもらい
たいというを重点߲目としてえた。本要望書では，例えばྛ業や業，小売り関など，実際にこ
ういった業種で受け入れを認めてほしいということを具体的にه入している。
また，大ݍࢢへのภ在ࢭに向けた具体的な方策を採ってほしいというも非常に高まっている。ど
うしても౦ژ，大ࡕ，名ݹといったࡾ大ݍࢢに集中しがちなところを，なるべく方の中小企業で
も働いてもらえるような，いろいろな施策を講じてほしいということを要望した。またڈ年の 10 月に
出した要望では，留学生が日本で就職しやすいようなڥづくりということも，，政の方にૌえ
ている。こういった要望の内容は日本工会ٞॴ，౦ژ工会ٞॴのϗームϖージでもごཡいただける。
実際に出入国在留管理ிのࠤ々に説明することで，そのझࢫや企業の実態を理解いただいて
いる。

特定技能外国人材の受入状況について
　૯じて深ࠁな人手不足をഎܠに，外国人材の受け入れχーζは高まっているが，ただ単に人手不足だ
から期待と関心が高まっているということではない。例えば，事業のւ外ల開，新٬ސنの開や，外
国人目ઢでの品開ൃ，αービスの提供，また新たなビジωスϞデルのߏஙなど，新たな品開ൃ，ビ
ジωスϞデルの開ൃという点でも，外国人材の受け入れに関して企業は期待をしている。
　そのҰ方で，いわΏるίミュχケーションΪϟップという点が指ఠされている。ࢲは，特定技能のい
ろいろな制度֓要を説明すべく全国の工会ٞॴに出向いているが，その際に何をどうしていいか分か
らないという中小企業のօさまに対して話すのは，日本人のՁ؍と外国人のՁ؍は違うということ。
それを౿まえた上で，実際に受け入れڥ，自ࣾでいろいろな工夫などにྀをしないと，なかなか外
国人の方も定ணしないということを説明するようにしている。
　例えばΩϟリΞܗに関して，日本の企業の関者の方と話をすると，どうしても終ޏ用や年ޭং
ྻなど日本ޏܕ用にදされることを考えてしまいがちだが，外国人の方々は職やస職というものに
߅はない。むしろΩϟリΞΞップのためにస職を考えるというケースが多いということを話している。
さらに，ίミュχケーションに関して，日本人は以心心に期待をするところが大きいが，外国人ははっ
きり主ுするケースが多い。そうした日本人と外国人のいろいろな違いを考ྀした上で，受け入れڥ
をߏஙしていく必要があるというようなことも説明させていただいている。こうした，いわΏるノウハ
ウ的なところも，工会ٞॴが実施している各種説明会やセミナーでえたいと考えている。
　外国人を対象に૯務লが実施をした日本企業に対するΞンケートによると，ԕ回しな言い方をするの
で仕事の指示が不明確，ΩϟリΞパスが明にඳけないといったえがฦってきている。こうしたに
企業αイドがしっかりと応えてվળしていけるよう，工会ٞॴでもൃܒ活動に力を入れて実施してい
きたい。
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「宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて」

国交通ল　ޫ؍ி࢈ޫ؍業課ޫ؍人材政策ࣨ　課ิࠤ　日下部　উ広

在留資格については
　宿泊分野に関する在留資格については，技人国とݺばれている在留資格，ଈち，技術・人文知識・国際
業務ということで，例えばίンシΣルジュや通༁といった業務を担っていただくケースや，技能という在
留資格では外国料理のௐ理師にै事していただくというケースもある。その他，今回ϝインで説明させて
いただく特定技能は，1� 分野ある中の宿泊分野は非常に人手不足が深ࠁな業種ということで，この特定技
能の在留資格においても受け入れるということになっている。
　技能実शについて，宿泊では技能実शの̍߸と言われている，いわΏる̍年限りの技能実शというܗしか，
まだ認められていないところだが，こちらは現在，業界ஂ体が中心となって技能実शの̎߸職種を目指し
て取り組んでいる状況となっている。
　また，特定活動と言われる在留資格があるが，この中で特に宿泊については，インターンシップという
で，ཱྀؗ，ϗテルでܗで外国人の方を受け入れているケースもあるほか，留学の中の資格外活動というܗ
Ξルバイトというܗでै事するなど，それͧれの在留資格の理の中でそれに見合ったスタイルでいろい
ろな外国人材の方に業務を担っていただいているという現状がある。

特定技能の制度概要
　特定技能の在留資格には，特定技能̍߸，特定技能̎߸があるが，その中で宿泊分野に関しては特定技
能̍߸というܗで認められている状況である。こちらは，૬当程度の知識やܦ験を必要とする技能を要す
る業務にै事する外国人向けの在留資格ということで理されており，宿泊はこの全 1� 分野の中の̍つと
いう;うにҐஔ付けられている。特定技能̎߸については，ख़࿅した技能を要する業務ということで，ݐ
設と造ધ・ഫ用工業の̎分野においてのみ，受け入れが可能となっている。
　特定技能̍߸については通ࢉで上限̑年間，在留できることになっており，その技能ਫ準は試験などで
確認するܗになっている。
　技能実श̎߸を修了した外国人は試験などが໔আになるが，宿泊については技能実श̎߸がまだાஔさ
れていない状況のため，技能試験は必ず受験していただく必要があるという状況である。
　さらに，日本語能力試験に関しては，日本で生活する上での日本語能力を試験で確認することになって
いる。こちらは全ての分野共通になっている。家のଳ同はج本的に認められないといったことや，外国
人支援の対象にҐஔ付けられているという仕組みもある。
　外国人支援を行う仕組みとしては，受け入れ機関と登録支援機関があり，これを宿泊分野でஔき換えると，
ϗテルやཱྀؗが受け入れ機関となる。外国人を受け入れるためのج準としては，ޏ用ܖがదであると
いうこと，具体的な報ु額が日本人と同等以上ということを求めている。さらに，機関自体がదである
という意味で，受け入れるཱྀؗ，ϗテルが入管法や労働法ྩの違
をしていないこと，外国人を支援する体制がしっかりとした計
画にجづいていることが求められるという制度になっている。
　全てのϗテルやཱྀؗが，自ら外国人支援ができるということで
はおそらくないだろうことを想定し，そうした外国人受入れの支
援といった部分のノウハウがないようなところについては，登録
支援機関にҕୗして，外国人支援を担っていただくことも可能に
なっている。登録支援機関には登録を受けるためのج準や登録支
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援機関としての義務が定められ，受け入れ機関と同様に入管法や労働法ྩの違がないこと，支援体制が
あるといった݅が求められている。

宿泊分野における特定技能外国人の受け入れについて
　ฏ 30年ྟ時国会において，վ正入管法が立し，Ұ定の専門性や技能を有しଈઓ力となる外国人材を
受け入れるため，新たな在留資格である特定技能というものが設された。
　本制度は，ฏ 31年̐月に施行され，宿泊分野については，ϑϩントや企画・広報，٬およͼϨスト
ランαービスといった宿泊αービスの提供に関わる業務にै事する外国人材を受け入れるとしている。い
わΏるマルチタスクという言༿があるが，宿泊分野の生࢈性向上の中でわれていて，̍人で何役もの業
務を担うことで，業務の効化に資するという考え方。そうした役どころを今回の特定技能で受け入れる
外国人の方にも担っていただきたいと考えている。
　受入れの対象分野としては，生࢈性向上や国内の人材確保の取り組みを行ってもなお人手不足が深ࠁと
いうことが前提となり，現在 1� 分野が認められている。受け入れの対象者については，Ұ定の専門性，技
能を有するଈઓ力となる外国人材をとなっている。
　そうした能力の確認方法としては，宿泊業技能試験センターが実施する宿泊業技能測定試験が活用され
る。本試験に合格した方であればҰ定の専門性や技能を有する外国人材であろうということで，本試験の
合格を特定技能の前提要݅としている。その他，日常会話や生活に支োがない程度の日本語能力を有する
ことがج本とし，日本語能力試験の̣̐以上ということもซせて݅となっている。さらに，外国人材への
支援ということで，受け入れ機関または登録支援機関には日常生活や職業生活上，またはࣾ会生活上の支
援を行っていただくことを求めている。
　受け入れ機関の要݅としては，ޏ用ܖをきちんと，先ほど日本人と同等以上ということも申し上げまし
たが，ॴ要のج準にద合したޏ用ܖをక݁していただくことをおئいしている。受け入れ機関において
外国人支援の業務を担うことが難しいということがあれば，そういった登録支援機関を活用していただく
ことも認められている。
　具体的に今回の，ཱྀؗやϗテルにおいてどのような業務を担っていただくかについては，ϑϩントですと
か企画・広報，٬およͼϨストランαービスという中で，具体的なイϝージとしてはチΣックイン，チΣッ
クΞウトや，周ลのޫ؍情報のҊ内，ϗテルൃணπΞーの手などがڍげられる。これらはあくまでも
ද例であり，これ以外の業務はやってはいけない，認められないといったことではなく，主なද例として
の業務としてご理解いただきたい。

宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて
　先ほど宿泊業技能試験センターが実施する宿泊業技能測定試験について申し上げたが，今年度において
はすでに国内試験を̏回実施しており，ւ外での試験についてもミϟンマーにてࡢ年 10月に実施している。
合計̐回実施した試験の合格者は，すでに 1100 人をえている状況である。これと，日本語能力試験の̣
̐Ϩϕル，または国際交流ۚجの日本語ૅجテストに合格していただくことを特定技能外国人の受入れ要
݅としている。
　さらに，受け入れに際しては 1� 分野すべてがٞڠ会というものを設ஔし，ద正な受け入れを行っていく。
外国人材の保護やきちんと各Ҭに必要な外国人を受け入れるといった，例えば大ࢢภ在をආけるよう
な取り組みなども，このٞڠ会を通じて行っていくことを想定している。ٞڠ会のߏ員としては，有識
者や業界ஂ体，関লி，特定技能ॴଐ機関ということでཱྀ ・ؗϗテルにも加わってもらい，情報共有をਤっ
ていく。さらに，登録支援機関の方も入会をしていただくことをおئいしている。実際に受け入れや登録
支援機関に関わりがあるようなら，本ٞڠ会への入会についてはご留意いただきたいと考えている。
　特定技能外国人の受け入れ人数やޏ用ܗ態についてだが，こちらは人手不足の状況などを౿まえた݁Ռ，
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̑年間で̎ສ̎ઍ人を上限というように設定させていただいた。ޏ用ܗ態はいわΏるݣは認めておらず，
ޏ用をݪଇとしている。

受入れセミナーと求人情報の掲載
　実際に制度は࡞っても，実際に受け入れをしていかなければ人手不足などの問題は解決しない。そこで，
例えば留学生の方々に資格分野を選んでいただくということを念಄に，各種セミナーを開催している。今
年度分のセミナーはすでに 2月 10日の広ౡでの開催をもって全日程を終了したが，来年度もҾき続きこの
ようなܗでセミナーの開催はしていきたいと考えている。日程等が決まったらΞナウンスをさせていただく
༧定である。セミナーの内容としては，特定技能制度の説明や，それͧれの宿泊事業者による外国人材の
受け入れ事例の介の他に，参加していただいた方々の交流会も開催しており，こうした取り組みを通じ
て受け入れڥの備をਤっていきたいと考えている。
　セミナーの開催に加えて，求人情報を各業界ஂ体においてもࡌܝしていただいている。各ஂ体で求人情
報を集。それͧれのஂ体ごとにࡌܝするというܗとともに，外国人がසൟにΞクセスするだろう試験セ
ンターのϗームϖージにも，これら各業界の求人情報をリンクしてࡌܝするといった取り組みなども行って
いる。

受け入れ条件について
　最後に̍点，ご説明しておきたい点として，外国人を受け入れるためにϗテルやཱྀؗに対しておئいし
ている݅がある。具体的には，ϗテル・ཱྀؗӦ業の許可を受けているということで，例えば簡қ宿ॴӦ
業などはここに含まれないܗになっている。
　さらに，෩Ӧ法のୈ߲̎̒̐߸にن定する施設に֘当しないということも求めている。いわΏるラϒϗ
テルのようなϗテルは受け入れ先としては認められないということ。ซせて，෩Ӧ法の̎ୈ߲̏にن定す
る待を行わせないことという݅もある。外国人の方にいわΏるϗステスのような待業務をさせては
いけないということをおئいしている。
　その他，ٞڠ体のߏ員になることなどもあるが，実際に外国人の方が働くようなϗテルやཱྀؗについ
てはこのような݅を課しているため，ご参考までに֮えておいていただければいである。
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「外国人材育成と高等教育機関の役割」

Ұൠࣾஂ法人外国人留学生高等教ҭڠ会　常 務 理 事
ެӹࣾஂ法人౦ژ専修学校各種学校ڠ会　෭　会　　
౦ژにおけるグϩーバル化対応ਪ進支援事業　実行ҕ員

Ԭ本　ൺ࿊ࢤ

日本の国力の実情について
　日本の国力，日本と外国人，日本は今後も先進国でいられるか，日本の科学技術や大学の国際ڝ૪力は
どうなっているか，日本の国家ઓ略や日本の高等教ҭの໋など，ྩ新時をܴえ，今後どんな時に
なるのか，少し大きなテーマになるがお話しさせていただきたい。
　国力のաڈと現在とະ来を的確にදす指ඪということで，աڈの国力はաڈの科学技術力。ノーϕル
をどのぐらいとったかというのがҰつある。現在の国力は(%Pを見るとだいたい分かるが，ক来はという
とະ来の科学技術力を担う今の大学や高等教ҭ，そして今のビジωスのڝ૪力を見ると分かるのではない
かという見方がある。　　
　これはࢲのまとめだが，国力というのは人ޱであり，ࡁܦ力・(%Pであり，科学技術力であり，われわ
れが関している人材ҭ，教ҭ，文化，ιϑトパワーでもある。さらに，政࣏・外交・安全保োが安定
していないと国力が高いとはいえない。
　ΞϝリΧを見てみると，人ޱは 3ԯ 2000 ສ，(%Pはੈ界Ұ，࣠ج通՟のドルを持っている。科学技術
力もੈ界Ұの科学技術大国。そして，後で少し言いますが，ੈ界Ұの大学。これは全ੈ界から༏लな学生
を集めているということ。非常にઓ略を持っている。そして，政࣏・外交・安全保োではੈ界Ұの܉事力。
　日本はどうかというと，やはり日本も૬応の立な国力を持っている。人ޱはੈ界10Ґだが，実は1ԯ2�77
ສ人というのは先進国ではΞϝリΧに次いで̎Ґであり，̍ԯ以上の先進国というのはΞϝリΧと日本しか
ない。(%Pもੈ界 3Ґ，科学技術力も現在はੈ界有数。そして，日本には人材や食，文化，ޫ؍資ݯ，ҩྍ，
衛生等のιϑトパワー，ັ力が非常にある。政࣏・外交になってくるとちょっとクエスチョンになり，日本
は܉事力とは言わず衛力だけれども，これも('P（(MoCaM�'ireQower）が今出しているௐ査ではੈ界 5
Ґということで，やはりそこそこの国である，有数の国であることは間違いない。

人口減少による影響について
　しかし，この国力がこれから先もҡ持できるのかというのはある。今は中期の外国人が 251 ສ，特別
Ӭॅ者が 31 ສ，282 ສの外国人がいらっしΌる。૯人ޱに対するൺは 2�2ˋ。これもԤถとൺべれば決
して多いほうではない。目の前に留学生がいるわけですが，やはり日本から見た外国人の役割と，外国人
から見た日本というのを見る必要がある。日本から見ると，やはりࡁܦ活動，文化活動にੵۃ的に参加し
てもらう。多様性，ҟ文化ίミュχケーション，ࣾ会の活力を༩える。そして，やはり国際理解，国際
ળという役割を担っていただいていると思う。
　外国人から日本のັ力を見たときには，やはり日本のࡁܦ，ビジωスチϟンス。留学生が就職して，ス
Ωルを高めて国にる。そして，
もうҰつは，やはり日本という国
のັ力。自વڥ，ࣾ会ڥ。イ
ンϑラ，ҩྍ，保݈，衛生などは
ੈ界トップϨϕルだと思う。࣏安
もいいし，๛かである。科学技術
力や外国人の教ҭϨϕルも非常に
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高い。人と人とのつながりも，少しおろそかになってきている面もあるものの，まだまだ日本人は大事にし
ている。こうしたັ力のあるところを，今後日本はどう৳ばしていくかというのが重要だろうと思う。
　問題は，今の日本がこれからも先進国でいられるのか，ҡ持できるのかということ。ここを考えてみた
いと思う。ฏは 31 年続いたが，ࣦわれた 30 年と言われている。バϒル่ࡁܦյとそれに続く。
そしてこの間，実はڻくべきことに，少しΞϝリΧはバϒルだというもあるが，30 年間で 9ഒ。そして
ドイπにࢸっても 7�� ഒ。日本はバϒルのときが高すぎたというのもあるが，0�6 ഒ。このΪϟップたるや，
やはり非常に大きいといえる。
　ΞϝリΧではごଘじのとおり，*5ڊ大企業，(ooHMe，"QQMe，'aDeCooL，"Na[on がそれͧれ 100 ஹԁ
をえる時Ձ૯額に。この �ࣾを足したら �30 ஹԁということで，౦ূҰ部の 2700 ࣾを足した 629 ஹԁの
およそ 70ˋを，ΞϝリΧでは̐ࣾでୡしているといった非常にڪろしい格ࠩが生まれているということ
を視しなければならない。日本のトップ̐はトϤタ，N55，ιϑトバンク，N55ドίϞだが，トϤタを
আくと各ࣾ 10ஹԁ前後なのである。
　この間の 30年，*.'のデータによるとੈ界ࡁܦは̐ഒになりました。19ஹԁから 8��7 ஹԁと̐ഒになっ
ているといくことはしっかり಄に入れないといけない。日本はこの 30 年間は，3ஹドルから 5ஹドルとい
うことで，増えてはいるものの，ΞϝリΧが 5�32 ஹから 20 ஹの̐ഒ，中国にࢸっては 0�38 ஹから 13�5 ஹ
の 30 数ഒへ。当વ，ੈ 界の(%PのシΣΞは，ΞϝリΧはそんなに変わっていないが，中国にࢸっては̔ഒ，
日本は 16ˋから̒ˋになっている。これが現状である。
　では，(%Pを上げるにはどうしたらいいのか。(%Pというのは̍人当たり(%Pʷ人ޱなので，21ੈل
の日本は，少ࢠ高ྸ化ࣾ会をすでにܴえつつあるわけで，この人ޱが間違いなくܶ的にݮる。これをしっ
かりわれわれは಄に入れないといけない。ઓ後後の19�5年，7200ສ人だったのが2000年で1ԯ 2700ສ。
2008 年をϐークに，これから 30年後の 2050 年には 1ԯを割って 9700 ສ人になり，2100 年にࢸっては �900
ສ人という，ϐークの半分以下になってしまうということがほぼ確定の人ޱトϨンド。これはੈ界で，人類
のྺ࢙が࢝まって以来，ܦ験のない人ࣾݮܹޱ会が生まれることになっているのである。
　特に生࢈年ྸ人ޱが 2015 年から 2060 年，今から �0 年後に 326� ສ人がݮ少する。これは，イΪリスの
労働人ޱ 3211 ສ人に当たるというڻくべき数字といえる。そのため，現在の 15 からࡀ 6� ，の人たちはࡀ
70 75，ࡀ しい時をܴえることݫまで生֔現役でやっていくことが大事ではあり，しかしながら非常にࡀ
になるのは間違いのないところ。

GDP，そして教育環境など
　人ޱ変動は分かった。Ұ方，̍人当たり(%Pはどうなるのかというと，日本はかつて 1Ґだった時期が
あるものの，今は 26 Ґ。先進国とൺべてみると，日本は̍人当たり̏ສ̕ઍドルぐらいなので，ϑランス
やイΪリスにはまだΩϟッチΞップできるような気がする。ドイπも，ؤுればできそう。ΞϝリΧをൈく
のはなかなか大変かなという気がするが，うかうかしているとイタリΞとか，ؖ国，そして，，中国も
日本をいֻけていて，それほどうかうかしてはいられない。けれども，ドイπ，ϑランス，イΪリスを見
ると，ؤுればࢲはできるのでないかという気がしている。
　̍人当たり(%Pというのは，別の言い方をするとॴ得ਫ準であり，別の言い方をすると労働生࢈性である。
これはW&'（ੈ界ࡁܦϑΥーラム）がൃදした৴ጪ性のある数字では，日本の労働者の質は教ҭਫ準で
いえばੈ界̐Ґ。非常に高いϨϕルで，ੈ界的にධՁされている。ところが࢈業としての労働生࢈性はੈ
界 28 Ґ。ほとんどの国は，労働生࢈性と労働の質は割と同Ϩϕルだが，日本はちぐはぐである。ΞϝリΧ
は，ٯに，労働者の質はそれほど高くないのに，大企業，大企業が多く，労働生࢈性が高いということで，
ੈ界 9Ґという数字が出ている。Ϥーϩッパの国は，労働者の質と労働生࢈性はほぼ同じぐらい。という
ことで，これをなんとかしなければならない。
　それから，ノーϕル受者。これはաڈの科学技術であり，今受しているものは，20 年，30 年前の
研ڀであったりする。その受者は日本国੶が 25人，理，化学，生理・ҩ学，日本出外国੶を入れて
30人。これは，ੈ 界ランΩングでいくと，ΞϝリΧ 275，ӳ国 88はஅトπとして，ドイπ，ϑランス，スウΣー
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デンに次いで̒Ґになる。ӳ語というนがあるので，それをҾくと，日本のかつての科学技術力はੈ界有
数であったということが言えるが，最ۙのノーϕル受者がことごとく語っているように，今の大学，今
の日本科学技術の状況は非常に心である。ത士を取っても，なかなか就職ができない話もたくさんある。
日本の科学技術力，科学文のҾ用数も，かつてはੈ界 3Ґだったのが，今はੈ界̕Ґにまで下がっている。
Ұ方，科学文のҾ用数は，現在中国がトップである，中国は科学技術の受はまだまだ少ないが，ここ
から 10年，20 年かけてྔ࢈する可能性は大いにある。
　大学のੈ界ランΩング。イΪリスの高等教ҭ専門ࢽ「5・&(5iNeT�)iHIer�&EVDation」が，ڈ年の̕月
にしたこの 2020 年൛の大学ੈ界ランΩングは，90Χ国，1300 校をランク付けしていて，このランクに入
ること自体が日本の高等教ҭ間のϨϕルをදしていると言えるので非常に大事である。ถ国 172，イΪリス
100，日本が 110，中国が 81，ؖ国が 31ということで，ΞϝリΧに次いで日本の学校数は̎൪目に多くなっ
ている。ところが，トップ 200というものがあり，これはトップϨϕルの教ҭ・研ڀਫ準でੈ界から留学
生を集められる力を持つトップϨϨϕルの 200 校というランΩングでは，日本の学校でランクインしている
のは残念ながら౦大，ژ大の̎校だけとなっている。ถ国は 60 校，イΪリス 28 校，それから中国も 7校，
ؖ国も 6校入っているのだ。今日の話にもつながるのだが，30 ສ人計画で「日本は留学生の受け入れが，
ここまで来た」なんてことを言っている場合でない。もっともっと国際化して，ੈ界から༏लな留学生を，
あるいは科学技術もੈ界にちΌんとൃ৴できる大学にならなければならない。こういう力強い政策が，文
部科学ল等々からあまり聞こえてこないのは少し残念だと思っている。
　ただ，科学技術力とビジωスそれͧれのੈ界的なڝ૪力は必ずしもҰகしてない。日本のイノϕーショ
ン力，国際ビジωスڝ૪力はどうかというと，最ۙになってこんなことが言われている。日本は技術ではউっ
ているけれども，しかしビジωスでෛけている。それはなͥなのか。日本は，先ほども言ったとおり，先進
国ではΞϝリΧに次いでੈ界̎Ґの人ޱを持っているため，大企業は国内ࢢ場だけでもやっていけるのだ。
そうすると，そこを༏先してしまい，ੈ 界に出ていかなくなってしまう。ؖ国はٯで，マーケットが小さい分，
αムιンもそうだがੈ界でઓわないとやっていくことができず，だからこそੈ界ઓ略を持つのです。　
　それから，日本はものづくりではੈ界にףたるものであり，自動ं࢈業もੈ界トップだが，それにґଘし
すぎるという点がマイナスになっていないだろうか。有名なスイスの̢̞̙，シンクタンクの国際ڝ૪力ラ
ンΩングで日本企業の収ӹ力が下している。国際ڝ૪力も下しているということで，かつてはฏ元
年から数年間は日本が̍Ґだったのが，いまや 30 Ґになっている。
　国際ڝ૪力下のݪҼとしてڍげられるのが政の効性。政や企業の意思決定がいのだ。イスラ
エルとや中国は，̍週間，̎週間で決めるのだけれども，日本は̍年，̎年，̏年ぐらいかからないと意思
決定しないと言われているほど。そのため，労働生࢈性もく，ੈ界 �1Ґ。教ҭも，人材のϨϕルは高い
のだが，もっともっと৳ばす༨はあるということだ。

留学生が未来の成長戦略の一端を担う
　日本の国家ઓ略はどうあるべきか。21ੈلの国際ڥの中で，国力を高め，国際ڝ૪にউっていくため
の国家目ඪの設定，グランドデザインのビジョン策定が必要である。Ұ言で言えば，する国，ັ力あ
る国をどうつくっていくか。日本政としてもSoDietZ�5�0 という立なビジョンを持っているが，その具
体化，中味づくりについてはまだまだかなと思っている。やはり，科学技術のৼ興，ビジωスの造立国をもっ
とଧち出していく必要があるのでないか。それから，人ޱ問題，࢈業，ࡁܦ，科学技術，それにかかる人
材教ҭ，ੈ界から留学生をどう集め，どうҭてるか，外交，安全保ো，各分野を政策化していかなければ
いけない。
　これはҰ例ですが，高付加Ձ࢈業のҭが突ഁޱになるのではないだろうか。日本はख़ࣾ会で，
がなかなか売れないというのがある。ੈ界に対しても，質が良く安いものを供څしているだけではੈ界に
はউてない。高付加Ձでউෛしなければいけない。ۚ༥，*5，"*，デザイン，文化，これはҰ例であり
ますが日本の業も高付加Ձを付けられるかもしれない。こういう高付加Ձ対応で，ੈ界のڝ૪にෛ
けない，̍人当たりの(%Pをܶ的に高める必要がある。これは，ある人の試ࢉだが，日本の現在の(%P
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を 723 ສԁとすると，現在の(%Pҡ持するためには，人ޱがܶ的にݮるわけなので，̍人当たりの(%P
を 1258 ສԁまで高めなければならない。高ॴ得ですͶ。スイスやルクセンϒルク，シンΨポール，߳ߓと
同様の高ਫ準だが，そうしたところにෛけない付加Ձの高いことをやらないと日本は生き残れない。今
までと同じӬかつਫ準をҡ持できないのだ。
　そうした話とつながるのだが，今の人手不足だというところに対して対応することも大事だが，ࢲは日
本の国家ઓ略を担う人材ҭとして，専門学校や大学で学Ϳ留学生のৼ興策をしっかりやってもらわない
とڝ૪にউてないと考えている。つまり，新しい高付加Ձ࢈業を担う高度な専門人材のҭの実践と，
そのॲ遇が必要でないかということ。これからの外国人材受け入れとしては，ج本ઓ略をしっかり持って，
ະ来のઓ略のҰを担う高度人材，専門職人材がいかに受入れられるか。安қにスΩルの外国人労
働者を受け入れていけばいいということではないと思っている。
　これは，全くݸ人的なࢲҊでありますので，政はなかなか，こういうポスト 30 ສ人計画は出てきませ
んので，いずれ教ҭࣾ会学も，いろいろなことで各লிをӽえて，われわれ関者も入れて会ٞをやると
言っている。われわれのڠ会でも，留学生の，大学，大学Ӄ，専門学校，日本語学校を含め，ྔだけでなく，
質も含めてですがそれͧれ目ඪを持たなければいけない。
技人国の専門職人材を 50 ສ人。今は，33 ສ人ぐらいだが，これが 50 ສ人にするには，留学生も 50 ສ人
必要だということになる。大学，専門学校も，留学生の質的・ྔ的ৼ興支援策を質的・ྔ的に備をして
いけば，日本語学校も同様に質的・ྔ的ৼ興しなければならない。そうすることで，50 ສ人という数字も
可能になると考えている。
　日本の若者は日本のੈ界のະ来を担う国のๅである。Ұ方で，留学生も国と日本，そしてੈ界のະ来
を共に担う間であるということを大事にしなければいけない。これからの日本は少ࢠ高ྸ化で，ੈ界の
中でڝ૪力を高めていくためには，ラグビーのワールドΧップで日本人と外国人がڠ力しながらૉらしい
チームをつくったのと同じように，留学生をしっかり受け入れたい。在留，就職，進学に関わる，国もੵۃ
的に支援をしていく必要があると思っている。

留学生数の推移と進路状況について
　最後に，外国人留学生数のਪҠと留学生の進࿏状況についてお話しさせていただく。
留学生数は 16 年，17 年，18 年と増えて，29 ສ 8ઍ人です。日本語教ҭ校は̕ສ人になっている。専門学
校は̑ສ，̑ ສ̔ઍ，̒ ສ̓ઍになりました。大学は̍ສ̔ઍ，大学Ӄが̑ສ人です。専門学校は，̎ ສ 2635
人の卒業生を出していて，その内のؼ国者が 2700 人。そうなるとと，̎ສ人が日本国内に残っている。
その内༁を見ると，就職が72�6人，進学が90�7人で大学とか他の専門学校に入っている。その他が3370人。
就職は 16 年が 5532 人，15 年が 3726 人ということで，年々増えている。これは，࢈業界が専門学校卒業
生について，企業，会ࣾのためにしっかりݙߩしてもらえる人材だとධՁしたূ。これをもっと増やすこと
が大事だし，われわれもؤுっているけれども，国はもっともっとここを支援していただきたいと考えます。
今，特定企業に༠導することではないというものの，目先でࣦഊできないということで，留学生政策が審
査のݫ格化等々で少しఀしているのでないかという気がしているのが気がかりではある。
　Ұ方，大学は，ࢲはこの数字を見てͼっくりしたのですが，専門学校の就職が 72�6 人であるのに対し，
大学が ��18 人という意外な݁Ռとなった。大学は，技人国へもっとしっかりૹり出してもいいのでないだ
ろうか。また，政は就職 50ˋの目ඪを持っているが，各学校でも就職を出すなど，具体的な目ඪをしっ
かり持ってもらいたいということを文科লの高等教ҭの方には話している。
　審査ݫ格化への対応については現在，文科ল，入管ிと定期的にٞڠを持って，年度内に通知・通ୡは
文科লから出すという方向になっている。専門学校の留学生受け入れの実情をしっかり౿まえ，きちんと
した政策を出してほしいということは強く要望しているので，詳ࡉについては別の機会にご報ࠂをさせてい
ただきたいと思う。
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᪂たな外国人ᮦの受入れཬ䜃ඹ⏕♫会実⌧にྥけた取組

ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ
Immigration Services Agency of Japan 

᭱᪂㈨ᩱはこ䛱䜙（法務省䠤䠬）をᚚぴく䛰䛥い䚹

᪂たな外国人ᮦ受入れ（ᅾ␃㈨᱁「特定技能」の設等）

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuk
okukanri01_00127.html
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䕔䐟㌟分に基づくᅾ␃する者
䕔䐠ᑵປ┠的でᅾ␃が認䜑䜙れる者
䕔䐡特定ά動
䕔䐣技能実習
䕔䐤㈨᱁外ά動
䕔明

②就労目的で在留が認められる者 約27.7万人
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び
国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされてい
る。

①身分に基づき在留する者 約49.6万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で
報酬を受ける活動が可能。

③特定活動 約3.6万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、
外国人建設就労者、外国人造船就労者等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の
内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

⑤技能実習 約30.8万人
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目
から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった
（同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。）。

⑥資格外活動（留学生のアルバイト等） 約34.4万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、
相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

④就労を目的とした新たな在留資格（「特定技能」）
・一定の専門性・技能を有し，即戦力となる外国人材を受け入れ
るもの。
・受入れ対象分野については，真に必要な分野に限定する。
・在留期間の上限は，通算で５年とする。

4ཌ⏕ປാ省「外国人雇用≧ἣ」のᒆฟ≧ἣ䜎と䜑」に基づく㞟計（ྛᖺ10᭶ᮎ⌧ᅾの⤫計）
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ᧉႎ・২ᘐႎݦ
Ўの外国人

ɥᚡˌ外の
Ўの外国人

ಮŷƳ౨᚛ǛᙲƢǔ

ᆢಊႎƴӖ入Ǖ

・ƕ国のኺฎᅈ˟のࣱ҄Ǎɟޖの国ᨥ҄ǛǔᚇໜƔǒᲦݦᧉႎ・
২ᘐႎЎの外国人іᎍのӖ入ǕǛǑǓᆢಊႎƴਖ਼ᡶ
（ᇹ９ഏᨽဇݣሊؕஜᚘဒ（᧚ᜭൿܭ））

・ƕ国のኺฎᅈ˟のࣱ҄ƴ資Ƣǔݦᧉႎ・২ᘐႎЎの外国人ƴƭ
ƍƯƸᲦᆢಊႎƴӖƚ入ǕƯƍƘ࣏ᙲƕƋǓᲦࡽƖዓƖᲦ在留資格の
ൿܭƴ̞ǔᢃဇのଢᄩ҄Ǎዓਃの᠉ถƴǑǓᲦό๖ƳӖ入ǕǛ
ƬƯƍƘŵ（出入国在留管理ؕஜᚘဒ（ඥѦႾ））

・ƕ国のኺฎᅈ˟Ʊ国ൟဃƴٻٶƳࢨ᪪ǛӏǅƢƜƱሁƔǒᲦ国ൟ
のǳȳǻȳǵǹǛ៊ǇƑƭƭᲦҗЎ॰ƴࣖݣ
（ᇹ９ഏᨽဇݣሊؕஜᚘဒ（᧚ᜭൿܭ））

・ƍƣǕƴƠƯǋᲦʻࢸの外国人のӖ入ǕƴƭƍƯƸᲦᜂ外国のСࡇǍ
ཞඞƴƭƍƯ৭੮ƠᲦ国ൟの٣ǛᆢಊႎƴᎮӕƢǔƜƱƱƋǘƤᲦ人
ɧឱǁのݣϼǛႸႎƱƠƯоᚨƞǕƨ在留資格žཎܭ২Ꮱſのᢃဇ
ཞඞሁǋ៊ǇƑƭƭᲦࡅμ˳ưࠢ࠼ƍ౨᚛ǛᘍƬƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵ
（出入国在留管理ؕஜᚘဒ（ඥѦႾ））

外国人іᎍのӖ入Ǖ

ྵ在のؕஜႎƳᎋƑ૾

5
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௧ඖᖺ６᭶ᮎ⌧ᅾ
2㻤2㻥,41㻢人

㻢0ᖺ12᭶ᮎ⌧ᅾ
㻤㻡㻢12人

è Ӳ年末ྵ在ŵ２Ჭ年ǇưƸ外国人ႇᎍ数ŵ２４年ˌᨀƸᲦ在留外国人数ŵ

 ᖹᡂ

人

在留外国人数のਖ਼ᆆ 出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan

௧

㸯

特定技能１号のポイント

○ 在留期間：１年，６か月又は４か月ごとの更新，通
算で上限５年まで

○ 技能水準：試験等で確認（技能実習２号を修了した
外国人は試験等免除）

○ 日本語能力水準：生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験
等免除）

○ 家族の帯同：基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能２号のポイント

○ 在留期間：３年，１年又は６か月ごとの更新
○ 技能水準：試験等で確認
○ 日本語能力水準： 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同：要件を満たせば可能（配偶者，子）
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

○ 特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向
けの在留資格

○ 特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野：介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関連産業，
（１４分野） 建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，外食業

（特定技能２号は下線部の２分野のみ受入れ可）

Сࡇಒᙲ Ĭ在留資格ƴƭƍƯ

【就労が認められる在留資格の技能水準】

�

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

これまでの在留資格 新たに創設された在留資格

在留資格 ᛆ̊࢘

外ʩ 外国ࡅの̅ٻᲦπ̅ሁӏƼƦのܼଈ

πဇ 外国ࡅሁのπѦƴࢼʙƢǔᎍӏƼƦのܼଈ

 ሁܖٻ

ᑸᘐ ˺ܼᲦဒܼᲦ˺ܼሁ

ܪ 外国のܪׇ˳ƔǒᢔƞǕǔܳࠖሁ

ᢊإ 外国のإᢊೞ᧙のᚡᎍᲦǫȡȩȞȳሁ

᭗ݦࡇᧉᎰ ȝǤȳȈСƴǑǔ᭗ࡇ人

ኺփ・管理 ˖ಅሁのኺփᎍᲦ管理ᎍሁ

ඥࢷ・˟ᚘಅѦ ᜱٟᲦπᛐ˟ᚘٟሁࡰ

Ҕၲ ҔࠖᲦഫᅹҔࠖᲦჃᜱࠖሁ

ᄂᆮ ࡅ᧙̞ೞ᧙Ǎ˖ಅሁのᄂᆮᎍሁ

Ꮛ ᭗ሁఄܖᲦɶఄܖሁのᛖܖࠖሁ

২ᘐ・人૨ჷᜤ・

国ᨥಅѦ

ೞܖሁの২ᘐᎍሁᲦᡫ訳ᲦȇǶǤȊȸᲦᛖᜒܖ

ࠖሁ

˖ಅ内᠃Ѯ 外国のʙѦƔǒの᠃Ѯᎍ

ʼᜱ ʼᜱᅦᅍٟ

ᐻᘍ ̴ΟᲦജᲦȗȭǹȝȸȄᢠሁ

২Ꮱ 外国૰理のᛦ理ࠖᲦǹȝȸȄਦݰᎍሁ

ཎܭ২Ꮱ（ද１） ཎܭငಅЎ（ද２）のӲಅѦࢼʙᎍ

২Ꮱܱ፼ ২Ꮱܱ፼ဃ

ͤ ㈨᱁外ά動許可を受けた場ྜは，୍定の⠊ᅖ内でᑵປが認䜑䜙れる䚹

ᅾ␃㈨᱁ 該当

ᩥά動 日本ᩥの◊✲者等

▷期ᅾ ほග客，会議参加者等

␃Ꮫ Ꮫ，ᑓ㛛Ꮫᰯ，日本語Ꮫᰯ等のᏛ⏕

◊ಟ ◊ಟ⏕

ᐙ᪘ᅾ ᑵປ㈨᱁等でᅾ␃する外国人の㓄അ者，Ꮚ

ᅾ␃㈨᱁ 該当

ཎܭѣ 外ʩܫሁのܼʙ̅ဇ人ᲦȯȸǭȳǰțȪȇȸሁ

ᅾ␃㈨᱁ 該当

൨˰ᎍ ൨˰ᚩӧǛӖƚƨᎍ

ଐஜ人のᣐͪᎍሁ ଐஜ人のᣐͪᎍ・ܱ܇・ཎ別܇

൨˰ᎍのᣐͪᎍሁ
൨˰ᎍ・ཎ別൨˰ᎍのᣐͪᎍᲦƕ国ư出ဃƠ

܇ƖዓƖ在留ƠƯƍǔܱࡽ

ᎍ˰ܭ ଐኒᲭɭᲦ外国人ᣐͪᎍのᡲǕ܇ሁ

іƕᛐǊǒǕǔ在留資格（ѣСᨂƋǓ）ݼ

（ͤ）іƕᛐǊǒǕƳƍ在留資格ݼ

ƞǕǔѣƴǑǔǋのܭіのӧԁƸਦݼ

៲Ў・地ˮƴؕƮƘ在留資格（ѣСᨂƳƠ）

㸦ὀ㸰㸧ㆤ㸪ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࣝࣅ㸪⣲ᙧᮦ⏘ᴗ㸪⏘ᴗᶵᲔ〇㐀ᴗ㸪㟁Ẽ࣭㟁Ꮚሗ㛵ಀ⏘ᴗ㸪
ᘓタ㸪㐀⯪࣭⯧⏝ᕤᴗ㸪⮬ື㌴ᩚഛ㸪⯟✵㸪ᐟἩ㸪㎰ᴗ㸪⁺ᴗ㸪㣧㣗ᩱရ〇㐀ᴗ㸪እ㣗ᴗ
㸦ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸯㸰᭶㸰㸳᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧

㸦ὀ㸯㸧ᖹᡂ䠏１ᖺ４᭶１日䛛䜙
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㸰

分野別方針について（１４分野）

人手㊊≧ἣ

ビルクリー
䝙ング

37,000人

ビルクリー䝙
ング分野
特定技能１
号評価試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・建⠏物内㒊のΎᤲ 直接

・ཌປ省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・ཌປ省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・「建⠏物Ύᤲ業」又は「建⠏物⎔ቃ⾨⏕⥲ྜ管理業」の登録を受け
ていること

⣲ᙧᮦ
⏘業

21,㻡00人
〇造分野
特定技能
1号評価試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

䚷 直接
・⤒⏘省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・⤒⏘省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと

⏘業機械
〇造業

㻡,2㻡0人
〇造分野
特定技能
1号評価試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

直接
・⤒⏘省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・⤒⏘省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと

電気・電Ꮚ
報

関連⏘業
4,700人

〇造分野
特定技能
1号評価試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

直接
・⤒⏘省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・⤒⏘省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと

受入れ機関に対して特にㄢす条件

䛭の重要事項

分野

人ᮦ基‽

技能
試験

日本語
試験

ᚑ事する業務
雇用
ᙧែ

受入れぢ㎸数
（䠑ᖺ㛫の᭱
್）（ὀ）

・ཌປ省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・ཌປ省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定

直接ㆤ
ㆤ技能
評価試験

㻢0,000人

・㌟体ㆤ等（用者のᚰ㌟の≧ἣに応じた入ᾎ，㣗事，
せつのຓ等）の䜋䛛，これに付㝶する支援業務（レクリ
䜶ーシ䝵ンの実施，機能カ⦎の⿵ຓ等）
㻔ὀ)ゼၥ⣔サービスは対㇟外

⤒
⏘
省

ཌ
ປ
省

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上㻔上記に
加䛘て)ㆤ
日本語評価
試験

〔１試験区分〕

〔１試験区分〕

〔１䠏試験区分〕

〔１䠏試験区分〕

〔１䠔試験区分〕

・㗪造

・㘫造

・䝎䜲䜹スト

・機械加工

・金属プレス加工

・工場ᯈ金

・䜑っき

・アル䝭䝙䜴ム

㝧ᴟ㓟ฎ理

・仕上げ

・機械加工

・金属プレス加工

・工場ᯈ金

・䜑っき

・仕上げ

・機械ಖ

・電Ꮚ機器組立て

・電気機器組立て

・プリント㓄⥺ᯈ〇造

・プラス䝏ックᡂᙧ

・塗装

・溶接

・工業ໟ装

・機械検査

・機械ಖ

・塗装

・溶接

・㗪造

・㘫造

・䝎䜲䜹スト

・機械加工

・塗装

・鉄工

・電Ꮚ機器組立て

・電気機器組立て

・プリント㓄⥺ᯈ〇造

・プラス䝏ックᡂᙧ

・金属プレス加工

・溶接

・工場ᯈ金

・䜑っき

・仕上げ

・機械検査

・機械ಖ

・工業ໟ装

７

在留外国人の在留資格・国籍別内訳 (令和元年6月末 )

在留外国人数（総数） 2８２万９,４１６人

国籍・地域別

䠏

在留資格別

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan

Ọఫ者

783,513人
27.7%

技能実習

367,709人
13.0%

␃Ꮫ

336,847人
11.9%

特別Ọఫ者
317,849人

11.2%

技⾡・人ᩥ▱㆑

・国際業務

256,414人
9.1%

定ఫ者

197,599人
7.0%

ᐙ᪘ᅾ

191,017人
6.8%

日本人の㓄അ者等

143,246人
5.1%

特定ά動

61,675人
2.2%

技能

40,361人
1.4%

䛭の

133,186人
4.7%

୰国

786,241人
27.8%

㡑国

451,543人
16.0%

䝧ト䝘ム

371,755人
13.1%

フ䜱リ䝢ン

277,409人
9.8%

䝤ラ䝆ル

206,886人
7.3%

ネ䝟ール

92,804人
3.3%

ྎ‴

61,960人
2.2%

䜲ンドネシア

61,051人
2.2%

⡿国

58,484人
2.1%

䝍䜲

53,713人
1.9%

䛭の

407,570人
14.4%

8

分野別方針について（１４分野）

建設 40,000人

建設分野
特定技能
1号評価試験
等

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

直接

・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い，技能習熟に応じて昇
給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について，母国語で書面を交付して説明す
ること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について，国交省の認
定を受けること
・国交省等により，認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に
履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
等

造船・
舶用工業

13,000人

造船・舶用工
業分野
特定技能
1号試験等

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

直接

・国交省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること

自動車
整備

7,000人

自動車整備
分野特定技
能評価試験
等

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・自動車の日常点検整備，定期点検整備，分解整備 直接

・国交省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，上記条
件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること

航空 2,200人

特定技能評
価試験（航空
分野：空港グ
ランドハンドリ
ング，航空機
整備)

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・空港グランドハンドリング（地上走行支援業務，手荷物・貨
物取扱業務等）
・航空機整備（機体，装備品等の整備業務等）

直接

・国交省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法
に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること

宿泊 22,000人
宿泊業
技能測定
試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・フロント，企画・広報，接客，レストランサービス等の宿泊
サービスの提供

直接

・国交省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと

国
交
省

〔１試験区分〕

〔６試験区分〕

〔１１試験区分〕

・溶接

・塗装

・鉄工

・仕上げ

・機械加工

・電気機器組立て

・型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・屋根ふき

・電気通信

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ

／表装

〔２試験区分〕

〔１試験区分〕
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分野別方針について（１４分野）

㎰業 3㻢,㻡00人
㎰業技能
測定試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・⪔✀㎰業⯡（᱂ᇵ管理，㎰⏘物の㞟ฟ荷・㑅別等）
・␆⏘㎰業⯡（㣫㣴管理，␆⏘物の㞟ฟ荷・㑅別等）

直接

ὴ㐵

・㎰Ỉ省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・㎰Ỉ省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，協議会
に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・ປാ者を୍定期㛫以上雇用した⤒験がある㎰業⤒営体であること

⁺業 㻥,000人

⁺業技能
測定試験
（⁺業又は㣴
Ṫ業）

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・⁺業（⁺ලの〇స・⿵ಟ，Ỉ⏘動᳜物の᥈⣴，⁺ල・⁺ປ
機械の᧯స，Ỉ⏘動᳜物の᥇ᤕ，⁺⋓物のฎ理・ಖⶶ，安
⾨⏕の確ಖ等）
・㣴Ṫ業（㣴Ṫ㈨ᮦの〇స・⿵ಟ・管理，㣴ṪỈ⏘動᳜物
の⫱ᡂ管理・⋓（✭）・ฎ理，安⾨⏕の確ಖ等）

直接

ὴ㐵

・㎰Ỉ省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・㎰Ỉ省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・㎰Ỉ省が組織する協議会に䛚いて協議が調ったᥐ⨨をㅮじること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては，分野ᅛ
᭷の基‽に適ྜしている登録支援機関に㝈ること

㣧㣗ᩱ品
〇造業

34,000人

㣧㣗ᩱ品〇
造業特定技
能１号技能
測定試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・㣧㣗ᩱ品〇造業⯡（㣧㣗ᩱ品（㓇㢮を㝖く）の〇造・加
工，安⾨⏕）

直接
・㎰Ỉ省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・㎰Ỉ省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと

外㣗業 㻡3,000人
外㣗業特定
技能１号技
能測定試験

国際交流基
金日本語基
礎テスト，又
は，日本語
能力試験N4
以上

・外㣗業⯡（㣧㣗物調理，接客，ᗑ⯒管理） 直接

・㎰Ỉ省が組織する協議会に参加し，必要な協力を行うこと
・㎰Ỉ省が行う調査又は指導に対し，必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所にᑵປ䛥せないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと

（ὀ）１４分野の受入れぢ㎸数（䠑ᖺ㛫の್᭱）のྜ計：䠏４䠑,１䠑䠌人

㎰
Ỉ
省

〔１試験区分〕

〔１試験区分〕

〔２試験区分〕

〔２試験区分〕

ૅੲᚘဒのಒᙲĭ

㸶

䐟事๓䜺䜲䝎ンス
・雇用契約締結ᚋ，ᅾ␃㈨᱁認定証明書交付⏦
ㄳ๓又はᅾ␃㈨᱁ኚ᭦許可⏦ㄳ๓に，ປാ条
件・ά動内ᐜ・入国手⥆・ಖ証金ᚩの᭷↓等
について，対面・テレビ電ヰ等で説明

䐠ฟ入国する際の送㏄
・入国に空港等と事業所又はఫᒃ䜈の送㏄
・ᖐ国に空港のಖ安検査場䜎での送㏄・同行

䐡ఫᒃ確ಖ・⏕άに必要な契約支援
・連ᖏಖ証人になる・♫Ꮿを提供する等

・㖟行ཱྀᗙ等の㛤設・ᦠᖏ電ヰ䜔ラ䜲フラ䜲ン
の契約等を内・ྛ手⥆の⿵ຓ

䐢⏕ά䜸リ䜶ンテーシ䝵ン
・に♫会⏕άを営䜑るよう日本
のルール䜔䝬䝘ー，බඹ機関の用
方法䜔連⤡ඛ，⅏ᐖの対応等の説
明

䐤日本語Ꮫ習の機会の提供
・日本語ᩍᐊ等の入Ꮫ内，日本語
Ꮫ習ᩍᮦの報提供等

䐥┦ㄯ・ⱞ䜈の対応
・⫋場䜔⏕ά上の┦ㄯ・ⱞ
等について，外国人が༑
分に理解することができるゝ
語での対応，内ᐜに応じた
必要なຓゝ，指導等

䐦日本人との交流ಁ進
・自会等の地ᇦఫẸとの交流の場䜔，地ᇦ
の䛚⚍りな䛹の行事の内䜔，参加の⿵ຓ等

䐧㌿⫋支援（人ဨ整理等の場ྜ）
・受入れഃの㒔ྜにより雇用契約を解㝖する
場ྜの㌿⫋ඛを᥈す手ఏい䜔，推⸀≧のసᡂ
等に加䛘，ồ⫋ά動を行うた䜑の᭷給ఇᬤの
付䜔必要な行ᨻ手⥆の報の提供

䐨定期的な面ㄯ・行ᨻ機関䜈の通報
・支援㈐௵者等が外国人ཬ䜃䛭の上ྖ等と定
期的（䠏䛛᭶に１ᅇ以上）に面ㄯし，ປാ基‽
法㐪等があれ䜀通報

䐣බ的手⥆等䜈の同行
・必要に応じఫᒃ地・♫会ಖ
㞀・⛯な䛹の手⥆の同行，書㢮
సᡂの⿵ຓ

��
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২Ꮱܱ፼Ʊཎܭ২ᏡのСࡇൔ᠋（ಒᙲ）

技能実習（団体┘理型） 特定技能（１号）

関係法௧
外国人の技能実習の適正な実施ཬ䜃技能実習⏕のಖㆤに関する
法ᚊ／ฟ入国管理ཬ䜃㞴Ẹ認定法

ฟ入国管理ཬ䜃㞴Ẹ認定法

ᅾ␃㈨᱁ ᅾ␃㈨᱁ࠕᢏ⬟ᐇ⩦ࠖ ᅾ␃㈨᱁ࠕ≉ᐃᢏ⬟ࠖ

ᅾ␃期㛫
ᢏ⬟ᐇ⩦㸯ྕ㸸㸯ᖺ௨ෆ㸪ᢏ⬟ᐇ⩦㸰ྕ㸸㸰ᖺ௨ෆ㸪

ᢏ⬟ᐇ⩦㸱ྕ㸸㸰ᖺ௨ෆ㸦ྜィ࡛᭱㛗㸳ᖺ㸧
通⟬䠑ᖺ

外国人の技能Ỉ‽ なし ┦当⛬ᗘの▱㆑又は⤒験が必要

入国の試験
なし

（ㆤ⫋✀の䜏入国N４レ䝧ルの日本語能力要件あり）
ᢏ⬟Ỉ‽㸪᪥ᮏㄒ⬟ຊỈ‽ࢆヨ㦂➼࡛☜ㄆ

㸦ᢏ⬟ᐇ⩦㸰ྕࢆⰋዲಟࡣ⪅ࡓࡋヨ㦂➼ච㝖㸧

送ฟ機関 外国ᨻᗓの推⸀又は認定を受けた機関 なし

┘理団体
あり

（㠀営の事業協同組ྜ等が実習実施者䜈の┘査䛭のの┘理事
業を行う䚹務⮧による許可ไ）

なし

支援機関 なし
あり

（ಶ人又は団体が受入れ機関䛛䜙の委託を受けて特定技能外国人にఫᒃ
の確ಖ䛭のの支援を行う䚹ฟ入国ᅾ␃管理ᗇによる登録ไ）

外国人と受入れ機
関の䝬ッ䝏ング

通常┘理団体と送ฟ機関を通して行われる
受入れ機関が直接ᾏ外で᥇用ά動を行い又は国内外のあっせ䜣機関等を
通じて᥇用することが可能

受入れ機関の
人数枠

常⫋ဨの⥲数に応じた人数枠あり 人数枠なし（ㆤ分野，建設分野を㝖く）

ά動内ᐜ

技能実習計画に基づいて，ㅮ習を受け，ཬ䜃技能等に係る業務にᚑ
事するά動（１号）
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務にᚑ事するά動（２号，
䠏号） （㠀ᑓ㛛的・技⾡的分野）

┦当⛬ᗘの▱㆑又は⤒験を必要とする技能を要する業務にᚑ事するά動
（ᑓ㛛的・技⾡的分野）

㌿⡠・㌿⫋
ཎ則可䚹た䛰し，実習実施者のಽ⏘等䜔䜐をᚓない場ྜ䜔，２号䛛
䜙䠏号䜈の⛣行は㌿⡠可能

同୍の業務区分内又は試験により䛭の技能Ỉ‽のඹ通ᛶが確認䛥れてい
る業務区分㛫に䛚いて㌿⫋可能

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

��

ႇૅੲೞ᧙ƱƸ

登録支援機関にな䜝うとする者 登録支援機関

受入れ機関
１号特定技能
外国人

䐟登録⏦ㄳ

地方ฟ入国ᅾ␃管理ᒁ

ᒆฟ

（支援実施≧ἣ，
ኚ᭦事項等）

䐡登録通▱

䐢登録ᚋ

ͤ登録⡙に登録

支援計画の㒊の実施

ͤᣢ参又は㒑送

䐠登録の要件確認
・指導・ຓゝ

・報࿌又は㈨ᩱの
提ฟ要ồ

・登録の取ᾘし 雇用
契約

支援委託契約

（支援計画の㒊の実施を
委託）

䕿 登録支援機関は，受入れ機関との支援委託契約により，支援計画に基づく支援の㒊の実施を行う䚹
䕿 登録支援機関になるた䜑には，ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ㛗官の登録を受ける必要がある䚹
䕿 登録を受けた機関は，登録支援機関登録⡙に登録䛥れ，ฟ入国ᅾ␃管理ᗇホーム䝨ー䝆にᥖ載䛥れる䚹
䕿 登録の期㛫は䠑ᖺ㛫であり，᭦᪂が可能である䚹
䕿 登録には⏦ㄳ手数ᩱが必要である䚹（᪂規登録２䠔，４䠌䠌，登録᭦᪂１１，１䠌䠌）
䕿 登録支援機関は，ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ㛗官に対し，定期又は㝶のྛ✀ᒆฟを行う必要がある䚹

登録支援機関とは

登録支援機関にな䜝うとするಶ人又は団体

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ
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１ ਭোれਃঢ়がਗবয॑ਭऐোれるञめの੦準
⋇ 外国人とव౻用ీ৺ऋిજ（：報ີપऋ日本人と同等ਰ上）
⋈ 機関自৬ऋిજ（：５年ਰにল入国・ௌ௮১ഥୀખऋない）
⋉ 外国人を支援する৬ँॉ（：外国人ऋ৶ੰでऌる語で支援でऌる）
⋊ 外国人を支援するੑऋిજ（：生活ड़リग़ンॸー३ঙン等をஅि）

２ ਭোれਃঢ়のଝਜ
⋇ 外国人と॒ट౻用ీ৺を確実に၎ষ（：報ີをిજに支௸अ）
⋈ 外国人षの支援をిજに実

ڀ 支援にणいथは，登録支援機関にु可؛
৸部すれば１⋉ु満たす؛

⋉ ল入国在留ଵ৶ૂषのரඍল
をဵると外国人を受け入れैれなऎなるऺか，ল入国在留ଵ৶ૂ⋊ع⋇（ି）

かै，ఒ୵ഥ等を受けるऒとऋँる؛

Сࡇಒᙲ ĭӖ入Ǖೞ᧙Ʊႇૅੲೞ᧙ƴƭƍƯ

ਭোれਃঢ়पणःथਭোれਃঢ়पणःथ

１ ఃஈ॑ਭऐるञめの੦準
⋇ 機関自৬ऋిજ（：５年ਰにল入国・ௌ௮১ഥୀખऋない）
⋈ 外国人を支援する৬ँॉ（：外国人ऋ৶ੰでऌる語で支援でऌる）

２ ఃஈ੍ରਃঢ়のଝਜ
⋇ 外国人षの支援をిજに実
⋈ ল入国在留ଵ৶ૂषのரඍল

（ି）⋇⋈をဵると登録をॉऔれるऒとऋँる؛

ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

登録支援
機関

受入れ
機関

外国人

ᒆฟ
登録
・

登録ᾘ

指
導
・
助
言

指
導
・助
言

届
出

指
導
・助
言

立入検査
・

ᨵၿ௧

雇
用
契
約

支援委託

ᒆฟ

支援支援

��

ఃஈ੍ରਃঢ়पणःथఃஈ੍ରਃঢ়पणःथ

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ 出ƴƭƍƯ（Ӗ入Ǖೞ᧙・ႇૅੲೞ᧙）ފ

��

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

○ 受入れ機関ल登録支援機関は，ল入国在留ଵ৶ૂশに対し，ரඍলをྖৎ又は定期にষॎなければなैな
い؛

○ 受入れ機関によるඍলの不၎ষや༘のඍলにणいथはຌಋの対象とऔれथいる؛

এॖンॺ

䕔 受入れ機関のᒆฟ ͤ㐪の場ྜ，指導䜔⨩則の対㇟
䛆㝶のᒆฟ䛇
・特定技能雇用契約のኚ᭦，⤊，᪂たな契約の締結に関するᒆฟ
・支援計画のኚ᭦に関するᒆฟ
・登録支援機関との支援委託契約の締結，ኚ᭦，⤊に関するᒆฟ
・特定技能外国人の受入れᅔ㞴のᒆฟ
・ฟ入国又はປാ関係法௧に関する正行Ⅽ等を▱ったときのᒆฟ

䛆定期のᒆฟ䛇

・特定技能外国人の受入れ≧ἣに関するᒆฟ（：特定技能外国人の受入れ⥲数，Ặྡ等の報，ά動日数，場所，業務内ᐜ等）

・支援計画の実施≧ἣに関するᒆฟ（：┦ㄯ内ᐜཬ䜃対応結ᯝ等）ͤ支援計画の㒊の実施を登録支援機関に委託した場ྜを㝖く

・特定技能外国人のά動≧ἣに関するᒆฟ（：報酬の支払≧ἣ，㞳⫋者数，行方明者数，受入れに要した㈝用の㢠等）

䕔 受入れ機関のᒆฟ ͤ㐪の場ྜ，指導䜔⨩則の対㇟
䛆㝶のᒆฟ䛇
・特定技能雇用契約のኚ᭦，⤊，᪂たな契約の締結に関するᒆฟ
・支援計画のኚ᭦に関するᒆฟ
・登録支援機関との支援委託契約の締結，ኚ᭦，⤊に関するᒆฟ
・特定技能外国人の受入れᅔ㞴のᒆฟ
・ฟ入国又はປാ関係法௧に関する正行Ⅽ等を▱ったときのᒆฟ

䛆定期のᒆฟ䛇

・特定技能外国人の受入れ≧ἣに関するᒆฟ（：特定技能外国人の受入れ⥲数，Ặྡ等の報，ά動日数，場所，業務内ᐜ等）

・支援計画の実施≧ἣに関するᒆฟ（：┦ㄯ内ᐜཬ䜃対応結ᯝ等）ͤ支援計画の㒊の実施を登録支援機関に委託した場ྜを㝖く

・特定技能外国人のά動≧ἣに関するᒆฟ（：報酬の支払≧ἣ，㞳⫋者数，行方明者数，受入れに要した㈝用の㢠等）

䕔 登録支援機関のᒆฟ ͤ㐪の場ྜ，指導䜔登録の取ᾘしの対㇟
䛆㝶のᒆฟ䛇
・登録の⏦ㄳ事項のኚ᭦のᒆฟ
・支援業務のఇᗫṆのᒆฟ

䛆定期のᒆฟ䛇

・支援業務の実施≧ἣ等に関するᒆฟ（：特定技能外国人のẶྡ等，受入れ機関のྡ⛠等，特定技能外国人䛛䜙の┦ㄯ内ᐜཬ䜃対応≧ἣ等）

䕔 登録支援機関のᒆฟ ͤ㐪の場ྜ，指導䜔登録の取ᾘしの対㇟
䛆㝶のᒆฟ䛇
・登録の⏦ㄳ事項のኚ᭦のᒆฟ
・支援業務のఇᗫṆのᒆฟ

䛆定期のᒆฟ䛇

・支援業務の実施≧ἣ等に関するᒆฟ（：特定技能外国人のẶྡ等，受入れ機関のྡ⛠等，特定技能外国人䛛䜙の┦ㄯ内ᐜཬ䜃対応≧ἣ等）

࠙ᐃᮇᒆฟཷͤࠚධࢀᶵ㛵㸪Ⓩ㘓ᨭᶵ㛵ࡶ
ᒆฟ㸯㸲᪥௨ෆࡽ᪥ึࡢᅄ༙ᮇ⩣ࡈᅄ༙ᮇۑ
ձ➨㸯ᅄ༙ᮇ㸸㸯᭶㸯᪥ࡽ㸱᭶㸱㸯᪥࡛ࡲ
ղ➨㸰ᅄ༙ᮇ㸸㸲᭶㸯᪥ࡽ㸴᭶㸱㸮᪥࡛ࡲ
ճ➨㸱ᅄ༙ᮇ㸸７᭶㸯᪥ࡽ㸷᭶㸱㸮᪥࡛ࡲ
մ➨㸲ᅄ༙ᮇ㸸㸯㸮᭶㸯᪥ࡽ㸯㸰᭶㸱㸯᪥࡛ࡲ

СࡇಒᙲĮݼіڼǇưの්Ǖ

受入れ機関でのᑵປ㛤ጞ

〔受入れ機関と雇用契約の締結〕
受入れ機関等が実施する事๓䜺䜲䝎ンス等

ᗣデ᩿の受デ

日本国内にᅾ␃している外国人
（୰㛗期ᅾ␃者）

ᾏ外䛛䜙᮶日する外国人

ᅾ外බ館

査証Ⓨ給

䠘技能試験䠚
・特定⏘業分野の業務区分に対応する試験
䠘日本語試験䠚
・国際交流基金日本語基礎テスト
（国際交流基金）

又は
・日本語能力試験（䠪４以上）
（国際交流基金・日本国際ᩍ⫱
支援協会）
な䛹

試験（技能・日本語）
はච㝖

試験（技能・日本語）
にྜ᱁

ᅾ␃㈨᱁ኚ᭦許可⏦ㄳ

試験（技能・日本語）
はච㝖

国外試験

（技能・日本語）にྜ᱁

査証⏦ㄳ

入国

地方ฟ入国ᅾ␃管理ᒁ

ᅾ␃㈨᱁認定証明書交付⏦ㄳ

ᅾ␃㈨᱁認定証明書交付 ᅾ␃㈨᱁ኚ᭦許可

ͤ受入れ機関の⫋ဨ等による௦理⏦ㄳ

ͤ受入れ機関等䛛䜙送付䛥れたᅾ␃㈨᱁認定証明
書を，ᅾ外බ館䜈提ฟ

ͤ本人⏦ㄳがཎ則

〔外国人本人の要件〕
䕿１䠔ṓ以上であること

䕿技能試験ཬ䜃日本語試験にྜ᱁していること（技
能実習２号をⰋዲにಟした外国人はච㝖）
䕿特定技能１号で通⟬䠑ᖺ以上ᅾ␃していないこと

䕿ಖ証金をᚩ䛥れていないこと又は㐪約金を定䜑
る契約を締結していないこと

䕿自䜙が㈇ᢸする㈝用がある場ྜ，内ᐜを༑分に理
解していること
な䛹

ᑂ査

受入れ機関にᅾ␃㈨᱁認定証明書を送付

ᑂ査

ᅾ␃䜹ードの交付

ᅾ␃䜹ードの交付
ͤᚋ日交付の場ྜあり

ᑂ査

技能実習２号を
Ⰻዲにಟした

外国人

᪂規入国ண定
の外国人 ␃Ꮫ⏕な䛹

技能実習２号を
Ⰻዲにಟした

外国人

��

ồ人ເ㞟に直接⏦し㎸䜐／Ẹ㛫の⫋業⤂事業者によるồ⫋のあっせ䜣 ồ人ເ㞟に直接⏦し㎸䜐／ハロー䝽ーク・Ẹ㛫の⫋業⤂事業者によるồ⫋のあっせ䜣

〔入国ᚋ（又はᅾ␃㈨᱁のኚ᭦ᚋ），㐜な
く実施すること〕

䕿受入れ機関等が実施する⏕ά䜸リ䜶ン
テーシ䝵ンの受ㅮ
䕿ఫᒃ地のᕷ区⏫ᮧ等でఫẸ登録
䕿給ཱྀᗙの㛤設
䕿ఫᏯの確ಖ
な䛹

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

○ 度のిજなઈ用をるため，特定産業分野ごとに分野ਚଵૂऋੈ৮ভを設઼する؛
○ ੈ৮ভにउいथは，ଡਛ৩の連のಸഡ৲をॉ，ୠの事業者ऋ必要な特定技能外国人を受け入れैれるよ
अ，度や情報のఢ知，১ഥᏍஹのཟのऺか，ୠごとの人ু不ଌの૾யをཔし，必要な対ૢ等をষअ؛

ཎܭ২ᏡƴƓƚǔЎ別のңᜭ˟ƴƭƍƯ

��

এॖンॺ

イওش४

○ 特定技能外国人の受入れにબる度のະ຺やરଐ事のఢ知
○ 特定技能ਚ属機関等に対する১ഥᏍஹのཟ
○ 業ଡ造の৲や経ੋ情િの৲に関する情報のཔ・分ෲ
○ ୠશの人ু不ଌの૾யのཔ・分ෲ
○ 人ু不ଌ૾ய，受入れ૾ய等を౷まइたপ等षのૐরೂにબる対ૢੁのਫ਼ୈ・৹整（特定ୠषのૌ度
なૐরऋ認めैれるৃ়のଡਛ৩に対する必要な要ட等をஅि）

○ 受入れのෟかणిਫな実のために必要なजのの情報・ୖ等のુથ・ੈ৮等 等

ણઍ

≉ᐃᢏ⬟እᅜேࡅཷࢆ
ධࡿࢀ࡚ཷࡢධࢀᶵ
㛵ࡣ༠㆟ࡢᵓᡂဨ
ᚲせ㸦ὀ㸧ࡀࡇࡿ࡞

（ି）建設分野にउいथは，受入れ機関は建設業者੮৬ऋુ同で設઼する১人にਚ属するऒとऋめैれ，当ჾ১人ऋੈ৮ভଡਛ৩となる؛

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

ૅੲᚘဒのಒᙲĬ Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

○ 受入れ機関は，１号特定技能外国人に対しथَ特定技能１号ُの活動を定的かणෟにষअऒとऋでऌるよअに
するための業生活上，日ଞ生活上又はভ生活上の支援の実に関するੑ（１号特定技能外国人支援ੑ؛ਰ下
َ支援ੑُといअ؛）をਛし，当ჾੑに基तऌ支援をষॎなければなैない؛

এॖンॺ

䕔 支援計画のసᡂ
・受入れ機関は，ᅾ␃ㅖ⏦ㄳ（ͤ）に当たり，支援計画をసᡂし，当該⏦ㄳの際に䛭の⏦ㄳ書㢮とేせて提ฟしなけれ
䜀な䜙ない䚹
ͤ特定技能１号に関するᅾ␃㈨᱁認定証明書交付⏦ㄳ，ᅾ␃㈨᱁ኚ᭦許可⏦ㄳ等

䕔 支援計画のసᡂ
・受入れ機関は，ᅾ␃ㅖ⏦ㄳ（ͤ）に当たり，支援計画をసᡂし，当該⏦ㄳの際に䛭の⏦ㄳ書㢮とేせて提ฟしなけれ
䜀な䜙ない䚹
ͤ特定技能１号に関するᅾ␃㈨᱁認定証明書交付⏦ㄳ，ᅾ␃㈨᱁ኚ᭦許可⏦ㄳ等

䕔 支援計画のな記載事項
・⫋業⏕ά上，日常⏕ά上又は♫会⏕ά上の支援として必要であるとして省௧で定䜑䜙れた１䠌項┠（１４䝨ー䝆参↷）の
実施内ᐜ・方法等
・支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者のẶྡཬ䜃ᙺ⫋等
・支援の実施を契約によりの者に委託する場ྜの当該の者のẶྡཬ䜃ఫ所等

・登録支援機関（登録支援機関に委託する場ྜの䜏）

䕔 支援計画のな記載事項
・⫋業⏕ά上，日常⏕ά上又は♫会⏕ά上の支援として必要であるとして省௧で定䜑䜙れた１䠌項┠（１４䝨ー䝆参↷）の
実施内ᐜ・方法等
・支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者のẶྡཬ䜃ᙺ⫋等
・支援の実施を契約によりの者に委託する場ྜの当該の者のẶྡཬ䜃ఫ所等

・登録支援機関（登録支援機関に委託する場ྜの䜏）

䕔 支援計画実施の登録支援機関䜈の委託
・受入れ機関は，支援計画の㒊又は୍㒊の実施をの者に委託することができる（支援委託契約を締結）䚹

・受入れ機関が支援計画の㒊の実施を登録支援機関（１䠑䝨ー䝆参↷）に委託する場ྜには，外国人を支援する体ไ
がある䜒のと䜏な䛥れる䚹

・登録支援機関は，委託を受けた支援業務の実施を᭦に委託することはできない䚹（支援業務の履行を⿵ຓする⠊ᅖで
通ヂ人な䛹をά用することは可能）

䕔 支援計画実施の登録支援機関䜈の委託
・受入れ機関は，支援計画の㒊又は୍㒊の実施をの者に委託することができる（支援委託契約を締結）䚹

・受入れ機関が支援計画の㒊の実施を登録支援機関（１䠑䝨ー䝆参↷）に委託する場ྜには，外国人を支援する体ไ
がある䜒のと䜏な䛥れる䚹

・登録支援機関は，委託を受けた支援業務の実施を᭦に委託することはできない䚹（支援業務の履行を⿵ຓする⠊ᅖで
通ヂ人な䛹をά用することは可能）

؛特定技能２号にणいथは，支援ଝ務ऋないپ

��

○ 情報ુથ
特定技能外国人のෟかणిਫなଛলし・受入れの確৳等のために必要又はથஇな情報をசやかにુથする؛ऒの情報には，特定技能外国人

にબる人・に関ଖする国の機関によるਰ下のষನに関する情報をஅि؛
ٴ ৳সのඉઽ，ୀ৺সの定め，人ਥ૩ষನ，造ધછ等のষઞलા用の不当なඉઽ等

○ ਖชਫのためのੈ৮
定期又はྖৎにੈ৮をষい，本度のిਫなઈ用のためにఒऋ必要と認めैれるਖのชਫにめる؛

žཎܭ২Ꮱſƴ᧙Ƣǔʚ国᧓ӕൿǊ（᳇Ჽ）のಒᙲ

বৠめのポイント

ऴإᡲઃ・ဇႻ国ࡅ

ଐஜ国ࡅ

ඥѦႾ ҽဃіႾ

外ѦႾ ᜩݑ庁

地૾出入国在留管理ޅ

ᣃᢊࡅჄіޅ ᣃᢊࡅჄᜩݑ

ऴإの੩̓元

外国人২Ꮱܱ፼ೞನ な䛹

फឋƳːʼ
ʙಅᎍのऴ
੩̓ሁإ

ϼのဎ入ݣ
Ǖ・ңᜭሁ

फឋƳːʼ
ʙಅᎍのऴ
੩̓ሁإ

৳সをඉઽするなनのபସなൎ介事業者（ঈটーढ़ー）等の介在ଆૃのため，国間ৠめなनのਿ間ધછのਛ等，必要な্ੁをग
る؛

ਿ੦ম্ଉقਛڬگফ１２া２ڱద৮ৠ定ك

়ৌૢੁقਛڬگফ１２া２ڱదഋভ৮ৠ定ك

○ 外国人材のిਫ・ෟな受入れのയਤに向けたੌみ：பସなൎ介事業者等のൾ除
外国人材のଛলしऋ୳定औれる日本語試験を実する�か国（ਰ下َરڵか国ُといअ؛）との間で，பସなൎ介事業者のൾ除を৯的とし，

情報ુથのੌみのଡണをઍとする国間ৠめのためのਿ間ધછのਛを৯すととुに，必要にૢग，上੶国ਰ外の国でँढथଛলし
ऋ୳定औれるुのとの間で，同のਿ間ધછのਛに向けたઐ௱をਤめる؛

বৠめのイওش४

ইॕজআン（３ڵ１ط），ढ़ン४॔（３２５ط）ॿঃشঝ（３２５ط），কンঐ（ڴ２ط３）ش，ঔン०ঝ（４ڳ１ط）

५リছンढ़（６ڵ１ط），インॻॿ३॔（６２５ط），ঋトॼ（１طڳધછઐఌ），ংングছॹ३গ（ڳ２طڴ）

क़६ঋय़५ॱン（１２ڳ１ط），ঃय़५ॱン（１２２３ط）

كਛघる຺がંऔれञব॑ڸۄۂ୬ஊम়ৌૢੁदഥਮ੪ফ１２াଜਠ在ق
౧૾ய（１１か国）

Immigration Services Agency of Japan
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特定技能外国人の許可≧ἣ等について（௧ඖᖺ１２᭶ᮎ⌧ᅾ：㏿報್）

ձ ᅾ␃㈨᱁ㄆᐃド᫂᭩  㸯㸪㸯㸱㸷௳

ղ ᅾ␃㈨᱁ኚ᭦チྍ チྍ 㸯㸪㸮㸴㸰௳

ճ Ⓩ㘓ᨭᶵ㛵Ⓩ㘓 Ⓩ㘓 㸱㸪㸲㸳㸯௳

մ ≉ᥐ⨨ࠕࡢ࡚ࡋ≉ᐃάືࠖ チྍ 㸶㸳７௳

特 定 技 能 ไ ᗘ 運 用 ≧ ἣ 䐟

（ᮍ交付ྵ䜐）

特定技能ᅾ␃外国人数（௧ඖᖺ１１᭶ᮎ⌧ᅾ：㏿報್）

≉ᐃᢏ⬟㸯ྕᅾ␃እᅜேᩘ 㸯㸪㸮㸯㸷ே

許可件数等の内ヂ

0 2 20 34 
120 

219 

597 

1,019 

0

200

400

600

800

1,000

1,200 分野 人数
ㆤ １䠕人
ビルクリー䝙ング １２人
⣲ᙧᮦ⏘業 １４䠏人
⏘業機械〇造業 １䠑１人
電気・電Ꮚ報関連⏘業 䠏１人
建設 䠑䠕人
造船・舶用工業 䠏２人
自動車整備 䠔人
航空 䠌人
宿泊 １䠏人
㎰業 １６䠕人
⁺業 䠔人
㣧㣗ᩱ品〇造業 䠏䠌䠏人
外㣗業 䠓１人

会♫（ᰴᘧ会♫，ྜ同会♫等）
１，䠔䠏䠕件
䠑䠏䠂

䛭の
２４２件
䠓䠂

登録支援機関の内ヂ♫会ಖ㝤ປ務ኈ（ಶ人）
䠑䠕件
２䠂

୍⯡♫団法人
䠕６件
䠏䠂

行ᨻ書ኈ（ಶ人）
２䠓６件
䠔䠂

୰ᑠ企業事業協同組ྜ
䠕䠏䠕件
２䠓䠂

Immigration Services Agency of Japan
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236 
411 

675 

1,139 

148 

380 

676 

1,062 

0 14 20 96 
205 

384 

791 

1,351 

2,201 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ᅾ␃㈨᱁認定証明書交付件数 ᅾ␃㈨᱁ኚ᭦許可件数
（許可・交付件数）

1㻥

䕔 特定技能１号，特定技能２号にඹ通の基‽
䐟 １䠔ṓ以上であること
䐠 ᗣ≧ែがⰋዲであること
䐡 ㏥ཤᙉไのなᇳ行に協力する外国ᨻᗓがⓎ行した旅ๆを所ᣢしていること
䐢 ಖ証金のᚩ等を䛥れていないこと
䐣 外国の機関に㈝用を支払っている場ྜは，㢠・内ヂを༑分に理解して機関との㛫でྜពしていること
䐤 送ฟし国で㑂Ᏺす䜉き手⥆が定䜑䜙れている場ྜは，䛭の手⥆を⤒ていること

䐥 㣗㈝，ᒃఫ㈝等外国人が定期に㈇ᢸする㈝用について，䛭の対価として供䛥れる┈の内ᐜを༑分
に理解した上でྜពして䛚り，䛛つ，䛭の㈝用の㢠が実㈝┦当㢠䛭のの適正な㢠であり，明⣽書䛭の
の書面が提♧䛥れること

䐦 分野に特᭷の基‽に適ྜすること（ͤ分野所管省ᗇの定䜑る࿌♧で規定）

䕔 特定技能１号の䜏の基‽
䐟 必要な技能ཬ䜃日本語能力を᭷していることが，試験䛭のの評価方法により証明䛥れていること（た
䛰し，技能実習２号をⰋዲにಟしている者であり，䛛つ，技能実習に䛚いてಟᚓした技能が，ᚑ事しよう
とする業務に䛚いて要する技能と関連ᛶが認䜑䜙れる場ྜは，これに該当する必要がない）
䐠 特定技能１号でのᅾ␃期㛫が通⟬して䠑ᖺに㐩していないこと

䕔 特定技能２号の䜏の基‽
䐟 必要な技能を᭷していることが，試験䛭のの評価方法により証明䛥れていること
䐠 技能実習⏕の場ྜは，技能の本国䜈の⛣㌿にດ䜑る䜒のと認䜑䜙れること

ཎܭ২Ꮱ外国人ƴ᧙Ƣǔؕแ
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Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

źඥᇹᲱவᇹ１ᇹ２ӭᲦɥᨕؕแႾ令Ż

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ特 定 技 能 ไ ᗘ 運 用 ≧ ἣ 䐠

実施場所（実施᭶） 受験者数 ྜ᱁者数 ᚋの実施ண定（ὀ1）

ㆤ

㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ�᭶㹼��᭶
㸦ࢪ࣎ࣥ࢝㸧 ����ᖺ�᭶㹼��᭶
㸦ࢩࢿࢻࣥ㸧����ᖺ��᭶㹼��᭶
㸦࣮ࣝࣃࢿ㸧 ����ᖺ��᭶㹼��᭶
㸦ࣔࣥࣝࢦ㸧 ����ᖺ��᭶���᭶
㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ��᭶㹼��᭶

㸦ᢏ⬟ヨ㦂㸧
�����ே㸦ὀ㸰㸧
㸦᪥ᮏㄒヨ㦂㸧
�����ே㸦ὀ㸰㸧

㸦ᢏ⬟ヨ㦂㸧
�����ே㸦ὀ㸰㸧
㸦᪥ᮏㄒヨ㦂㸧
�����ே㸦ὀ㸰㸧

㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ�᭶
㸦ࢪ࣎ࣥ࢝㸧 ����ᖺ�᭶
㸦ࢩࢿࢻࣥ㸧����ᖺ�᭶
㸦࣮ࣝࣃࢿ㸧 ����ᖺ�᭶

ビルクリー䝙ング
㸦࣮࣐࣑ࣥࣕ㸧 ����ᖺ��᭶
㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ��᭶���᭶ ���ே ���ே 㸫

⣲ᙧᮦ⏘業（ὀ䠏）
⏘業機械〇造業（ὀ䠏）
電気・電Ꮚ報関連⏘業（ὀ䠏）

㸫 㸫 㸫 㸦ࢩࢿࢻࣥ㸧����ᖺ�᭶

造船・舶用工業（ὀ䠏） 㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ��᭶ 㸦ὀ㸰㸧 㸦ὀ㸰㸧 㸫

自動車整備 㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ��᭶ ��ே ��ே 㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ�᭶㹼�᭶

航空（ὀ䠏）
㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ��᭶
㸦ࣔࣥࣝࢦ㸧 ����ᖺ��᭶
㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ��᭶

���ே ���ே 㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ�᭶

宿泊
㸦࣮࣐࣑ࣥࣕ㸧 ����ᖺ��᭶
㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ�᭶���᭶ �����ே ���ே 㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ�᭶

㎰業（ὀ䠏） 㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ��᭶㹼��᭶ �ே㸦ὀ㸰㸧 �ே㸦ὀ㸰㸧
㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ�᭶㹼�᭶
㸦ࢪ࣎ࣥ࢝㸧 ����ᖺ�᭶㹼�᭶
㸦ࢩࢿࢻࣥ㸧����ᖺ�᭶㹼�᭶

⁺業（ὀ䠏） 㸫 㸫 㸫 㸦ࢩࢿࢻࣥ㸧����ᖺ�᭶

㣧㣗ᩱ品〇造業
㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ��᭶���᭶
㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ��᭶ ���ே㸦ὀ㸰㸧 ���ே㸦ὀ㸰㸧

㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ�᭶㹼�᭶
㸦ࢩࢿࢻࣥ㸧����ᖺ�᭶㹼�᭶
㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ�᭶

外㣗業
㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ��᭶���᭶
㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ�᭶��᭶��᭶���᭶ �����ே㸦ὀ㸰㸧 �����ே㸦ὀ㸰㸧

㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ�᭶㹼�᭶
㸦ࢪ࣎ࣥ࢝㸧 ����ᖺ�᭶㹼�᭶
㸦᪥ᮏᅜෆ㸧 ����ᖺ�᭶

国際交流基金
日本語基礎テスト

㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ�᭶㹼�᭶��᭶㹼��᭶
㸦ࢪ࣎ࣥ࢝㸧 ����ᖺ��᭶
㸦ࢩࢿࢻࣥ㸧����ᖺ��᭶���᭶
㸦࣮ࣝࣃࢿ㸧 ����ᖺ��᭶���᭶
㸦ࣔࣥࣝࢦ㸧 ����ᖺ��᭶

�����ே ���ே

㸦ࣥࣆࣜࣇ㸧 ����ᖺ�᭶
㸦ࢪ࣎ࣥ࢝㸧 ����ᖺ�᭶
㸦ࢩࢿࢻࣥ㸧����ᖺ�᭶
㸦࣮ࣝࣃࢿ㸧 ����ᖺ�᭶

㻔ὀ1） 2020ᖺ1᭶以㝆の実施ண定はኚ᭦䛥れᚓる䚹
㻔ὀ2） 11᭶以㝆に実施䛥れたㆤ（技能試験ཬ䜃日本語試験），造船・舶用工業，㎰業，㣧㣗ᩱ品〇造業，外㣗業の受験者数ཬ䜃ྜ᱁者数のう䛱ᮍⓎ表分については，ྛ者数の⣼計್にྵ䜣でいない䚹
㻔ὀ3) 業務区分によって試験実施≧ἣが␗なる䚹

特定技能試験等の実施≧ἣについて（௧ඖᖺ１２᭶ᮎ⌧ᅾ䚹ྛ試験実施機関の䜴䜵䝤サ䜲トを参⪃にసᡂした䜒の䚹）

20

Ӗ入Ǖೞ᧙ƴ᧙ƢǔؕแĬ

䕔特定技能雇用契約が満たす䜉き基‽
䐟 分野省௧で定䜑る技能を要する業務にᚑ事䛥せる䜒のであること

䐠 所定ປാ㛫が，同じ受入れ機関に雇用䛥れる通常のປാ者の所定ປാ㛫と同等であること

䐡 報酬㢠が日本人がᚑ事する場ྜの㢠と同等以上であること

䐢 外国人であることを理⏤として，報酬のỴ定，ᩍ⫱カ⦎の実施，⚟ཌ⏕施設の用䛭のの待㐝に

ついて，ᕪ別的な取扱いをしていないこと

䐣 ୍ᖐ国をᕼᮃした場ྜ，ఇᬤを取ᚓ䛥せる䜒のとしていること

䐤 ປാ者ὴ㐵の対㇟とする場ྜは，ὴ㐵ඛ䜔ὴ㐵期㛫が定䜑䜙れていること

䐥 外国人がᖐ国旅㈝を㈇ᢸできないときは，受入れ機関が㈇ᢸするとと䜒に契約⤊ᚋのฟ国がに

な䛥れるよう必要なᥐ⨨をㅮ䛪ることとしていること

䐦 受入れ機関が外国人のᗣの≧ἣ䛭のの⏕άの≧ἣをᢕᥱするた䜑に必要なᥐ⨨をㅮ䛪ることと

していること

䐧 分野に特᭷の基‽に適ྜすること（ͤ分野所管省ᗇの定䜑る࿌♧で規定）

��

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

źඥᇹ２வのᲯᇹ１Ღᇹ２Ღཎܭ২ᏡؕแႾ令ᇹ１வŻ

基本方針・務省௧等について

��

Ӗ入Ǖೞ᧙ƴ᧙Ƣǔؕแĭ

䕔受入れ機関自体が満たす䜉き基‽
䐟 ປാ，♫会ಖ㝤ཬ䜃⛒⛯に関する法௧を㑂Ᏺしていること

䐠 １ᖺ以内に特定技能外国人と同✀の業務にᚑ事するປാ者を㠀自Ⓨ的に㞳⫋䛥せていないこと

䐡 １ᖺ以内に受入れ機関の㈐䜑にᖐす䜉き事⏤により行方明者をⓎ⏕䛥せていないこと

䐢 Ḟ᱁事⏤（䠑ᖺ以内にฟ入国・ປാ法௧㐪がないこと等）に該当しないこと

䐣 特定技能外国人のά動内ᐜに係るᩥ書をసᡂし，雇用契約⤊日䛛䜙１ᖺ以上備䛘て⨨くこと

䐤 外国人等がಖ証金のᚩ等を䛥れていることを受入れ機関が認㆑して雇用契約を締結していないこと

䐥 受入れ機関が㐪約金を定䜑る契約等を締結していないこと

䐦 支援に要する㈝用を，直接又は㛫接に外国人に㈇ᢸ䛥せないこと

䐧 ປാ者ὴ㐵の場ྜは，ὴ㐵ඖが当該分野に係る業務を行っている者な䛹で，適当と認䜑䜙れる者であ

る䜋䛛，ὴ㐵ඛが䐟䡚䐢の基‽に適ྜすること

䐨 ປ⅏ಖ㝤関係のᡂ立のᒆฟ等のᥐ⨨をㅮじていること

䐩 雇用契約を継⥆して履行する体ไが適ษに整備䛥れていること

䐪 報酬を㡸㈓金ཱྀᗙ䜈の㎸等により支払うこと

䐫 分野に特᭷の基‽に適ྜすること（ͤ分野所管省ᗇの定䜑る࿌♧で規定）
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Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

źඥᇹ２வのᲯᇹᲭᲦᇹ４Ღཎܭ২ᏡؕแႾ令ᇹ２வᇹ１Ż

ཎܭ২Ꮱの在留資格ƴ̞ǔСࡇのᢃဇƴ᧙Ƣǔؕஜ૾ᤆのಒᙲ

特定技能１号 特定技能２号

技能Ỉ‽ ┦当⛬ᗘの▱㆑又は⤒験を必要
とする技能（ͤ）

・

熟⦎した技能（ͤ）

１

日本語能力
Ỉ‽

ある⛬ᗘ日常会ヰができ，⏕ά
に支㞀がない⛬ᗘを基本とし，業
務上必要な日本語能力（ͤ）

ٕ

ᅾ␃期㛫 通⟬で䠑ᖺを上㝈 ᅾ␃期㛫の᭦᪂が必要

ᐙ᪘のᖏ同 基本的に可 可能

呋１号特定技能外国人に対する支援
生活ड़リग़ンॸー३ঙン，生活のための日本語習੭の支援，外国人かैの相・ౙ情対ૢ，外国人と日本人とのઐのയਤにબる支援
ૡするにঁটーডークをਹ用するৃ়には，ঁটーডークはൌ件，技能水準，日本語能力等をཔしిજに業相・ງ介を実

呋౻用形ଙ ইルॱॖとした上で，ਉಋとしथઉம౻用؛特の事情ऋँるৃ়，外的にୣാを認めるऋ，分野શઈ用্ଉに੶
呋基本্ଉのৄઉし ਫ১ষ２年を৯ಥとしथਫ਼ୈをਸइ，必要ऋँればৄઉし

呋国にउけるੌ等 ১務，ௐ生ௌ௮等の関બ機関の連ਘ৲によるபସなൎ介事業者（ঈটーढ़ー）等のൾ除のජೲ
呋国外にउけるੌ等 ৳সをඉઽするなनのபସなൎ介事業者等の介在ଆૃのため，国間ৠめなनのਿ間ધછのਛ等，必要な্ੁを

गる
呋人ু不ଌ૾யの৲等षの対ૢ
，人ু不ଌ૾யに৲ऋ生गたと認めैれるৃ়には؛分野ਚଵষ機関のশは，特定産業分野にउける人ু不ଌの૾யにणいथಲਢ的にཔس
度関બ機関ल分野ਚଵষ機関は০の受入れ্ଉ等にणいथੈ৮؛必要にૢगथ関બదഋভ৮にउいथ，分野શઈ用্ଉのৄઉし，在留資
格認定છのઐહのૃ又は特定産業分野を定めるഥかै当ჾ分野のచ除のೈ઼をਫ਼ୈ

向ऒअ５年間の受入れৄみਯは，পऌな経ੋ情િの৲ऋ生गない限ॉ，本度に基तऎ外国人受入れの上限としथઈ用س
呋上のਖऋ生गたৃ়の対ૢ
特定技能外国人の受入れによॉ，ষ্不者の生や上のਖऋ生गないよअ，度関બ機関ल分野ਚଵষ機関は，情報の連लཔ
にめるととुに，必要なೈ઼をगる

呋特定技能外国人を受け入れる分野
生産ਙ向上や国人材確৳のためのੌをষढथुなउ，人材を確৳するऒとऋな
૾யにँるため，外国人によॉ不ଌする人材の確৳をるसऌ産業上の分野（特定産業
分野）

呋人材ऋ不ଌしथいるୠの૾யに配ൟ
পजのの特定ୠにૌ度にૐরしथௌするऒととなैないよअ，必要なೈ઼
をगるよअめる

呋受入れৄみਯ 分野શઈ用্ଉに向ऒअ５年間の受入れৄみਯを੶ൗ

特定技能の在留資格पબる২のిਫऩઈ৷॑るञめप定める特定技能の在留資格पબる২のઈ৷पঢ়घる
੦ম্ଉقਫলোবଵ৶लড়認定১ਸ਼２のكگ

１ Сࡇのॖ፯ƴ᧙Ƣǔʙ

２ 外国人ƴǑǓɧឱƢǔ人のᄩ̬ǛǔǂƖငಅɥのЎƴ᧙Ƣǔʙ Ჭ ൭ǊǒǕǔ人ƴ᧙Ƣǔʙ

４ ᧙̞ᘍೞ᧙のʙѦのᛦૢƴ᧙ƢǔؕஜႎƳʙ

Ჯ Сࡇのᢃဇƴ᧙Ƣǔᙲʙ

র৵・৵ૠெ事業者をはगめとしたമ৲する人ু不ଌに対ૢするため，生産ਙ向上や国人材の確৳のための
ੌをষढथुなउ人材を確৳するऒとऋな૾யにँる産業上の分野にउいथ，定の௧ਙ・技能をથし໌ਅ
力となる外国人を受け入れथいऎலੌみをଡണ

分野ਚଵষ機関ऋ（پ）
定める試験等で確認

��

䕔受入れ機関自体が満たす䜉き基‽（支援体ไ関係）
ͤ 登録支援機関に支援を㒊委託する場ྜには満たす䜒のと䜏な䛥れ䜎す䚹

䐟 以ୗのい䛪れ䛛に該当すること

ア 㐣ཤ２ᖺ㛫に୰㛗期ᅾ␃者（ᑵປ㈨᱁の䜏䚹）の受入れ又は管理を適正に行った実⦼があり，䛛つ，

ᙺ⫋ဨの୰䛛䜙，支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者（事業所䛤とに１ྡ以上䚹以ୗ同じ䚹）を㑅௵していること

（支援㈐௵者と支援ᢸ当者はව௵可䚹以ୗ同じ）

䜲 ᙺ⫋ဨで㐣ཤ２ᖺ㛫に୰㛗期ᅾ␃者（ᑵປ㈨᱁の䜏䚹）の⏕ά┦ㄯ等にᚑ事した⤒験を᭷する䜒の

の୰䛛䜙，支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者を㑅௵していること

䜴 ア又は䜲と同⛬ᗘに支援業務を適正に実施することができる者で，ᙺ⫋ဨの୰䛛䜙，支援㈐௵者ཬ

䜃支援ᢸ当者を㑅௵していること

䐠 外国人が༑分理解できるゝ語で支援を実施することができる体ไを᭷していること

䐡 支援≧ἣに係るᩥ書をసᡂし，雇用契約⤊日䛛䜙１ᖺ以上備䛘て⨨くこと

䐢 支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者が，支援計画の୰立な実施を行うことができ，䛛つ，Ḟ᱁事⏤に該当しな

いこと

䐣 䠑ᖺ以内に支援計画に基づく支援をᛰったことがないこと

䐤 支援㈐௵者又は支援ᢸ当者が，外国人ཬ䜃䛭の┘╩をする立場にある者と定期的な面ㄯを実施する

ことができる体ไを᭷していること

䐥 分野に特᭷の基‽に適ྜすること（ͤ分野所管省ᗇの定䜑る࿌♧で規定）

Ӗ入Ǖೞ᧙ƴ᧙ƢǔؕแĮ
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źඥᇹ２வのᲯᇹᲭᲦཎܭ২ᏡؕแႾ令ᇹ２வᇹ２Ż

䕿 受入れ機関が外国人と結䜆雇用契約が満たす䜉き基‽
・ 報酬㢠が日本人がᚑ事する場ྜの㢠と同等以上であること
・ ୍ᖐ国をᕼᮃした場ྜ，ఇᬤを取ᚓ䛥せる䜒のとしていること
・ 外国人がᖐ国旅㈝を㈇ᢸできないときは，受入れ機関が㈇ᢸするとと䜒
に契約⤊ᚋのฟ国がにな䛥れるᥐ⨨をㅮ䛪ることとしていること

な䛹
䕿 受入れ機関自体が満たす䜉き基‽
・ ປാ，♫会ಖ㝤ཬ䜃⛒⛯に関する法௧を㑂Ᏺしていること
・ １ᖺ以内に特定技能外国人と同✀の業務にᚑ事するປാ者を㠀自Ⓨ的
に㞳⫋䛥せていないこと
・ １ᖺ以内に受入れ機関の㈐䜑にᖐす䜉き事⏤により行方明者をⓎ⏕
䛥せていないこと
・ Ḟ᱁事⏤（䠑ᖺ以内にฟ入国・ປാ法௧㐪がない等）に該当しないこと
・ 報酬を㡸㈓金ཱྀᗙ䜈の㎸等により支払うこと
・ ୰㛗期ᅾ␃者の受入れ又は管理を適正に行った実⦼があり，䛛つ，ᙺ
⫋ဨの୰䛛䜙，支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者を㑅௵していること（ව௵可）
等（䠆）

・ 外国人が༑分理解できるゝ語で支援を実施することができる体ไを᭷し
ていること（䠆）
・ 支援㈐௵者等がḞ᱁事⏤に該当しないこと（䠆） な䛹
（ὀ）上記のう䛱䠆を付した基‽は，登録支援機関に支援を㒊委託する場ྜには要

䕿 支援計画が満たす䜉き基‽
ͤ 基本方針記載の支援の内ᐜを規定

䕿 登録支援機関の登録に関する規定等

・ 支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者が㑅௵䛥れていること（ව
௵可）

・ ୰㛗期ᅾ␃者の受入れ又は管理を適正に行った実⦼
があること等

・ 外国人が༑分理解できるゝ語で支援を実施すること
ができる体ไを᭷していること な䛹

䕿 受入れ機関のᒆฟ事項等

䕿 䛭の
・ 特定技能１号のᅾ␃期㛫は通⟬で䠑ᖺ
・ １ᅇ当たりのᅾ␃期㛫（᭦᪂可能）は，

特定技能１号 １ᖺ，６䛛᭶又は４䛛᭶
特定技能２号 䠏ᖺ，１ᖺ又は６䛛᭶ な䛹

䕿 外国人本人に関する基‽
・ １䠔ṓ以上であること
・ ᗣ≧ែがⰋዲであること
・ ಖ証金のᚩ等を䛥れていないこと
・ 送ฟし国で㑂Ᏺす䜉き手⥆が定䜑䜙れている場ྜ
は，䛭の手⥆を⤒ていること
・ 特定技能１号：必要な技能Ỉ‽ཬ䜃日本語能力Ỉ‽
（ὀ） 技能実習２号をⰋዲにಟしている者は試験をච㝖

・ 特定技能２号：必要な技能Ỉ‽
な䛹

１ ᪂たに設けた省௧（２省௧）

䐟 上㝣基‽省௧

（ὀ） ᪂たな外国人ᮦ受入れに関するᨻ௧としては，登録支援機関の登録手数ᩱ㢠（登録２䠔，４䠌䠌，᭦᪂１１，１䠌䠌），登録支援機関
の登録ᣄྰ事⏤に関する規定の整備

䐟 特定技能基‽省௧

䐠 ฟ入国管理ཬ䜃㞴Ẹ認定法施行規則

２ ᪤Ꮡの省௧のᨵ正（２省௧）

䐠 分野省௧

䕿 受入れ分野，技能Ỉ‽
ͤ分野別運用方針をᫎ䛥せたᙧで規定

ૼƨƳ外国人Ӗ入Ǖƴ᧙ƢǔႾ令のᭌ܇
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䐟 支援計画にア䡚䜸を記載すること

ア 支援の内ᐜ

・ 本㑥入国๓に，本㑥で␃ពす䜉き事項に関する報の提供を実施

すること

・ ฟ入国しようとする㣕行場等に䛚いて外国人の送㏄をすること

・ ㈤㈚契約のಖ証人となること䛭のの適ษなఫᒃの確ಖに係る支

援，㡸㈓金ཱྀᗙの㛤設ཬ䜃ᦠᖏ電ヰの用に関する契約䛭のの⏕

άに必要な契約に係る支援をすること

・ 本㑥入国ᚋに，本㑥での⏕ά୍⯡に関する事項等に関する報の

提供を実施すること

・ 外国人がᒆฟ等の手⥆を履行するに当たり，同行等をすること

・ ⏕άに必要な日本語をᏛ習する機会を提供すること

・ ┦ㄯ・ⱞ対応，ຓゝ，指導等をㅮじること

・ 外国人と日本人との交流のಁ進に係る支援をすること

・ 外国人の㈐䜑にᖐす䜉き事⏤によ䜙ないで雇用契約を解㝖䛥れる場

ྜに䛚いて，᪂しいᑵ⫋ඛでά動を行うことができるようにするた䜑の

支援をすること

・ 支援㈐௵者又は支援ᢸ当者が外国人ཬ䜃䛭の┘╩をする立場にあ

る者と定期的な面ㄯを実施し，ປാ関係法௧㐪等のၥ㢟のⓎ⏕を

▱ったときは，䛭の᪨を関係行ᨻ機関に通報すること

ૅੲᚘဒƴ᧙Ƣǔؕแ

䕔支援計画が満たす䜉き基‽

䜲 登録支援機関に支援を㒊委託する場ྜは，委託契約の内ᐜ等

䜴 登録支援機関以外に委託する場ྜは，委託ඛ䜔委託契約の内ᐜ

䜶 支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者のẶྡཬ䜃ᙺ⫋ྡ

䜸 分野に特᭷の事項

䐠 支援計画は，日本語ཬ䜃外国人が༑分理解できるゝ語によりసᡂし，

外国人に䛭のしを交付しなけれ䜀な䜙ないこと

䐡 支援の内ᐜが，外国人の適正なᅾ␃に㈨する䜒のであって，䛛つ，受

入れ機関等に䛚いて適ษに実施することができる䜒のであること

䐢 本㑥入国๓の報の提供の実施は，対面又はテレビ電ヰ装⨨等によ

り実施䛥れること

䐣 報の提供の実施，┦ㄯ・ⱞ対応等の支援が，外国人が༑分理解

できるゝ語で実施䛥れること

䐤 支援の୍㒊を者に委託する場ྜにあっては，委託の⠊ᅖが明♧䛥

れていること

䐥 分野に特᭷の基‽に適ྜすること（ͤ分野所管省ᗇの定䜑る࿌♧で規

定）

�8
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䕔登録支援機関の登録ᣄྰ事⏤

ͤ ḟにᥖげる登録ᣄྰ事⏤に該当しなけれ䜀，法人の䜏な䜙䛪ಶ人であって䜒登録が認䜑䜙れ䜎す䚹

䐟 関係法ᚊによるฮ⨩にฎせ䜙れ，䛭のᇳ行を⤊わり又はᇳ行を受けることがなくなった日䛛䜙䠑ᖺを⤒㐣しない者

䐠 ᚰ㌟のᨾ㞀により支援業務を適正に行うことができない者，◚⏘手⥆㛤ጞのỴ定を受けてᶒをᚓない者等

䐡 登録支援機関としての登録を取りᾘ䛥れた日䛛䜙䠑ᖺを⤒㐣しない者（取りᾘ䛥れた法人のᙺဨであった者をྵ䜐）

䐢 登録の⏦ㄳの日๓䠑ᖺ以内にฟ入国又はປാに関する法௧に関し正又はⴭしく当な行Ⅽをした者

䐣 ᭀ力団ဨ等ᭀ力団㝖のほ点䛛䜙定䜑る事⏤に該当する者

䐤 受入れ機関䜔技能実習ไᗘに䛚ける実習実施者等であった場ྜに䛚いて，㐣ཤ１ᖺ㛫に自䜙の㈐䜑にᖐす䜉き事⏤により

行方明者をⓎ⏕䛥せている者

䐥 支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者が㑅௵䛥れていない者（支援㈐௵者と支援ᢸ当者とのව௵は可）

䐦 ḟのい䛪れに䜒該当しない者

ア 㐣ཤ２ᖺ㛫に୰㛗期ᅾ␃者（ᑵປ㈨᱁の䜏䚹）の受入れ又は管理を適正に行った実⦼がある者であること

䜲 㐣ཤ２ᖺ㛫に報酬をᚓる┠的で業として本㑥ᅾ␃外国人に関するྛ✀┦ㄯ業務にᚑ事した⤒験を᭷する者であること

䜴 支援㈐௵者ཬ䜃支援ᢸ当者が㐣ཤ䠑ᖺ㛫に２ᖺ以上୰㛗期ᅾ␃者（ᑵປ㈨᱁の䜏䚹）の⏕ά┦ㄯ業務にᚑ事した୍定の⤒験を᭷する者であること

䜶 ア䡚䜴と同⛬ᗘに支援業務を適正に実施することができる者であること

䐧 外国人が༑分理解できるゝ語による報提供・┦ㄯ等の支援を実施することができる体ไを᭷していない者

䐨 支援業務の実施≧ἣに係るᩥ書をసᡂし，雇用契約⤊日䛛䜙１ᖺ以上備䛘⨨䛛ない者

䐩 支援㈐௵者又は支援ᢸ当者が୍定の๓⛉がある等のḞ᱁事⏤に該当する者

䐪 支援に要する㈝用を，直接又は㛫接に外国人に㈇ᢸ䛥せる者

䐫 支援委託契約を締結するに当たり，受入れ機関に対し，支援に要する㈝用の㢠ཬ䜃内ヂを♧䛥ない者

ႇૅੲೞ᧙のႇԁʙဌ
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źඥᇹ１９வの２６Ღᘍ令ᇹᲯவᲦᘍᙹЩᇹ１９வの２ᲪᲦᇹ１９வの２１Ż

����在留資格ুਢのෟ৲؞ဌச৲
○ 受入れ੫業等による在留資格ুਢのड़ンছॖンணடの対象のఁপ（在留資格認定છઐહ
ணடؚ在留資格更ಅ可ணடؚௌ資格છઐહணட等）ؚఏ準૪৶期間のཫষ

○ ঐॖॼンংーढ़ーॻのෟな੭・更新ؚ在留ढ़ーॻとঐॖॼンংーढ़ーॻの৬৲の
ਫ਼ୈ

����在留ଵ৶੦ೕのਘ৲
○১務・ௐ生ௌ௮にउいथؚ外国人の在留૾ய・౻用૾யのਫ確なཔのためؚ情報ુ
થをਤするためのड़ンছॖン連のਫ਼ୈ

○ 業ரશ・ரશ・在留資格શ等のௌ૾யをਫ確にཔするலੌみのଡണؚਁ的ଁੑの
ౄ実・活用

○ ল入国在留ଵ৶ૂにउけるল入国ल在留ଵ৶৬のਘ৲
����留৾েの在ආଵ৶のජೲ
○ 留৾生の在ආଵ৶ऋ不ిਫなপ৾等に対するؚ留৾生の受入れを認めない等の在留資格
ଟਪのడ格৲やؚ留৾生શఐにणいथの日本語ઇ機関と同の基準ਛ等

○ 日本語ઇ機関に関する情報を関બ機関でુથしҨ১務にउける৹ਪや外務にउける
ਪଟਪに活用

����技能ৰಆ২のಌऩるిਫ৲
○ 外国人技能実習機ଡの実ਫ਼ਪ能力のਘ৲のためؚল入国在留ଵ৶ૂऋཔしथいる技
能実習生の情報をુથ

○ 不ਫを知ढたৃ়の対ૢ্১लଷῬにಬ等にඕऌまれる可能ਙなनにणいथؚ
技能実習生にઉமఢ知する্ੁをਫ਼ୈ

○ 技能ৰಆেのଷῬಉのଆૃ॑৯धखञੌのਘ৲（ଷῬにషிਙऋँる実習実者の
定期間の新ૠ受入れૃ等）ؚমযधのಉਾີಉのન認のජೲؚযਥ૩ಉのৃ়
のৰಆのಌが૭能दँるऒधのఢੴ

����ਂ১在ಉषのৌੁਘ৲
○ ૂؚ১務ؚ外務等の関બ機関の連ਘ৲による不১在者等のൾ除のජೲ
○ ෘଣ免のମ੪৳人にબるよॉඦなిਙଟਪの実लෘଣ免を認めるの৳সの
সપ設定のిਫ৲

○ 国ક機関（,20）によるష国支援উটグছを活用しؚଛ൬ᅏೂ者をᄽਔऔせ自
的なল国をയਤするためのੌをౄ実

○ َઽઍ・ଛ൬に関する௧部ভُの৮を౷まइたؚથऩଛ൬্১ಉの在ॉ্ृ১ତ
॑அिೈ઼のਫ਼ୈ

ৗञऩ在留ଵ৶৬のଡണ

����ෟऩ॥গॽॣش३ঙンのৰਠقমୁઇのౄৰك
○ َেણधखथのਗবযُपৌघるমୁઇのౄৰ（ୠにउける日本語ઇ୭をਘ৲
するための়的な৬整備ؚ,&7ઇ材の対ૢ語のఁপ等）

○ ఽ間র৾の設઼യਤとजのઇ活動のౄ実
○ َচーটॵঃ語ુ通ස（ &()5�）ُをઅにした日本語ઇのఏ準等のਛ
○日本語ઇపのുਛ・ଢ଼修উটグছのఒ・ౄ実・ؚ日本語ઇపの資ସ・能力をす
る新たな資格の整備

○ ਗবয労௮の就労ৃએपउऐるমୁ॥গॽॣش३ঙン能ৡの௬੍ର（॥গニॣー
३ঙン能力の定ଝ・௬ॶールのਛَؚऱな形ُとしथの੫業षの）

��� ਗবযのपબるৌੁ
○ ৳ਚ等にउける外国人ుญに対するిજな支援をਤ
○ ਗবযుญেെの就৾ਃভのిજऩન৳ಉ（َ外国人の子の৾૾ய等৹ਪُのટに基
तऎ৾૾யཔ・৾യਤの事のؚ日本語等ऌめかなをষअ自৬の
支援）

○ 日本語に必要なઇ৩定ਯのଝ務ఏ準১のૠ定に基तऎା実なఒと日本語ଓஃ者・
ಟ語支援৩等の配઼षの支援

○ ઇ৩等の資ସ能力の向上（ଢ଼修者のുਛ্ؚਁુ੮৬ऋ実するଢ଼修षの者ୣാ
等による৸国的なଢ଼修実のയਤ）

○ ୠ੫業や132等と連したৈૅ生等のय़কリ॔ઇ等をষअ自৬षの支援
����留৾েの就ಉの੍ର
ٳ 日本のপ৾を෮業した留৾生の機ভのఁপのための特定活動ઔં（ਸ਼４６号）のఢ知
○ ෮のব就യਤ（通年఼用のയਤؚऋ定した留৾生に఼用までの在をَ特
定活動ُで認めるඞいの੫業等षのఢ知等）

○ ৹৶又は製წの௧修৾ૅを෮業する等した留৾生ऋでऌる業務の்ऋఁপऔれたَ日本
の食ધ৲ਲ外人材ਛ事業ُの

○ র৵੫業等にするの在留౾ணடুਢにउける更なるল資料のල素৲
○ ધ部ఐ৾によるপ৾等のയਤのউটグছの認定等
○ 留৾েのਙपૢगञ఼৷৭અ؞఼৷のฑໞऩୄಉのਤपऐञॳख़ॵॡজ५トृ
ঋ५トউছॡॸॕ५ಉの૯ன৫ؚঢ়બૂऊら৽ੋ੮৬ृপ৾ಉषのఢੴ

○ 留৾生の૨のਁの要டؚ支援のੌ૾யや૾யにૢगたઇ機関に対するတ
৾সのર配分ؚ介護人材確৳のための留৾・日本語৾習支援のౄ実

○ ্੫業に対しथुかै活ඩまでのऌめやかな支援をဌசかण૨的にするためؚ
௧家を৸国に配઼

○ ॖンॱーン३ॵউのঐॵॳングल日本੫業でのに関ੱをणुのを対象とした国外
での४ঙঈইख़॔等の情報の実

○ 留৾েृਲਗऊらのインॱشン३ॵউのਭোれのയਤ（外国人ુ生७ンॱー（ෘู）をುਡ
としたହভや७ॼー等の実等）

○ ॖンॱーン३ॵউのిਫなਹ用യਤのためのफ़ॖॻছॖンのੁ定ल当ჾ度のఢ知
����ిਫऩ労௮୭ಉのન৳
⋇ ిਫऩ労௮੯ध౻৷ଵ৶のન৳ؚ労௮৸ୋেのન৳
○ ௌ௮基準૰౧・ঁটーডークの৬整備 ؚ外国人技能実習機ଡの実ਫ਼ਪ能力のਘ৲
○ Ҧ外国人ௌ௮者相॥ーॼーҧؚҦ外国人ௌ௮者向け相ॲॖখルҧलَௌ௮件相ऺढと
ছॖンُにउける語対ૢのਤҩ相৬のఁౄ（��か国語対ૢ）

○ 技能実習生に対しथ新たにఢ知すसऌ情報等のྖৎを可能にするためؚ入国ৎに配ഘし
थいる技能実習生ুにणいथ॔উリ৲

○ 外国人ௌ௮者向け৸ୋেઇઇ౫のୁ৲ؚ95技等を用いた૫৬ઇ用ઇ材の
ਛ

ͤୗ⥺はᖹᡂ䠏䠌ᖺ１２᭶⥲ྜ的対応⟇䛛䜙のኚ᭦

⋈ ୠदの定खञ就労の੍ର
○ ঁটーডークにउける語対ૢのਤ（��か国語対ૢ）とୠにउけるગ支援ؚ定
ક外国人向け業ธ練の実

○ 日本のৃにउける॥গニॣー३ঙン能力の向上やビ४ॿ५ঐॼー等に関する知識習੭
を৯的としたଢ଼修事業にणいथؚ実ୠल対象者ਯをఁౄ

����ভ৳૫षのਸোയਤಉ
○ ১務かैௐ生ௌ௮等षの情報等によるভ৳૫षのਸ入യਤ
○ ୢ৳૫のిਫなਹ用の確৳（ჰു認定にउいथਉಋとしथ国ક要件を入Ҩ不ి
ਫ事੧対ૢ等）

○ ವઘଝ務の確実な၎ষの支援等のವઘ୭の整備

��

外国人ᮦの受入れ・ඹ⏕のた䜑の⥲ྜ的対応⟇

��

Ӗ入ؾᛦૢਃܫ࢘ƴƭƍƯ

णの੍ଂपگणの্লোব在留ଵ৶ଂलڴ৸বਗবযのਭোれ୭ତ॑৯धखथٳ
ਭো୭৹ତ૿ਊのଁฐଟਪ１１যূଂलଽોଂपउःथमಌपোবଟਪ１যの
؛যの૿ਊ॑ଦ઼گ１ੑ়

্ٛਁુ੮৬धのษઠ૽ٜ
ਗবযのਭোれ୭ତपબる্ਁુ੮৬॑मगめधखञঢ়બਃঢ়ऊらのਔৄലٳ
ଢ଼ఊのৰੲਾઈपঢ়घる্ਁુ੮৬ऊらのৼषのৌૢ؞在留ਗবযऐのৼษઠਜのਝ઼ٳ ಉ

ऩ૽સ؝２

ਗবযधのુেভのৰਠपऐञ౾ੁ॑ਤ

ਭো୭৹ତ૿ਊのଦ઼؝１

౧ કਚ ৴൪

ైචল入国在留ଵ৶ଂ
ਨਲైචরఙયপ通ਧ��ഛ৯
ైචਸ਼�়同ૂༀ ଟਪ部

������������

ল入国在留ଵ৶ଂ
ଗଗ野ય������
ਸ਼�১務়同ૂༀ ଟਪ部

������������

ূল入国在留ଵ৶ଂ
ূયવ������

ଟਪଵ৶部

������������
（ਚ属部౧号）

���

૯ଘ支ଂ
ઋఱਆ૯ଘসય೭ଘ����

ௌ・ెકଟਪ部
������������

ଽોল入国在留ଵ৶ଂ
ఎ知ଽોયਫ৳����

ଟਪଵ৶部
������������

౧ કਚ ৴൪

পଚল入国在留ଵ৶ଂ
পଚਿপଚકયવਨ��
����� ଟਪଵ৶部

������������

ઋૺ支ଂ
ௗಛઋૺরఙયਲ通��
ઋૺ়্同ૂༀ ଟਪ部

������������

ઁਣল入国在留ଵ৶ଂ
ઁਣઁਣরય上ழഛ൘����
ઁਣ১務়ૂༀ

ௌ・ెકଟਪ部
������������

ৈૈল入国在留ଵ৶ଂ
ಘਆৈૈீの���
ৈૈ১務়同ૂༀ ଟਪ部

������������

ૣળল入国在留ଵ৶ଂ
ૣળૣળরఙયๅ������
ૣળਸ਼�১務়ૂༀ

ௌ・ెકଟਪ部
������������

ຏೱ支ଂ
బಐຏೱᄾਆ�������
ຏೱਸ਼়্同ૂༀ ଟਪ部

������������

ٛਖ়せٜ

出入国在留管理庁

��

出入国管理ӏƼᩊൟᛐܭඥ

外国人のӖ入Ǖ・σဃのƨǊの総ӳႎࣖݣሊ
，外国人をిਫに受け入れ，ુ生ভの実ਠをるऒとによॉع

日本人と外国人ऋੱしथ৸にථैせるভの実ਠ（１２６施⟇，２１１൨）ع

২Ꮱܱ፼ඥ
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日
本
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者
等

日
本
人
の
配
偶
者
等

留
学
生
等

留
学
生
等

技
能
実
習
生

特
定
技
能
外
国
人

ૼᚨ

外国人のӖ入Ǖ˳С

・ਿ基本্ଉ
・分野શઈ用্ଉ
（１４分野）

外国人とのુ生ভの実ਠに向けた
ਔৄല・ཟ活動等

外国人材のిਫ・ෟな受入れの
ਤに向けたੌ

生活者としथの外国人に対する支援 新たな在留ଵ৶৬のଡണ

Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

��

参⪃㈨ᩱ

・技能実習２号⛣行対㇟⫋✀と特定技能１号に䛚ける分野との関係について・・・・・・

・特定技能１号に䛚ける分野と技能実習２号⛣行対㇟⫋✀との関係について・・・・・・

・ᅾ␃㈨᱁「特定技能」についてのၥྜせඛ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・地方でᑵປすることの䝯リット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ඃⰋ事（建設，造船，㎰業） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

䐟
䐠
䐡
䐢
䐣

��

ਗবয౫のਭোれુ؞েのञめの়ৌૢੁقၖكのਏ

௧  ඖ ᖺ 1 2 ᭶ 2 0 日
外国人ᮦの受入れ・ඹ⏕
に関する関係㛶会議

ਛڬگফ１２াपَਗবয౫のਭোれુ؞েのञめの়ৌૢੁُ॑ੁ定؛
ഥਮ੪ফڲাपੁ定खञَਗবয౫のਭোれુ؞েのञめの়ৌૢੁのౄৰपणःथُの্ਙपปढथ়َؚৌૢੁُ॑ၖ؛
ਬऌਢऌؚ関બૂで連しؚା実に実するととुにؚ০ु対ૢੁのౄ実をる؛

生活者としての外国人に対する支援

○ ੪ৼษઠपબる্ਁુ੮৬षの੍ରఁপಉ（ઐહ対象の৸্ਁુ੮৬
षのఁপؚളਯの্ਁુ੮৬によるઁୠ連のઐહ対象৲Ҩુ生に資する日本人
かैの相षの対ૢ等）

○ 入ଵૂ・১ॸছ५・人ਥཕ護機関・ঁটーডーク・ਪ相ษઠ・-(752等の
関બ部をૐ৺したَਗবযુে७ンॱقشෘُูكのਝ઼（্にउける外国
人の౻用യਤ支援ؚ੪的相ษઠかैのਖ়せषの対ૢ্ؚਁુ੮৬૿当者
षのଢ଼修ؚ通支援の試ষ等）

○ ृऔखःমୁのણ৷पঢ়घるफ़イॻছインのਛ
ٳ ୁঽఠଢᄽ技पঢ়घる$,ৎৢのৰਠृৌૢୁの୯ਸಉपऐ
ञੌ

○ ಼૩ৎのੲਾਦ੍؞ରಉのౄৰ（಼૩情報の��か国語対ૢのਤؚ���
語対ૢ等）

○ ઈૡඊಅ੭ಉपબるୁ৲のਏட（৾ఐ試験ؚ外国のઈૡ免ಅかैのજ౹ু
ਢ等）

○ সਃঢ়पउऐるਗবযのઠౠ৫ਝෟ৲のञめの୭ତ（��か国語のঃン
ইঞॵॺਛ・ఢ知ؚ外国人の在留期間のཔによるઠౠのిજなଵ৶等）

新たな在留管理体制の構築

○ 留৾生の在ආଵ৶ऋ不ిਫなপ৾等に対するؚ留৾生の受入れを認めない等の在
留資格ଟਪのడ格৲やؚ留৾生શఐにणいथの日本語ઇ機関と同の基準ਛ等

○ ୠपउऐる就労॑ൌघるਗবয౫ध੫धのঐॵॳンॢ੍ର（介護分野にउ
けるঐॵॳングをষअ্ਁુ੮৬षのଃ支援ؚ建設分野の特定技能外国人受
入事業実১人にउける人のँढせ॒等の実্ؚਁુ੮৬とঁটー
ডークの連によるঔॹル事業の実等）

外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進に向けた取組
(特定技能外国人の大都市圏その他特定地域への集中防止策等、特定技能試験の円滑な実施等)

○ َেણधखथのਗবযُपৌघるমୁઇのౄৰ（ୠにउける日本語
ઇ୭をਘ৲するための়的な৬整備ؚ,&7ઇ材の対ૢ語のఁপ等）

○ ਗবয労௮の就労ৃએपउऐるমୁ॥গॽॣش३ঙン能ৡの௬੍ର
（॥গニॣー३ঙン能力の定ଝ・௬ॶールのਛَؚऱな形ُとしथの
੫業षの）

○ ਗবযుญেെの就৾ਃভのిજऩન৳ಉ（َ外国人の子の৾૾ய等
৹ਪُのટに基तऎ৾૾யཔ・৾യਤの事のؚ日本語等
ऌめかなをষअ自৬の支援）

○ 留৾েの就੍ରのਘ৲
・ ෮のব就യਤ（通年఼用のയਤؚऋ定した留৾生に఼用
までの在をَ特定活動ُで認めるඞいの੫業等षのఢ知等）

؞ 留৾েのমୁ能ৡのਙपૢगञ఼৷৭અ؞఼৷のฑໞऩୄಉ
のਤपऐञॳख़ॵॡজ५トृঋ५トউছॡॸॕ५ಉの૯ன৫ؚঢ়બૂ
ऊら৽ੋ੮৬ृপ ৾ಉषのఢੴ

・ 留৾েृਲਗऊらのインॱشン३ॵউのਭোれのയਤ（外国人ુ生७ン
ॱー（ෘู）をುਡとしたହভや७ॼー等の実等）

○ 外国人ௌ௮者向け৸ୋেઇઇ౫のୁ৲ؚ95技等を用いた૫৬
ઇ用ઇ材のਛ

○ ্েਤઐહসपेる্ਁુ੮৬のঽ؞৬दऩੌの
ாऩ੍ର（રଐ事のઽૐ・૯ன৫等）

ٳ 技能ୡのਭୡਃভのఁপಉ（ಢ期在者にબる受験資格対象者のఁপؚ日
本語試験の不ਫଆૃのජೲ）

○ 技能ৰಆেのଷῬಉのଆૃ॑৯धखञੌのਘ৲（ଷῬにషிਙऋँる実
習実者の定期間の新ૠ受入れૃ等）ؚমযधのಉਾີಉのન認のජ
ೲؚযਥ૩ಉのৃ়のৰಆのಌが૭能दँるऒधのఢੴ

○ َઽઍ・ଛ൬に関する௧部ভُの৮を౷まइたؚથऩଛ൬্১ಉの在
ॉ্ृ১ତ॑அिೈ઼のਫ਼ୈ

��

技能実習２号⛣行対㇟⫋✀と特定技能１号に䛚ける分野（業務区分）との関係について（１／４）

䐟䠉１

１䚷㎰業関係（２⫋✀６స業）㻌 䠏䚷建設関係（２２⫋✀䠏䠏స業）㻌

⫋✀ྡ స業ྡ 分野（業務区分） ⫋✀ྡ స業ྡ 分野（業務区分）

施設ᅬⱁ 䛥く 䝟ー䜹ッシ䝵ンᘧ䛥く工事

⏿స・野⳯ ロー䝍リーᘧ䛥く工事

ᯝᶞ 建⠏ᯈ金 䝎クトᯈ金

㣴㇜ 内外装ᯈ金

㣴㭜 ෭空気調機器施工 ෭空気調機器施工

㓗㎰ 建ල〇స ᮌ〇建ල手加工

建⠏工 工工事

２䚷⁺業関係（２⫋✀䠕స業）㻌 型枠施工 型枠工事 建設（型枠施工）

⫋✀ྡ స業ྡ 分野（業務区分） 鉄筋施工 鉄筋組立て 建設（鉄筋施工）

䛛つ䛚୍本㔮り⁺業 と䚷䜃 と䚷䜃

ᘏ⦖⁺業 ▼ᮦ加工

い䛛㔮り⁺業 ▼ᙇり

䜎き⥙⁺業 䝍䜲ルᙇり 䝍䜲ルᙇり

䜂き⥙⁺業 䛛わ䜙䜆き 䛛わ䜙䜆き 建設（屋根ふき）

่し⥙⁺業 左官 左官 建設（左官）

定⨨⥙⁺業 㓄管 建⠏㓄管

䛛に・䛘䜃䛛䛤⁺業 プラント㓄管

㣴Ṫ業 䜋たてがい・䜎がき㣴Ṫ ⁺業（㣴Ṫ業） ⇕⤯⦕施工 ಖ ಖ෭工事

内装仕上げ施工 プラ䝏ック⣔ᗋ仕上げ工事

䜹ー䝨ット⣔ᗋ上げ工事

㗰〇ୗ地工事

䝪ード仕上げ工事

䜹ーテン工事

サッシ施工 ビル用サッシ施工

㜵Ỉ施工 シーリング㜵Ỉ工事

コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事 建設（コンクリート圧送）

䜴䜶ル䝫䜲ント施工 䜴䜶ル䝫䜲ント工事

表装 ቨ装 建設（表装）

建設機械施工 ᢲ土・整地

✚㎸䜏

᥀๐

締ᅛ䜑

⠏⅔ ⠏⅔

⪔✀㎰業

␆⏘㎰業

⁺船⁺業

㎰業（⪔✀㎰業⯡）

㎰業（␆⏘㎰業⯡）

建設（内装仕上げ）

⁺業（⁺業）

▼ᮦ施工

建設（建設機械施工）

技能実習ไᗘ ⛣行対㇟⫋✀・స業୍ぴ（ᖹᡂ30ᖺ12ᖺ28日⌧ᅾ 80⫋✀144స業）

のਏكၖقেのञめの়ৌૢੁુ؞ਗবয౫のਭোれمถගل

がবप在留घるਗবযमফੜਸ����ਐয�Ҩがবद௮ऎਗবযुੜ����ਐয�Ҩৗञऩ在留資格॑ਝ�ਛ��ফ�াষ�
ෟऩਭোれのയਤपऐञੌधधुपؚਗবযधのુেভのৰਠपऐञ୭ତ॑ਤघるञめؚਛ��ফ��াपَਗব؞�ਗবয౫のిਫܒ
য౫のਭোれુ؞েのञめの়ৌૢੁُ॑ੁ定؛
ഥਮ੪ফڲাपੁ定खञَਗবয౫のਭোれુ؞েのञめの়ৌૢੁのౄৰपणःथُの্ਙपปढथ়َؚৌૢੁُ॑ၖق���ੁ؛ك

ਬऌਢऌؚঢ়બૂद৴खؚାৰपৰघるधधुपؚ০ुৌૢੁのౄৰ॑る؛

����特定技能ਗবযのপजの特定ୠषのૐরଆૃੁಉ
○ ୠपउऐる就労॑ൌघるਗবয౫ध੫धのঐॵॳンॢ੍ର（介護分野にउけ
るঐॵॳングをষअ্ਁુ੮৬षのଃ支援ؚ建設分野の特定技能外国人受入事
業実১人にउける人のँढせ॒等の実্ؚਁુ੮৬とঁটーডークの
連によるঔॹル事業の実等）

○ ্ਁુ੮৬と連しथ্でௌするऒとのওリॵॺをఢ知するととुにؚ外国
人受入୭整備ઐહসによる্षの支援をਬऌਢऌਤ

○ ্েਤઐહসपेる্ਁુ੮৬のঽ؞৬दऩੌのா
ऩ੍ର（રଐ事のઽૐ・૯ன৫等）

����特定技能ୡのෟऩৰಉ
○ 技能ୡのਭୡਃভのఁপಉ（ಢ期在者にબる受験資格対象者のఁপؚ日本語試
験の不ਫଆૃのජೲ）

○ 特定技能試験ल日本語試験にणいथのఢ知্১のౄ実（১務ーঌー४にउ
いथਈ新情報を語で੪的に؛関બ機関のーঌー४の語৲）

����பସऩൎஂহಉのൾ
○ 国間のਿ間ધછのਛとऒれに基तऎ情報ુથの実
○ 外務（在外ਁை）ؚૂؚ১務ؚௐ生ௌ௮ؚ外国人技能実習機ଡ等の関બ
機関の連ਘ৲によるபସなൎ介事業者（ঈটーढ़ー）等のൾ除のජೲと入国ଟਪ
のడ格৲

����ਲਗपउऐるমୁઇ੦ೕのౄৰಉ
○ 日本での生活ҩௌに必要な日本語能力を確認する国ઐ基স日本語基ຊॸ५ॺ
の実のਤ

○ 国ઐ基স等によるਲ外にउける日本語ઇ基ೕਘ৲�ਠઇపਛҨਠ機関活
動支援)

○ 在外ਁை等による情報ਦのౄ実ؚ在外ਁை等と連した特定技能にબるਫ確かण
ટ的なઁ報の実

����বড়लਗবযのଢ॑ലऎலੌातऎॉ
○ َِ国ড়のଢّをലऎভُ等にउいथ்ؚઁい関બ者かैਔৄをಲਢ的にല
（্ਁુ੮৬とのಲਢ的なਔৄઐఌ）ؚ受入୭৹整૿当の৬整備によॉؚ
়的৹整機能をਘ৲

����ཟણಉのৰ
○ ৸थの人ऋ൩いの人ਥをপજにし支इ়अુ生ভの実ਠのためؚர人ਥཟ
活動を実

ਗবয౫のෟऊणిਫऩਭোれのയਤपऐञੌ

ਗবযधのુেভのৰਠपऐञਔৄലҩཟણಉ

���ථらखृघःୠভतऎॉ
⋇ ষ؞েણੲਾのୁ৲ؚৼ৬のତ
○ ੪ৼษઠपબる্ਁુ੮৬षの੍ରఁপಉ（ઐહ対象の৸্ਁુ੮৬षのఁপؚളਯの
্ਁુ੮৬によるઁୠ連のઐહ対象৲ؚુ生に資する日本人かैの相षの対ૢ等）

○ 入ଵૂ・১ॸছ५・人ਥཕ護機関・ঁটーডーク・ਪ相ษઠ・-(752等の関બ部をૐ৺した
َਗবযુে७ンॱقشෘُูكのਝ઼（্にउける外国人の౻用യਤ支援ؚ੪的相ษઠかै
のਖ়せषの対ૢ্ؚਁુ੮৬૿当者षのଢ଼修ؚ通支援の試ষ等）

○ ৸・ੱな生活・ௌのためのҦ生活・ௌफ़ॖॻঈॵクҧ（ ��か国語とَやऔしい日本語ُ）の
ਛ・活用

○ ृऔखःমୁのણ৷पঢ়घるफ़イॻছインのਛ
○ ୁঽఠଢᄽ技पঢ়घる$,ৎৢのৰਠृৌૢୁの୯ਸಉपऐञੌ
⋈ ୠपउऐるધ৲ુেのੌのയਤ੍؞ର
○ ্েਤઐહসपेる্ਁુ੮৬のঽ؞৬दऩੌのாऩ੍ର（રଐ事
のઽૐ・૯ன৫等）（ગൕ）

○ 外国人の支援にॎる人材ҩ੮৬のਛとॿॵॺডークのଡണ
����েણ१شঅ५୭のఒಉ
⋇ ୢ؞৳ૣ؞ක१شঅ५の୭のତಉ
○電ਵ通や語ᄽ३५ॸのਹ用യਤؚঐニগ॔ルの整備ؚୠの対ੁੈ৮ভの設઼等によॉ৸थの
કにउいथ外国人೩者ऋੱしथ受൧でऌる৬を整備

○ୠのುਡ的なୢ機関にउけるୢ通者やୢ॥ーॹॕॿーॱーの配઼・の語৲の支援
○ୢા不௸等の経ഄऋँる外国人௴に対しؚడ格なଟਪを実するऒとによॉؚ新たなୢાの不௸
いを೪ૃ

○入国ற५クリーニングのిજな実
⋈಼૩েৎのੲਾਦ੍؞ରಉのౄৰ
○気象ૂؚۅڽಸ൜ச報や国ড়৳護情報等のಸ情報をਦするউॵ३গ情報ਦ॔উリ6DIHW\�
WLSV�等を通गたଆ಼ҩ気象情報の語৲ҩ���か国語対ૢ�

○ਕ者間同ৎ通によるَ���ُの語対ૢとਠৃにउける語ఠଢᄽ॔উリのਹ用಼َؚ૩
ৎ外国人支援情報॥ーॹॕॿーॱーُのുਛ

⋉ ઐৢ৸ৌੁҨহ੯؞হҨાトছঈঝҨ১トছঈঝҨযਥਖҨেણৼಉषのৌૢのౄৰ
○ ઈૡඊಅ੭ಉपબるୁ৲のਏட（৾ఐ試験ؚ外国のઈૡ免ಅかैのજ౹ুਢ等）
○ َ���ُや事件ҩ事等ਠৃにउける語対ૢ
○ ા生活७ンॱー等�ા者ॵॺছॖン����Ҩ১ॸছ५Ҩ人ਥཕ護機関Ҩ生活相ษઠ等の
語対ૢ

⋊ક୧ન৳のञめの୭ତ੍؞ର
○൛人・ൎ介事業者向け実務対ૢঐニগ॔ルؚ外国語ගの൛ક୧ఏ準ీ৺છ等の�やऔしい日本語
அि��語対ૢ�

○外国人をஅिક୧確৳要配ൟ者の入をまない൛ક୧の登録・ક୧情報・ક支援等のയਤ
⋋সৢ؞ਦ१شঅ५のਹਙの
○সਃঢ়पउऐるਗবযのઠౠ৫ਝෟ৲のञめの୭ତ（��か国語のঃンইঞॵॺਛ・ఢ知ؚ外
国人の在留期間のཔによるઠౠのిજなଵ৶等）

○ 帯電ਵのీ৺ৎの語対ૢのਤؚ在留ढ़ーॻによる本人確認ऋ可能でँる຺のఢ知のජೲ

েણधखथのਗবযपৌघる੍ର

௧ඖᖺ 1 2᭶ 2 0日
外国人ᮦの受入れ・ඹ⏕
に関する関係㛶会議

ͤୗ⥺はᖹᡂ䠏䠌ᖺ１２᭶⥲ྜ的対応⟇䛛䜙のኚ᭦ ��

技能実習２号⛣行対㇟⫋✀と特定技能１号に䛚ける分野（業務区分）との関係について（２／４）

䐟䠉２

４䚷㣗品〇造関係（１１⫋✀１６స業）㻌 䠑䚷⧄⥔・⾰᭹関係（１䠏⫋✀２２స業）㻌

⫋✀ྡ స業ྡ ⫋✀ྡ స業ྡ

⨁ワᕳ締 ⨁ワᕳ締 ๓⣳工⛬

㣗㫽ฎ理加工業 㣗㫽ฎ理加工 㟼⣳工⛬

⠇㢮〇造 ᕳ⣒工⛬

加⇕〇品〇造 ྜ䛽䜣⣒工⛬

調加工品〇造 ‽備工⛬

く䜣〇品〇造 〇織工⛬

ሷⶶ品〇造 仕上工⛬

〇品〇造 ⣒ᾐᰁ

Ⓨ㓝㣗品〇造 織物・䝙ットᾐᰁ

Ỉ⏘⦎り〇品〇造 䛛䜎䜌こ〇品〇造 㠐ୗ〇造

∵㇜㣗⫗ฎ理加工業 ∵㇜㒊分⫗〇造 ⦅䜏䝙ット〇造

ハム・䝋ー䝉ー䝆・䝧ーコン〇造 ハム・䝋ー䝉ー䝆・䝧ーコン〇造 たて⦅䝙ット⏕地〇造 たて⦅䝙ット⏕地〇造

䝟ン〇造 䝟ン〇造 ፬人Ꮚ供᭹〇造 ፬人Ꮚ供᪤〇᭹⦭〇

䛭う⳯〇造業 䛭う⳯加工 ⤀ኈ᭹〇造 ⤀ኈ᪤〇᭹〇造

㎰⏘物ₕ物〇造業 ㎰⏘物ₕ物〇造 ୗ╔㢮〇造 ୗ╔㢮〇造

་⒪・⚟♴施設給㣗〇造 ་⒪・⚟♴施設給㣗〇造 ᐷල〇స ᐷල〇స

織じ䜕うた䜣〇造

䝍フテッド䜹ー䝨ット〇造

䝙ードル䝟ン䝏䜹ー䝨ット〇造

ᕹᕸ〇品〇造 ᕹᕸ〇品〇造

ᕸはく⦭〇 䝽䜲シャ䝒〇造

ᗙᖍシート⦭〇 自動車シート⦭〇

分野（業務区分）

䝙ット〇品〇造

分野（業務区分）

㣧㣗ᩱ品〇造業⯡
（㣧㣗ᩱ品〇造業⯡（㣧㣗ᩱ品
（㓇㢮を㝖く䚹）の〇造・加工・安
⾨⏕））

加⇕ᛶỈ⏘加工
㣗品〇造業

㠀加⇕ᛶỈ⏘加工
㣗品〇造業

⣳⦼運㌿

外㣗業

織ᕸ運㌿

ᰁ䚷Ⰽ

䜹ー䝨ット〇造

技能実習ไᗘ ⛣行対㇟⫋✀・స業୍ぴ（ᖹᡂ30ᖺ12ᖺ28日⌧ᅾ 80⫋✀144స業）
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技能実習２号⛣行対㇟⫋✀と特定技能１号に䛚ける分野（業務区分）との関係について（䠏／４）
６䚷機械・金属関係（１䠑⫋✀２䠕స業）㻌

⫋✀ྡ స業ྡ

㗪鉄㗪物㗪造

㠀鉄金属㗪物㗪造

ハン䝬型㘫造

プレス型㘫造

ホット䝏ャン䝞䝎䜲䜹スト

コールド䝏ャン䝞䝎䜲䜹スト

ᬑ通᪕┙

フラ䜲ス┙

数್ไᚚ᪕┙

䝬シ䝙ング䝉ン䝍

金属プレス加工 金属プレス ⣲ᙧᮦ⏘業
（金属プレス加工）

⏘業機械〇造業
（金属プレス加工）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（金属プレス加工）

鉄工 構造物鉄工 ⏘業機械〇造業
（鉄工）

造船・舶用工業
（鉄工）

工場ᯈ金 機械ᯈ金 ⣲ᙧᮦ⏘業
（工場ᯈ金）

⏘業機械〇造業
（工場ᯈ金）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（工場ᯈ金）

電気䜑っき

溶⼥ள㖄䜑っき

アル䝭䝙䜴ム㝧ᴟ㓟ฎ理 㝧ᴟ㓟ฎ理 ⣲ᙧᮦ⏘業㻔アル䝭䝙䜴ム)

工ල仕上げ

金型仕上げ

機械組立仕上げ

機械検査 機械検査 ⣲ᙧᮦ⏘業
（機械検査）

⏘業機械〇造業
（機械検査）

機械ಖ 機械⣔ಖ ⣲ᙧᮦ⏘業
（機械ಖ）

⏘業機械〇造業
（機械ಖ）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（機械ಖ）

電Ꮚ機器組立て 電Ꮚ機器組立て ⏘業機械〇造業
（電Ꮚ機器組立て）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（電Ꮚ機器組立て）

ᅇ㌿電機組立て

ኚ圧器組立て

㓄電┙・ไᚚ┙組立て

㛤㛢ไᚚ器ල組立て

ᅇ㌿電機ᕳ⥺〇స

プリント㓄⥺ᯈ設計

プリント㓄⥺ᯈ〇造

プリント㓄⥺ᯈ〇造

⏘業機械〇造業
（仕上げ）

⏘業機械〇造業
（電気機器組立て）

⏘業機械〇造業
（プリント㓄⥺ᯈ〇造）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（電気機器組立て）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（プリント㓄⥺ᯈ〇造）

仕上げ
⣲ᙧᮦ⏘業
（仕上げ）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（仕上げ）

造船・舶用工業
（仕上げ）

電気機器組立て

造船・舶用工業
（電気機器組立て）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（機械加工）

造船・舶用工業
（機械加工）

䜑っき ⣲ᙧᮦ⏘業
（䜑っき）

⏘業機械〇造業
（䜑っき）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（䜑っき）

䝎䜲䜹スト ⣲ᙧᮦ⏘業
（䝎䜲䜹スト）

機械加工

⣲ᙧᮦ⏘業
（機械加工）

⏘業機械〇造業
（㗪造）

⏘業機械〇造業
（㘫造）

⏘業機械〇造業
（䝎䜲䜹スト）

⏘業機械〇造業
（機械加工）

分野（業務区分）

㗪造 ⣲ᙧᮦ⏘業
（㗪造）

㘫造 ⣲ᙧᮦ⏘業
（㘫造）

䐟䠉䠏技能実習ไᗘ ⛣行対㇟⫋✀・స業୍ぴ（ᖹᡂ30ᖺ12ᖺ28日⌧ᅾ 80⫋✀144స業）
䐡䠉２

ᅾ␃㈨᱁「特定技能」についてのၥྜせඛ

官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ 官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

国土交通省ᾏ事ᒁ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関2㻙1㻙3 䠰䠡䠨䚷03㻙㻡2㻡3㻙㻤㻢34 䚷୰国地方整備ᒁ 広ᓥᕷ୰区ඵᇼ2㻙1㻡 䠰䠡䠨㻌㻌0㻤2㻙221㻙㻥231

船舶⏘業ㄢ 建ᨻ㒊計画・建設⏘業ㄢ
䚷ᾏ道運㍺ᒁ ᾏ道ᮐᖠᕷ୰ኸ区通す10 䠰䠡䠨䚷011㻙2㻥0㻙1012 䚷ᅄ国地方整備ᒁ 㧗ᯇᕷ㻌サン䝫ート3␒33号 䠰䠡䠨㻌㻌0㻤7㻙㻤11㻙㻤314

ᾏ事⯆㒊旅客・船舶⏘業ㄢ 建ᨻ㒊計画・建設⏘業ㄢ
䚷ᮾ運㍺ᒁ ᐑᇛ┴ྎᕷᐑᇛ野区鉄◙⏫1 䠰䠡䠨䚷022㻙7㻥1㻙7㻡12 䚷ᕞ地方整備ᒁ ⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷ༤ከ区༤ከ㥐ᮾ2┠10␒7号 䠰䠡䠨㻌㻌0㻥2㻙471㻙㻢331

ᾏ事⯆㒊ᾏ事⏘業ㄢ 建ᨻ㒊建設⏘業ㄢ （内⥺：㻢147,㻢142）
䚷関ᮾ運㍺ᒁ ⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ୰区௰通㻡㻙㻡7 䠰䠡䠨䚷04㻡㻙211㻙7223 䚷Ἀ⦖⥲ྜ事務ᒁ Ἀ⦖┴㑣ぞᕷ䛚䜒䜝䜎䛱2┠1␒1号 䠰䠡䠨䚷0㻥㻤㻙㻤㻢㻢㻙1㻥10

ᾏ事⯆㒊船舶⏘業ㄢ 㛤Ⓨ建設㒊建設⏘業・地方整備ㄢ

䚷㝣信㉺運㍺ᒁ ᪂₲┴᪂₲ᕷ୰ኸ区⨾ဏ⏫1㻙2㻙1 䠰䠡䠨䚷02㻡㻙2㻤㻡㻙㻥1㻡㻢

ᾏ事㒊ᾏ事⏘業ㄢ 官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

䚷୰㒊運㍺ᒁ ឡ▱┴ྡྂ屋ᕷ୰区୕の2㻙2㻙1 䠰䠡䠨䚷0㻡2㻙㻥㻡2㻙㻤020 国土交通省ほගᗇ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関2㻙1㻙2 䠰䠡䠨䚷03㻙㻡2㻡3㻙㻤3㻢7
ᾏ事⯆㒊船舶⏘業ㄢ ほග⏘業ㄢほග人ᮦᨻ⟇ᐊ

䚷㏆␥運㍺ᒁ 㜰ᗓ㜰ᕷ୰ኸ区手๓4㻙1㻙7㻢 䠰䠡䠨䚷0㻢㻙㻢㻥4㻥㻙㻢42㻡 䚷ᾏ道運㍺ᒁ ᾏ道ᮐᖠᕷ୰ኸ区通す10┠ 䠰䠡䠨䚷011㻙2㻥0㻙2700
ᾏ事⯆㒊船舶⏘業ㄢ ほග㒊ほග企画ㄢ

䚷⚄ᡞ運㍺┘理㒊 රᗜ┴⚄ᡞᕷ୰ኸ区ἼṆ場⏫1㻙1 䠰䠡䠨䚷07㻤㻙321㻙314㻤 䚷ᮾ運㍺ᒁ ᐑᇛ┴ྎᕷᐑᇛ野区鉄◙⏫1␒地 䠰䠡䠨䚷022㻙7㻥1㻙7㻡0㻥
ᾏ事⯆㒊船舶⏘業ㄢ ほග㒊ほග企画ㄢ

䚷୰国運㍺ᒁ 広ᓥ┴広ᓥᕷ୰区上ඵᇼ㻢㻙30 䠰䠡䠨䚷0㻤2㻙22㻤㻙3㻢㻥1 䚷関ᮾ運㍺ᒁ ⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ୰区௰通㻡㻙㻡7 䠰䠡䠨䚷04㻡㻙211㻙12㻡㻡
ᾏ事⯆㒊船舶⏘業ㄢ ほග㒊ほග企画ㄢ

䚷ᅄ国運㍺ᒁ 㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷサン䝫ート3㻙33 䠰䠡䠨䚷0㻤7㻙㻤02㻙㻢㻤1㻢 䚷㝣信㉺運㍺ᒁ ᪂₲┴᪂₲ᕷ୰ኸ区⨾ဏ⏫1㻙2㻙1 䠰䠡䠨䚷02㻡㻙2㻤㻡㻙㻥1㻤1
ᾏ事⯆㒊船舶⏘業ㄢ ほග㒊ほග企画ㄢ

䚷ᕞ運㍺ᒁ
⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷ༤ከ区༤ከ㥐ᮾ2㻙
11㻙1

䠰䠡䠨䚷0㻥2㻙472㻙31㻡㻤 䚷୰㒊運㍺ᒁ ឡ▱┴ྡྂ屋ᕷ୰区୕の2㻙2㻙1 䠰䠡䠨䚷0㻡2㻙㻥㻡2㻙㻤04㻡

ᾏ事⯆㒊船舶⏘業ㄢ ほග㒊ほග企画ㄢ
䚷Ἀ⦖⥲ྜ事務ᒁ Ἀ⦖┴㑣ぞᕷ䛚䜒䜝䜎䛱2㻙1㻙1 䠰䠡䠨䚷0㻥㻤㻙㻤㻢㻢㻙1㻤3㻤 䚷㏆␥運㍺ᒁ 㜰ᗓ㜰ᕷ୰ኸ区手๓4㻙1㻙7㻢 䠰䠡䠨䚷0㻢㻙㻢㻥4㻥㻙㻢4㻢㻢

運㍺㒊船舶船ဨㄢ ほග㒊ほග企画ㄢ

䚷୰国運㍺ᒁ 広ᓥ┴広ᓥᕷ୰区上ඵᇼ㻢㻙30 䠰䠡䠨䚷0㻤2㻙22㻤㻙㻤701

ほග㒊ほග企画ㄢ

官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ 䚷ᅄ国運㍺ᒁ 㤶ᕝ┴㧗ᯇᕷサン䝫ート3㻙33 䠰䠡䠨䚷0㻤7㻙㻤02㻙㻢73㻡

国土交通省
土地・建設⏘業ᒁ

ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関2㻙1㻙3 䠰䠡䠨䚷03㻙㻡2㻡3㻙㻤2㻤3 ほග㒊ほග企画ㄢ

建設ᕷ場整備ㄢ
䚷ᕞ運㍺ᒁ

⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷ༤ከ区
༤ከ㥐ᮾ2㻙11㻙1

䠰䠡䠨䚷0㻥2㻙472㻙2330

䚷ᾏ道㛤Ⓨᒁ ᮐᖠᕷ区㻤条す2┠ 䠰䠡䠨䚷011㻙70㻥㻙2311 ほග㒊ほග企画ㄢ
事業⯆㒊建設⏘業ㄢ （内⥺：㻡㻤㻥㻡） 䚷Ἀ⦖⥲ྜ事務ᒁ Ἀ⦖┴㑣ぞᕷ䛚䜒䜝䜎䛱2㻙1㻙1 䠰䠡䠨䚷0㻥㻤㻙㻤㻢㻢㻙1㻤12

䚷ᮾ地方整備ᒁ ྎᕷ㟷ⴥ区本⏫䠏䠉䠏䠉１ 䠰䠡䠨㻌㻌022㻙2㻢3㻙㻢131 運㍺㒊企画ᐊ

建ᨻ㒊建設⏘業ㄢ （自動車整備分野）

䚷関ᮾ地方整備ᒁ ᇸ⋢┴䛥いた䜎ᕷ୰ኸ区᪂㒔ᚰ2㻙1 䠰䠡䠨䚷04㻤㻙㻢01㻙31㻡1 官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

建ᨻ㒊建設⏘業➨୍ㄢ
国土交通省自動車ᒁ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関2㻙1㻙3

䠰䠡䠨䚷03㻙㻡2㻡3㻙㻤111
䚷䚷（4242㻢䚸42414）

䚷㝣地方整備ᒁ ᪂₲┴᪂₲ᕷ୰ኸ区⨾ဏ⏫1㻙1㻙1 䠰䠡䠨䚷02㻡㻙370㻙㻢㻡71 （航空分野）

建ᨻ㒊計画・建設⏘業ㄢ 官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

䚷୰㒊地方整備ᒁ
ឡ▱┴ྡྂ屋ᕷ୰区୕の2┠㻡
␒1号

䠰䠡䠨䚷0㻡2㻙㻥㻡3㻙㻤㻡72
ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関2㻙1㻙3

䠰䠡䠨䚷03㻙㻡2㻡3㻙㻤111

建ᨻ㒊建設⏘業ㄢ 航空ネット䝽ーク㒊 （内⥺：4㻥114）

䚷㏆␥地方整備ᒁ 㜰ᕷ୰ኸ区手๓1㻙㻡㻙44 䠰䠡䠨㻌㻌0㻢㻙㻢㻥42㻙1071
䚷航空ネット䝽ーク企画ㄢ

（空港グランドハンドリング関係）
建ᨻ㒊建設⏘業➨୍ㄢ 安㒊䚷運航安ㄢ䚷ဨᨻ⟇ᐊ （内⥺：㻡0137）

（航空機整備関係）

（建設分野）

（宿泊分野）

䚷国土交通省航空ᒁ

（造船・舶用工業分野） （建設分野（⥆き））

技能実習２号⛣行対㇟⫋✀と特定技能１号に䛚ける分野（業務区分）との関係について（４／４）
䠓䚷䛭の（１４⫋✀２６స業）㻌

⫋✀ྡ స業ྡ

ᐙල〇స ᐙල手加工

༳ๅ 䜸フ䝉ット༳ๅ

〇本 〇本

圧⦰ᡂᙧ

ᑕฟᡂᙧ

䜲ンフレーシ䝵ンᡂᙧ

䝤ローᡂᙧ

ᙉプラス䝏ックᡂᙧ 手✚䜏✚ᒙᡂᙧ

建⠏塗装

金属塗装 造船・舶用工業（塗装）

㗰ᶫ塗装

ᄇ㟝塗装 造船・舶用工業（塗装）

手溶接

༙自動溶接

工業ໟ装 工業ໟ装 ⏘業機械〇造業
（工業ໟ装）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（工業ໟ装）

༳ๅ⟽ᡴᢤき

༳ๅ⟽〇⟽

㈞⟽〇造

ẁ䝪ール⟽〇造

機械䜝く䜝ᡂᙧ

圧力㗪㎸䜏ᡂᙧ

䝟ッド༳ๅ

自動車整備 自動車整備

ビルクリー䝙ング ビルクリー䝙ング

ㆤ ㆤ

リネンサプラ䜲 リネンサプラ䜲仕上げ

䕿䚷♫内検定型の⫋✀・స業（１⫋✀䠏స業）㻌

⫋✀ྡ స業ྡ

航空機地上支援

航空貨物取扱

客ᐊΎᤲ

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（プラス䝏ックᡂᙧ）

塗装

⣲ᙧᮦ⏘業
（塗装）

⏘業機械〇造業
（塗装）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（塗装）

造船・舶用工業（溶接）

分野（業務区分）

空港グランドハンドリング

溶接

⣬器・ẁ䝪ール⟽〇造

㝡☢器工業〇品〇造

自動車整備

ビルクリー䝙ング

ㆤ

⣲ᙧᮦ⏘業
（溶接）

⏘業機械〇造業
（溶接）

電気・電Ꮚ報関連⏘業
（溶接）

分野（業務区分）

プラス䝏ックᡂᙧ

⏘業機械〇造業
（プラス䝏ックᡂᙧ）

航空（空港グランドハンドリング）

䐟䠉４技能実習ไᗘ ⛣行対㇟⫋✀・స業୍ぴ（ᖹᡂ30ᖺ12ᖺ28日⌧ᅾ 80⫋✀144స業）
䐡䠉䠏

ᅾ␃㈨᱁「特定技能」についてのၥྜせඛ

官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

㎰ᯘỈ⏘省⤒営ᒁ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙2㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙㻢744㻙21㻢2 ⤒῭⏘業省〇造⏘業ᒁ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙3㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙3㻡01㻙1㻢㻥1

ᑵ㎰・ዪᛶㄢ ⏘業機械ㄢ

䚷ᾏ道㎰ᨻ事務所
ᾏ道ᮐᖠᕷ୰ኸ区
༡22条す㻢┠2㻙22

䠰䠡䠨䚷011㻙330㻙㻤㻤0㻥 （〇造3分野体について） ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙3㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙3㻡01㻙1㻢㻤㻥

⏕⏘⤒営⏘業㒊ᢸい手⫱ᡂㄢ ⥲務ㄢ

䚷ᮾ㎰ᨻᒁ
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ区
本⏫୕┠3␒1号

䠰䠡䠨䚷022㻙221㻙㻢217

⤒営・事業支援㒊⤒営支援ㄢ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

䚷関ᮾ㎰ᨻᒁ
ᇸ⋢┴䛥いた䜎ᕷ୰ኸ区᪂㒔ᚰ2㻙1
䛥いた䜎᪂㒔ᚰྜ同ᗇ⯋2号館

䠰䠡䠨䚷04㻤㻙740㻙03㻥4 ⤒῭⏘業省〇造⏘業ᒁ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙3㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙3㻡01㻙10㻢3

⤒営・事業支援㒊⤒営支援ㄢ ⣲ᙧᮦ⏘業ᐊ

䚷㝣㎰ᨻᒁ ▼ᕝ┴金ἑᕷ広ᆏ2┠2␒㻢0号 䠰䠡䠨䚷07㻢㻙232㻙423㻤 （〇造3分野体について） ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙3㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙3㻡01㻙1㻢㻤㻥

⤒営・事業支援㒊⤒営支援ㄢ ⥲務ㄢ

䚷ᮾᾏ㎰ᨻᒁ
ឡ▱┴ྡྂ屋ᕷ୰区
୕の1㻙2㻙2

䠰䠡䠨䚷0㻡2㻙223㻙4㻢20

⤒営・事業支援㒊⤒営支援ㄢ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

䚷㏆␥㎰ᨻᒁ
ி㒔ᗓி㒔ᕷ上ி区
すὝ㝔通ୗ㛗者⏫ୗるᏊ風࿅⏫

䠰䠡䠨䚷07㻡㻙414㻙㻥0㻡㻡
⤒῭⏘業省
ၟ務報ᨻ⟇ᒁ

ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙3㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙3㻡01㻙㻢㻥44

⤒営・事業支援㒊⤒営支援ㄢ 報⏘業ㄢ

䚷୰国ᅄ国㎰ᨻᒁ
ᒸᒣ┴ᒸᒣᕷ区
ୗ▼1┠4␒1号

䠰䠡䠨䚷0㻤㻢㻙224㻙㻤㻤42 （〇造3分野体について） ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙3㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙3㻡01㻙1㻢㻤㻥

⤒営・事業支援㒊⤒営支援ㄢ ⤒῭⏘業省〇造⏘業ᒁ ⥲務ㄢ

䚷ᕞ㎰ᨻᒁ
⇃本┴⇃本ᕷす区
日2┠10␒1号

䠰䠡䠨䚷0㻥㻢㻙300㻙㻢37㻡

⤒営・事業支援㒊⤒営支援ㄢ 官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

䚷Ἀ⦖⥲ྜ事務ᒁ
Ἀ⦖┴㑣ぞᕷ䛚䜒䜝䜎䛱2┠1␒1号
㑣ぞ➨2地方ྜ同ᗇ⯋2号館

䠰䠡䠨䚷0㻥㻤㻙㻤㻢㻢㻙1㻢2㻤 ㎰ᯘỈ⏘省㣗ᩱ⏘業ᒁ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙2㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙㻢744㻙7177

㎰ᯘỈ⏘㒊⤒営ㄢ 㣗ᩥ・ᕷ場㛤ᣅㄢ

官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ 官⨫ྡ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

㎰ᯘỈ⏘省Ỉ⏘ᗇ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙2㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙㻢744㻙2340 ㎰ᯘỈ⏘省㣗ᩱ⏘業ᒁ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙2㻙1 䠰䠡䠨䚷03㻙㻢744㻙71㻤0

企画ㄢ⁺業ປാ⌜ 㣗品〇造ㄢ

ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ ఫ所・ᢸ当㒊⨫ 連⤡ඛ

ཌ⏕ປാ省♫会・援ㆤᒁ ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙2㻙2 䠰䠡䠨䚷03㻙㻡2㻡3㻙1111
ཌ⏕ປാ省
་⸆・⏕ά⾨⏕ᒁ

ᮾி㒔༓௦⏣区㟘が関1㻙2㻙2 䠰䠡䠨䚷03㻙㻡2㻡3㻙1111

⚟♴人ᮦ確ಖ対⟇ᐊ （内⥺212㻡,314㻢） ⏕ά⾨⏕ㄢ （内⥺䚷2432）

（㣧㣗ᩱ品〇造業分野）

（ビルクリー䝙ング分野）

（電気・電Ꮚ報関連⏘業分野）

（外㣗分野）

（㎰業分野） （⏘業機械〇造業分野）

（⣲ᙧᮦ⏘業分野）

（⁺業分野）

（ㆤ分野）

１䚷ㆤ ４䚷⏘業機械〇造業 䠑䚷電気・電Ꮚ報関連⏘業

⫋✀ྡ స業ྡ ⫋✀ྡ స業ྡ ⫋✀ྡ స業ྡ

ㆤ ㆤ 㗪鉄㗪物㗪造 ᬑ通᪕┙
（ὀ）ᖹᡂ２䠕ᖺ１１᭶１日䛛䜙対㇟⫋✀に㏣加 㠀鉄金属㗪物㗪造 フラ䜲ス┙

ハン䝬型㘫造 数್ไᚚ᪕┙
プレス型㘫造 䝬シ䝙ング䝉ン䝍
ホット䝏ャン䝞䝎䜲䜹スト 金属プレス加工 金属プレス

２䚷ビルクリー䝙ング コールド䝏ャン䝞䝎䜲䜹スト 工場ᯈ金 機械ᯈ金

⫋✀ྡ స業ྡ ᬑ通᪕┙ 電気䜑っき
ビルクリー䝙ング ビルクリー䝙ング フラ䜲ス┙ 溶⼥ள㖄䜑っき

数್ไᚚ᪕┙ 工ල仕上げ
䝬シ䝙ング䝉ン䝍 金型仕上げ

金属プレス加工 金属プレス 機械組立仕上げ
䠏䚷⣲ᙧᮦ⏘業 鉄工 構造物鉄工 機械ಖ 機械⣔ಖ

⫋✀ྡ స業ྡ 工場ᯈ金 機械ᯈ金 電Ꮚ機器組立て 電Ꮚ機器組立て
㗪鉄㗪物㗪造 電気䜑っき ᅇ㌿電機組立て
㠀鉄金属㗪物㗪造 溶⼥ள㖄䜑っき ኚ圧器組立て
ハン䝬型㘫造 工ල仕上げ 㓄電┙・ไᚚ┙組立て
プレス型㘫造 金型仕上げ 㛤㛢ไᚚ器ල組立て
ホット䝏ャン䝞䝎䜲䜹スト 機械組立仕上げ ᅇ㌿電機ᕳ⥺〇స
コールド䝏ャン䝞䝎䜲䜹スト 機械検査 機械検査 プリント㓄⥺ᯈ設計

ᬑ通᪕┙ 機械ಖ 機械⣔ಖ プリント㓄⥺ᯈ〇造
フラ䜲ス┙ 電Ꮚ機器組立て 電Ꮚ機器組立て 圧⦰ᡂᙧ

数್ไᚚ᪕┙ ᅇ㌿電機組立て ᑕฟᡂᙧ
䝬シ䝙ング䝉ン䝍 ኚ圧器組立て 䜲ンフレーシ䝵ンᡂᙧ

金属プレス加工 金属プレス 㓄電┙・ไᚚ┙組立て 䝤ローᡂᙧ
工場ᯈ金 機械ᯈ金 㛤㛢ไᚚ器ල組立て 建⠏塗装

電気䜑っき ᅇ㌿電機ᕳ⥺〇స 金属塗装
溶⼥ள㖄䜑っき プリント㓄⥺ᯈ設計 㗰ᶫ塗装

アル䝭䝙䜴ム㝧ᴟ㓟ฎ理 アル䝭䝙䜴ム㝧ᴟ㓟ฎ理 プリント㓄⥺ᯈ〇造 ᄇ㟝塗装
工ල仕上げ 圧⦰ᡂᙧ 手溶接
金型仕上げ ᑕฟᡂᙧ ༙自動溶接
機械組立仕上げ 䜲ンフレーシ䝵ンᡂᙧ 工業ໟ装 工業ໟ装

機械検査 機械検査 䝤ローᡂᙧ
機械ಖ 機械⣔ಖ 建⠏塗装

建⠏塗装 金属塗装
金属塗装 㗰ᶫ塗装
㗰ᶫ塗装 ᄇ㟝塗装

ᄇ㟝塗装 手溶接
手溶接 ༙自動溶接

༙自動溶接 工業ໟ装 工業ໟ装

プラス䝏ックᡂᙧ

塗装

溶接

䜑っき

仕上げ

電気機器組立て

プリント㓄⥺ᯈ
〇造

プラス䝏ックᡂᙧ

機械加工

䜑っき

仕上げ

電気機器組立て

プリント㓄⥺ᯈ
〇造

溶接

㗪造

㘫造

䝎䜲䜹スト

機械加工

仕上げ

塗装

㗪造

㘫造

䝎䜲䜹スト

機械加工

䜑っき

塗装

溶接

特定技能１号に䛚ける分野と技能実習２号⛣行対㇟⫋✀との関係について

䐠䠉１

国ྡ ၥྜせඛ
ఫ所等

対応ゝ語
㒑౽␒号 ఫ所 電ヰ␒号 㻲㻭㼄␒号 䝯ールアドレス

フ䜱リ䝢ン

日本国内
㥔日フ䜱リ䝢ンඹ国館

ᾏ外ປാ事務所
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼜㼛㼘㼛㼠㼛㼗㼥㼛㻚㼐㼛㼘㼑㻚㼓㼛㼢㻚㼜㼔㻛

10㻢㻙㻤㻡37
ᮾி㒔港区භ本ᮌ㻡┠1㻡␒㻡

号

03㻙㻢441㻙042㻤

03㻙㻢441㻙343㻢 㼜㼛㼘㼛㼠㼛㼗㼥㼛㻬㼓㼙㼍㼕㼘㻚㼏㼛㼙㻌 ⱥ語䚸フ䜱リ䝢ン語

03㻙㻢441㻙047㻤

ᾏ外

フ䜱リ䝢ンᾏ外雇用ᗇ事๓雇用サービスᐊ
㻼㼔㼕㼘㼕㼜㼜㼕㼚㼑㻌㻻㼢㼑㼞㼟㼑㼍㼟㻌㻱㼙㼜㼘㼛㼥㼙㼑㼚㼠㻌

㻭㼐㼙㼕㼚㼕㼟㼠㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻌
㻼㼞㼑㻙㻱㼙㼜㼘㼛㼥㼙㼑㼚㼠㻌㻿㼑㼞㼢㼕㼏㼑㻌㻻㼒㼒㼕㼏㼑㻌

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼜㼛㼑㼍㻚㼓㼛㼢㻚㼜㼔㻛

1㻡㻡0
㻮㼘㼍㼟㻌㻲㻚㻌㻻㼜㼘㼑㻌㻮㼡㼕㼘㼐㼕㼚㼓

㻻㼞㼠㼕㼓㼍㼟㻌㻭㼢㼑㼚㼡㼑㻌㼏㼛㼞㼚㼑㼞㻌㻱㻰㻿㻭
㻹㼍㼚㼐㼍㼘㼡㼥㼛㼚㼓㻌㻯㼕㼠㼥

㻗㻢32㻙722㻙
11㻢2

㻙 㼙㼍㼞㼗㼑㼠㼐㼑㼢㻬㼜㼛㼑㼍㻚㼓㼛㼢㻚㼜㼔㻌 ⱥ語䚸フ䜱リ䝢ン語

䜹ン䝪䝆
ア

日本国内 㥔日䜹ン䝪䝆ア⋤国館 107㻙00㻡2 ᮾி㒔港区㉥ᆏ㻤┠㻢㻙㻥
03㻙㻡412㻙㻤㻡21

03㻙㻡412㻙㻤㻡2㻢
㼏㼍㼙㼑㼙㼎㻚㼖㼜㼚㻬㼙㼒㼍㼕㼏㻚㼓㼛㼢㻚㼗㼔

日本語，ⱥ語，ク䝯ール語
0㻤0㻙34㻡㻥㻙
7㻤㻤㻥

㼞㼕㼠㼔㼥㼋㼎㼎㼍㼖㼜㻬㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㼙

ᾏ外

䜹ン䝪䝆ア⋤国ປാ⫋業カ⦎省
（㼀㼔㼑㻌㻹㼕㼚㼕㼟㼠㼞㼥㻌㼛㼒㻌㻸㼍㼎㼛㼡㼞㻌㼍㼚㼐㻌㼂㼛㼏㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌

㼀㼞㼍㼕㼚㼕㼚㼓㻌㼛㼒㻌
㼠㼔㼑㻌㻷㼕㼚㼓㼐㼛㼙㻌㼛㼒㻌㻯㼍㼙㼎㼛㼐㼕㼍）

㻙

㻮㼡㼕㼘㼐㼕㼚㼓㻌㻏3,㻾㼡㼟㼟㼕㼍㼚㻌㻲㼑㼐㼑㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻌
㻮㼘㼢㼐㻚,㻌㻿㼍㼚㼓㼗㼍㼠㻌㼀㼑㼗㼘㼍㼍㼗㻌㻵,㻌㻷㼔㼍㼚㻌
㼀㼛㼡㼘㼗㼛㼗㻌㻼㼔㼚㼛㼙㻌㻼㼑㼚㼔,㻌㻷㼕㼚㼓㼐㼛㼙㻌

㼛㼒㻌㻯㼍㼙㼎㼛㼐㼕㼍

㻗㻤㻡㻡㻙
23㻤㻤0474

㻙 㼟㼛㼜㼔㼑㼍㼗㼔㼛㼡㼚㼓㻬㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㼙 ⱥ語，ク䝯ール語
㻗㻤㻡㻡㻙

7㻤44㻥㻥㻡㻥

䝰ン䝂ル

日本国内 㥔日䝰ン䝂ル館 1㻡0㻙0047 ᮾி㒔㇂区⚄ᒣ⏫21㻙4 03㻙34㻢㻥㻙20㻤㻤
03㻙34㻢㻥㻙221㻢

㼠㼛㼗㼥㼛㻬㼙㼒㼍㻚㼓㼛㼢㻚㼙㼚 日本語，ⱥ語，䝰ン䝂ル語
03㻙34㻢㻥㻙21㻥2

ᾏ外
ປാ・♫会ಖ㞀サービス⥲ྜ事務所
（㻳㼑㼚㼑㼞㼍㼘㻌㻻㼒㼒㼕㼏㼑㻌㼒㼛㼞㻌㻸㼍㼎㼛㼡㼞㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼍㼘㻌

㼃㼑㼘㼒㼍㼞㼑㻌㻿㼑㼞㼢㼕㼏㼑㼟）
17042

㻳㼑㼚㼑㼞㼍㼘㻌㻻㼒㼒㼕㼏㼑㻌㼒㼛㼞㻌㻸㼍㼎㼛㼡㼞㻌㼍㼚㼐㻌
㻿㼛㼏㼕㼍㼘㻌㼃㼑㼘㼒㼍㼞㼑㻌㻿㼑㼞㼢㼕㼏㼑㼟㻌

㻮㼡㼕㼘㼐㼕㼚㼓,㻌㻯㼔㼕㼚㼓㼓㼕㼟㻌㻭㼢㼑㼚㼡㼑,㻌2㼚㼐㻌
㼗㼔㼛㼞㼛㼛,㻌㻷㼔㼍㼚㻙㼁㼡㼘㻌㼐㼕㼟㼠㼞㼕㼏㼠,㻌
㼁㼘㼍㼍㼚㼎㼍㼍㼠㼍㼞㻌㼏㼕㼠㼥,㻌㻹㼛㼚㼓㼛㼘㼕㼍

㻗㻥7㻢㻙
771212㻤㻡

㻗㻥7㻢㻙
7013㻢㻥㻥0

㼟㼟㼣㻬㼔㼡㼐㼡㼘㼙㼡㼞㻙
㼔㼍㼘㼍㼙㼖㻚㼓㼛㼢㻚㼙㼚

ⱥ語，䝰ン䝂ル語

䈜日本語について，２䠌１䠕ᖺ
䠕᭶以㝆対応可䚹

䝭ャン
䝬ー

日本国内 㥔日䝭ャン䝬ー⋤国館 140㻙0001 ᮾி㒔品ᕝ区品ᕝ4㻙㻤㻙2㻢 03㻙3441㻙㻥2㻥1 03㻙3447㻙73㻥4
㼏㼛㼚㼠㼍㼏㼠㻬㼙㼥㼍㼚㼙㼍㼞㻙
㼑㼙㼎㼍㼟㼟㼥㻙㼠㼛㼗㼥㼛㻚㼚㼑㼠

日本語，ビル䝬語，ⱥ語

ᾏ外

䝭ャン䝬ー連㑥ඹ国ປാ・入国管理・人
ཱྀ省ປാᒁ

（㻰㼑㼜㼍㼞㼠㼙㼑㼚㼠㻌㼛㼒㻌㻸㼍㼎㼛㼡㼞,㻌㼀㼔㼑㻌㻹㼕㼚㼕㼟㼠㼞㼥㻌㼛㼒㻌
㻸㼍㼎㼛㼡㼞,㻌㻵㼙㼙㼕㼓㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼍㼚㼐㻌㻼㼛㼜㼡㼘㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌

㻾㼑㼜㼡㼎㼘㼕㼏㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㼁㼚㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㻹㼥㼍㼚㼙㼍㼞）

（確認୰）

ᅾ␃㈨᱁「特定技能」についてのၥྜわせඛ
（特定技能に関する国㛫の協力ぬ書を締結した国に係るྛ国連⤡ඛ୍ぴ）

〔参⪃：法務省ホーム䝨ー䝆 「᪂たな外国人ᮦ受入れ（ᅾ␃㈨᱁「特定技能」の設等）」〕
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

䐡䠉４

䐠䠉２

特定技能１号に䛚ける分野と技能実習２号⛣行対㇟⫋✀との関係について

６䚷建設 䠔䚷自動車整備 １䠏䚷㣧㣗ᩱ品〇造業

⫋✀ྡ స業ྡ ⫋✀ྡ స業ྡ ⫋✀ྡ స業ྡ
型枠施工 型枠工事స業 自動車整備 自動車整備 ⨁ワᕳ締 ⨁ワᕳ締

左官 左官స業 㣗㫽ฎ理加工業 㣗㫽ฎ理加工
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事స業 ⠇㢮〇造

ᢲ土・整地స業 加⇕〇品〇造
✚㎸䜏స業 䠕䚷航空 調加工品〇造

᥀๐స業 ⫋✀ྡ స業ྡ く䜣〇品〇造
締ᅛ䜑స業 空港グランドハンドリング 航空機地上支援 ሷⶶ品〇造

䛛わ䜙䜆き 䛛わ䜙䜆きస業 〇品〇造
鉄筋施工 鉄筋組立てస業 Ⓨ㓝㣗品〇造

プラス䝏ック⣔ᗋ仕上げ工事స業 Ỉ⏘⦎り〇品〇造 䛛䜎䜌こ〇品〇造
䜹ー䝨ット⣔ᗋ仕上げ工事స業 １䠌䚷宿泊 ∵㇜㣗⫗ฎ理加工業 ∵㇜㒊分⫗〇造

㗰〇ୗ地工事స業 ⫋✀ྡ స業ྡ ハム・䝋ー䝉ー䝆・䝧ーコン〇造 ハム・䝋ー䝉ー䝆・䝧ーコン〇造

䝪ード仕上げ工事స業 䝟ン〇造 䝟ン〇造

䜹ーテン工事స業 䛭う⳯〇造業 䛭う⳯加工
表装 ቨ装స業 ㎰⏘物ₕ物〇造業 ㎰⏘物ₕ物〇造

１１䚷㎰業

䠓䚷造船・舶用工業 ⫋✀ྡ స業ྡ １４䚷外㣗業

⫋✀ྡ స業ྡ 施設ᅬⱁ ⫋✀ྡ స業ྡ
手溶接 ⏿స・野⳯ ་⒪・⚟♴施設給㣗〇造 ་⒪・⚟♴施設給㣗〇造

༙自動溶接 ᯝᶞ （ὀ）ᖹᡂ䠏䠌ᖺ１１᭶１６日䛛䜙対㇟⫋✀に㏣加
金属塗装స業 㣴㇜
ᄇ㟝塗装స業 㣴㭜

鉄工 構造物鉄工స業 㓗㎰

工ල仕上げస業
金型仕上げస業 １２䚷⁺業

機械組立仕上げస業 ⫋✀ྡ స業ྡ
ᬑ通᪕┙స業 䛛つ䛚୍本㔮り⁺業
数್ไᚚ᪕┙స業 ᘏ⦖⁺業
フラ䜲ス┙స業 い䛛㔮り⁺業
䝬シ䝙ング䝉ン䝍స業 䜎き⥙⁺業
ᅇ㌿電機組立てస業 䜂き⥙⁺業
ኚ圧器組立てస業 ่し⥙⁺業
㓄電┙・ไᚚ┙組立てస業 定⨨⥙⁺業
㛤㛢ไᚚ器ල組立てస業 䛛に・䛘䜃䛛䛤⁺業
ᅇ㌿電機ᕳ⥺〇సస業 㣴Ṫ業 䜋たてがい・䜎がき㣴Ṫ

機械加工

電気機器組立て

⁺船⁺業

加⇕ᛶỈ⏘加工
㣗品〇造業

㠀加⇕ᛶỈ⏘加工
㣗品〇造業

⪔✀㎰業

␆⏘㎰業

建設機械施工

内装仕上げ施工

溶接

塗装

仕上げ

※務ଁੑଂક୧・土地ଁੑ৹ਪ（2013年)により作ਛ�
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務ଁੑଂ家ੑ৹ਪ（����年，ਿૂਚ在શ１਼帯当たॉの１か月پ
間のઽ入と支ল（਼帯）によॉਛ
生活ાは食料，・水，സल၎，৳ୢの়ੑپ
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Immigration Services Agency of Japan
ฟ入国ᅾ␃管理ᗇ

１ऊাप੭られるਚ੭ুق੪पଋるসપ１كऊাप੭られるਚ੭ুق੪पଋるসપك

ٳ 生活ાについての全国ૻຎ
東京ય(１ਜ਼)�：113�557円 ・・⋈
ઠ (47ਜ਼)： 76�385円
୷પ ： 37�172円

ٳ 峼岬るங২ك੪にଋるসપুقかাに੭峳れるਚ੭ڭ峼する岽とに峲峴ك生活ા൛ੇقかাのਾີか峳੶ਯகڭ
する岽と岶૭能
例１(都の場合)� 228�800円（ି１）（１か月のਾີ）ٕ（⋇ (ੇ൛)�⋈ (生活ા))ٙ 38�069円（手੪にଋるসપ）
例２(地্の場合) ��180�500円（ି１）（１か月のਾີ）ٕ（38�447円 （ି２）(ੇ൛)�86�440円（ି３）(生活ા))

ٙ 55�613円（手੪にଋるসપ）
（ି１）ௐ生労働「ਛ３ڬ年൛সଡୗ基本ଁੑ৹ਪ」に基峏き作ਛ。東京都（１ਜ਼）及び（４ڳਜ਼）における２２４～ڬ歳の場合の所定内給与પ。
（ି２）（４１ਜ਼）における１か月当たりੇ൛。 （ି３）（４１ਜ਼）における１か月当たり生活ા。

ٳ 地্峙都市にૻ峣ੇ൛嵣生活ા岶な岮た峫൛সએ峑峬ௌする嵉嵒崫崰岶岬る岞

ٳ ੇ൛についての全国ૻຎ
東京都(１ਜ਼)�：77�174円 ・・⋇
ஒ(47ਜ਼)：36�529円
୷પ ：40�645円

地૾ưݼіƢǔƜƱのȡȪȃȈ (ဃᝲの൦แሁ )

１Ɣ月࢘ƨǓܼ１Ɣ月࢘ƨǓܼ １Ɣ月࢘ƨǓဃᝲ

䐢

ᅾ␃㈨᱁「特定技能」についてのၥྜせඛ（法務省）

䐡䠉１

0570-034259
(内⥺330)

技能実習生の中には優秀で熱心な者もあり，技能実習時に身に付けた技能や日本語を，引き
続き日本の建設現場で発揮してもらえる機会があることは良い。
建設技能者については，数年で一人前になることが困難であるという実態踏まえると，技能実習生
として来日した外国人にとっても，母国へ帰国するまでにより高い水準の技能を身に付けられるチャ
ンスがあるという点で歓迎されていると思う。

先進的な受け入れ企業の取組み例

来日時は外国語を使っての仕事は非常に
困難であったが，諦めずに日本語勉強し続
けてきた
身につけた技能を活かし引き続き日本で働
きたい
将来的にはベトナムの経済発展に役に立ち
たい

【コンクリートを流し込むための型枠を
組む作業の様子】

・技能実習生１年目 約16.7万円
↓

・外国人建設就労者１年目 約19.2万円
（資格取得，勤務態度等に対する評価含む）

↓
・外国人建設就労者２年目 約19.4万円

本人の声

・本社所在地：東京都
・許可業種：建築・土木工事業等
・売上高：315億円（H30年度）
・外国人就労者の受け入れ開始：Ｈ28年度より
（Ｈ31年１月末現在：就労者4人， 実習生36人を受け入れ）

受入企業
の紹介

日本での経験が浅い技能実習生について，現場での指示に対する理解不足が生じないよう，組
織編制を「１号又は２号技能実習生＋３号技能実習生又は外国人建設就労者＋日本人指
導者」とし，先輩の技能実習生等が意思疎通をフォローできるようにしている。
寮では，ベトナム人による運営委員会が月１回開催され，生活しやすい環境整備を自ら協議。こ
の結果に対し，会社が支援している。(食事内容の見直し，近隣清掃，日本語勉強会，イベント開催など)
春・秋のバスツアーやバーベキュー，忘年会，テトの時期に合わせた新年会，尼さんによる説法など
のイベントを開催し，コミュニケーションの活性化や互いの文化理解の促進を図っている。

・４か月間 母国ベトナムで語学及び技能の基礎研修を受講（技能実習生としての来日前）
・1か月間 国内で法定の研修（日本語，生活一般，労働関係法令等）
・1か月後※ 技能実習生として型枠工事作業に従事
・3年後※ 外国人建設就労者（在留資格：特定活動）に在留資格を変更，引き続き型枠工事に従事
・４年後※～ 現場の班長として，5人程度の若手を指導監督
※技能実習生としての初入国以後の年月

受入先におけるキャリアパスの例

受入企業の取り組み，工夫

外国人建設就労者受入制度に対する
受入企業の評価

受け入れ先における給与体系のイメージ

・外国人建設就労者としての経験24ヶ月
・保有資格：技能検定基礎２級，玉掛け技能講
習，丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育など
・日本語検定：N２級
・高い技能を有し，現場で作業チームのリーダーを担当
・職長の指示を技能実習生に説明する他，寮において
日本語教室の講師の役割も果たす

就労者の紹介

ベトナム人男性
（29歳）

䐣䠉１

─ 75 ─



この制度によって，優秀な人౫にਛ長した技能実習修വ者とより長い期間ુに働けることは，教え
るડにとっても，教わるડにとっても技上への嵊チベーションが高岹なっている。また，人౫不足が
ౕ化するこの業ੀにおいては，ഋがੜえるི一のみと安心する職長もいる。
外国人建設就労者受入事業は２ڬ２ڬ年度までの時的なೈ઼であり，また在留期間もਈ長
３年とયજられているが，企業も本人もൌする場合，引き続きの在留がੳめられるೈ઼がある
と良い。

先進的な受け入れ企業の取組み例

来日前の目ఏはおসを༎岺こと峊ったが，
০では，自ীの経験・သった技能を活か
し，ၴかの役に立つ人になりたいとઅえてい
る
仕事峊けでな岹，地ୠのૣක設でのイベ
ントへのਸを通じ，地ୠのさんの൚౿
があ峟れることがᇃしい

【ଲ型枠をள൙上に取付ている作
業௯ବ（ంが外国人౫）】

・技能実習生 約15万円程度
↓

・外国人建設就労者（特定活動）１年目
約26万円程度
↓

・職長（崝崾）にಊ格 約29万円程度

・本社所在地：୴
・許可業種：প工，とび・土工工事業
・売上高：2億円（H29年度）
・外国人౫の受け入れ開始：Ｈ24年度より
（Ｈ31年１月末現在の受入数：外国人建設就労者４人， 技能実習生ڴ人）

受入企業
の紹介

社内では，技能実習生や外国人建設就労者などの外国ආの人౫も，日本人と対等な関係であ
る峣きという基本をベースにし，互いに協ৡしながらじ仕事にあたるഋであるというઅえ্を
もつよう，ુにৡしている
仕事でᄄ෬に使৷する語について，峜らがな，ロー嵆ஊ，ஶ語による੶のリストを作ਛし，定
ାのためのテストをりନし実している
地ୠষ事や嵄嵑ンテ崋アを通じて，日本の௯習や地ୠકড়とのৼ互理解をめるきっかけとしている

・１か月間 母国フ崋リ崼ンで語学及び技能の基礎研修を受講（技能実習生としての来日前）
・１か月間 国内で，日本語・日本の௯習・生活様ૄ（特に崜ミのীશ）等の研修
・２か月後※ 技能実習生として型枠工事の組立・解体作業に従事
・3.5年後※ 外国人建設就労者（在留資格：特定活動）に在留資格を変更，引き続き作業に従事
・3.8年後※～ 現場の崝崾として，4人程度の若手を指導
※技能実習生としての初入国以後の年月

受入先におけるキャリアパスの例

受入企業の取り組み，工夫

外国人建設就労者受入制度に対する
受入企業の評価

受け入れ先における給与体系のイメージ

・外国人建設就労者としての経験24ヶ月
・保有資格：職長・アークྃம・ಓਗ਼流・研చኖલ・

丸のこ
・日本語検定：N３級
・ଲ型枠を組立・取付・解体する業務に従事
・等の実務経験を有する日本人技能者よりも，高い
技ৡを有し，職長の崝崾として現場をまとめている

就労者の紹介

フ崋リ崼ン人男性
（30歳）

䐣䠉２

本人の声

のਗবয技能ৰಆেਭোれのરଐহ

ْ受入れ経৬要ٓ（ਛ��年��月ਠ在）

ਚ在：ਨਲ

従業৩：ਫ৩ڴ，技能実習生４，ঃーॺ等４

経ૠெ：ฟ���୍

（年間生産生は�⒝ঃॵク���ਐ本分）

ْ実習生の૾யٓ

受入れ৫：ਛ��年６月（ইॕリআンよॉ）

ਠ在は৸৩ਙ，��ୃ৻，ুॉஔଖપ��ਐ程度

ْ受入れ経৬のੌٓ

・఼用ৎはਠでઉமએம

・実習生用の୧（２༠６分）を

整備（整備ાは৺�����ਐ）

・َ家族と同にமするُを

ঔॵॺーに，೬日はๆの௴，

Ⴑভなनに連れলしथいる

日本国と実習⏕のフ䜱リ䝢
ン国を∾場事務所๓にᥖ
ᥭ

実習⏕がఫ䜐♫Ꮿ
ಶᐊでキッ䝏ン・ᒃ㛫䠔␚，ᐷ
ᐊ，風࿅・ト䜲レを備

「給ᩱはよく㒊屋䜒ᛌ適で，仕
送りによりᐙ᪘がトラク䝍䜔䝞
䜲クを㉎入した」と語る実習⏕
（ྑ）

ْ受入れ経৬要ٓ（ਛ�１年�月ਠ在）

ਚ在：ಘਆ

従業৩：ਫ৩４，技能実習生��，ঃーॺ等２

経ૠெ：��⋬（ঞॱ५，ॿॠなन）

ْ実習生の૾யと受入経৬のੌ等ٓ

・ਛ��年かै受入れ（ॖンॻॿ३॔よॉ）

・人事・ಊஔ度等の૪ु日本人ਫ৩と同等

・ਙ実習生（実習３年৯）を業部のிભ者に登用

・受入れによॉ経ૠெのఁপ，ௌ務ଵ৶のఒを実ਠ

・ਲ਼ৈは受入れの��に

ْ受入れ経৬・૰৶੮৬・ୠのੌٓ

・受入れ経৬の੪技能実習生ऋॖンॻॿ३॔にರढथଛ

ল機関をॉ，連

・ୠ農家��ૺऋਛ��年に自ैで૰৶੮৬をੌ௶

・ୠのষ事等षのਸをയす，ມॉでॖンॻॿ३॔のస

を়する，なनਔ識的にமਡतऎॉにॉੌि

♫㛗（୰ኸ）の指導の
ୗ，レ䝍ス⏿でά㌍し
ている䜲ンドネシア人

の実習⏕䜙

ዽ ഒ؞ཅ

䐣䠉䠓

高度な建設技能を身に付ける点，１級技能検定・প型自動ඊ許取得，また，互いの文化を
理解するという点においても，技能実習期間（３～ڱ年）にਸえてより長期の在留期間がੳめら
れる制度があることは良いとઅえる。
受入企業にとっての技能者育ਛの௴点や，外国人౫にとっての就労意ඟのの௴点からも，
日本入国前後を含めたキャリアパスをけることがপ事

先進的な受け入れ企業の取組み例

技能峊けではな岹，日本語もಁえて，職長
嵔ベ嵓になることを目指している
一คに働いている技能実習生の良きリー
ダーになりたい
日本の文化を学峠とともに，ベトナムの文
化をえていきたい

【ಓଛ嵅ン崿をਹ৷して型枠内にコン
クリートをઊち込むとこ峷】

実習生１年目 支給પ24.5万円
(基本給14.8万円）

外国人建設就労者１年目 支給પ31.5万円
（基本給16.6万円）

外国人建設就労者３年目 支給પ34.0万円
（基本給17.0万円＋資格級0.7万円）

・本社所在地：
・許可業種：とび・土工工事業
・売上高：44億円（H29年度）
・外国人౫の受け入れ開始：Ｈ12年度
（Ｈ31年１月末現在の受入数：外国人建設就労者４人， 技能実習生17人）

受入企業
の紹介

現地ベトナム建設企業との人౫育ਛ等に関するを通じて，外国人౫に対するきめやかな人
౫育ਛや人事評価を実現するとともに，日本在の前後を含めたキャリアパスや，資格取得イン崣
ンテ崋崾給等を示すことで，技能習得や資格取得の嵊チベーションを図っている
外国人౫についても，社内の技能প会にਸさせ，技能を身に付けた者には現場で崘嵓ー崿の
リーダーとしての役割を与えるなど，日本人の技能者と様のୄとしている
ૣਹௐ生として，寮を整備するとともに寮ાをપに೪えるとともに，１ౝ間程度の帰制度を設
け外国人建設就労者にはાを支給している

・３月間～ 母国ベトナムで語学研修及び建設企業内での建設技能習得（技能実習生としての来日前）
・１月間 国内でૐ合教育による日本語や日本生活の基礎ੴの研修
・１か月後※ 技能実習生としてコンクリートಓଛ作業に従事
・３年後※ 母国建設企業にರり，コンクリートಓଛ業に従事し，প型自動ඊ許取得，崒嵂嵔ー崧ーにಊ
格
※年後ڱ・ 外国人建設就労者（在留資格：特定活動）に在留資格を変更，引き続き作業に従事
～※年後ڱ・ 実習生リーダーとして5～8人程度の若手を指導，現場の崝崾として他社作業員とのુ働をষう
※技能実習生としての初入国以後の年月

受入先におけるキャリアパスの例

受入企業の取り組み，工夫

外国人建設就労者受入制度に対する
受入企業の評価

受け入れ先における給与体系のイメージ

・外国人建設就労者としての経験31ヶ月
・保有資格：技能検定３級（２級受験済み）
・日本語検定：２ۃ級
・生コンクリートを嵅ン崿を使って流しこむコンクリートಓଛ
の業務に従事
・高い技能・日本語能ৡを有し，職長を支える崝崾とし
て現場ઊ合せのଓଯ，技能実習生への指導等もষ
う

就労者の紹介

ベトナム人男性
（歳ڵ２）

䐣䠉䠏

本人の声

਼ੀਈপ級のপ型コンテナ௩崿ロジ崏クトへの本格入を果たし
た当社にとって，ୗ௩特定活動は，建ୗ工程の円ෟ化・安定
化にপきな൴を果たした制度とえる。結果として，日本人౻
৷の安定ಲ続にもつながっている。
新たな「特定技能」制度は，技ৡの高い日本において，より
高度な技能をより長岹身につけることができ，外国人実習生等か
らも歓迎される制度にな峷う。

先進的な受け入れ企業の取組み例

ୗ௩ਚ峑峙ྃமのலহ峼して岮峨す岞྇のの岴か岼
峑০峑峙ቐ峓の峼人峑岽なして岮峨す岞
எのક峽峑岮るᅟ峑す岞適にૌ岾して岮峨すآ
೬に峙ཬૉৃ峮崰嵔嵤崳嵛崘崠嵈峑体峼かし峨す岞
സ峮୫峼૮મにして岹れて岴峴ஃか峍て峨すآآ
ৢਦા嵣峩峑ᅟા������円峑岬峴
そのীஔમの岹峼லଛ峴にౄて峳れ峨す岞

ୗ௩所$社で働岹中国人の声・企業：ୗ௩所$社 ・所在地：国地্等
・外国人就労者のল身国：中国

受入企業
の紹介

௧৷の寮を新設。地্ならではのઁいഢ地を活かし，ౄ実した設を安価に。
・6႙室。ੇఔと৴൪が取れるようイン崧ー崵崫ト備。 ・食૮મ，自ᆷも可

能。
・ൎ間と運動を௫しめるようཬૉ場，崻リ嵌ー崱室，ト嵔ーニン崘ジムを備。
・これらの設備を備えた寮を15�000円�月で。
ਹな立地
・がな岹ても生活に困らないよう，প型ショ崫崼ン崘崣ン崧ーまでെన10ীの立地。
・近隣に崘嵑崎ン崱。崝崫崓ーやバスケ崫ト嵄ー嵓が௫しめる。
ア崫ト嵃ームな環境
・社員ষ�ಒの༸労会等を開催。 ・೮ਫ月・中秋ත等には，崿嵔崤ントଦഘ。
ౄ実した生活崝嵅ート
・通が24時間体制で常しており，支な岹生活できるよう生活એでも崝嵅ート。
・実習生けの社内ਾを月1回発。（日本・中国のੲਾ発ਦなど）

1ヶ月間 �母国で日本語，基礎研修ؼ
1ヶ月間 �国内での研修ؼ
1ヶ月後 �技能実習生としてྃம作業に従事ؼ
36ヶ月後 �ୗ௩特定活動の就労者として従事ؼ
24ヶ月後 人の若手を指導ڬ�現場の班長として１ؼ
将来 �特定技能1号で来日定ありؼ

受入先におけるキャリアパスの例

受入企業の取り組み，工夫 ع地্な峳峑峙の適な生活୭峼ع

就労制度に対する受入企業の評価

ᄛౢੀࢢのᄙં

Щбݰ௵ᄝのᅪ̢̣߯ݰ

ᅪнсരࡡஶ˾ңҺҴーҙஶ˾
トҼーқӃҀ҈ҰѤߎ備

清डмग़હఎܦ໕мനୖ

હบҮҚーڏ ຶࠞќ̢߯VTḲ

ᅪ৻௮ݓのᄙં

䐣䠉４

ୗ௩特定活動により，外国人౫は実習で学ん峊技能を実務の
様な場એで実ᄷでき，人౫ન保でౙൟしている受入企業の
現場にとっても有இな制度。
新たな受入制度「特定技能」により，作業を導するリーダーや
班長となれるৡをつ者もলて岹るとઅえられる。更なる技能
の上により，母国ਓ業とが国ਓ業൨্の発展にఞ与する
ことが期ୄされる。

先進的な受け入れ企業の取組み例

ୗ௩特定活に峲るௌ者としてྃமにజহして岮峨
す岞ڷ峑の技能実ಆの৽験岶岬るの峑০のலহに峙ઉ岺
にຯれ峨した岞
ীか峳な岮岽と岶岬れ峚ਠৃの者の্岶ৢ崡崧崫崽の
ஃৡ峬੭てਠৃ峑し峍か峴ઇ岲て岹れ峨す岞
ভの্とのએ峑峙જにৼにଭ峍て峬峳岲るの峑ஃ
か峍て岮峨す岞
মୁ峙し峄つして岮てু実ಆ生峼崽崑嵕嵤する岽
と峬岬峴峨す岞
ༀ峙ಎ岿れて崕嵔崌峑嵣ৢਦા峑�ਐ円峑す岞
ৃに峬岹適な生活峼ଛ峍て岮峨す岞
ঽૡ峬૮મ峑して峬峳岲るの峑େ峮௴にਹ峑
す岞

ୗ௩所%社で働岹ベトナム人の声・企業：ୗ௩所%社
・所在地：ృପ地্等
・外国人就労者のল身国：ベトナム

受入企業
の紹介

やかな安全指導・技能指導
・ベトナム人就労者が安心安全に働岹ことができるよう，常勤ベトナム人通ス崧崫フ
が安全એの指導をアシスト。
・日本人技者峊けでな岹，先輩ベトナム人就労者が実習生をやかに技指
導・アシスト。先輩就労者は自ಁとਞを，実習生は安心をもって仕事にあたっ
ている。
日本語の習࿃
・常勤ベトナム人通ス崧崫フを事業所にଦ઼して，日本語講習を指導・実。
・自的な上を促すため，日本語資格習得者へのਾတস制度を৷意。
・実習生全員に，来日する前ڲか月の日本語教育を企業担で実。
就労૾ய等のフォローア崫崿
・会社ス崧崫フとのએமৼを定期的に実（３ヶ月）
・常勤ベトナム人通ス崧崫フが日本での生活や職場に関するৼにഛႠに対ૢ
職ક近ம
・ 地্都のため，職場の近岹に寮がありਹ。
・ 安い寮ાでકまいをしている上，自ૡを૮与するなど通勤にもଦ

ൟ。

6か月間 �母国で日本語，基礎研修ؼ
2か月間 �国内で技能・安全・日本生活等の研修ؼ
来日2か月後 �技能実習生として実地ྃம作業等に従事ؼ
1号・２号実習(合ੑ36か月)修വ時

ம技能評価験௧級験受験ྃ�ؼ
一時帰国，ગ入国後 �ୗ௩特定活動の就労者として従事ؼ
特定活動ીവ後 �特定技能1号として従事（定）ؼ

（合評価で班長へのも）

受入先におけるキャリアパスの例

受入企業の取り組み，工夫 ع地্都市峑ౄ実したௌ୭峼ତع

就労制度に対する受入企業の評価

ঝஶнౢࢻЫѝᅪ̢ݓ̣߯ݰૠスҏッҥнњѝႺ൬ ٨ಘڏଘнᆁђૐଘా
䐣䠉䠑

実習生の中には優秀な者も数おり，実習のਛ果が峇の後も日
本で発揮できる制度は外国人౫・企業൨্にとってもましい。
ୗ௩業は数年で技の習得が困難なীもあるನ，長期での
技能習得はより高い嵔ベ嵓を得る良い機会になると思われる。

先進的な受け入れ企業の取組み例

லহ峙௫し岮と峂て岮峨す岞
峑岷れ峚峬峍とশ岹ق岬と�ফ岹峳岮كম峑௮岷た岮とઓ峍
て岮峨す岞
৩ᅟの生活୭峙ౄ実して岮峨す岞૮/$1岶ତ岿れ
て岮るの峑岮つ峑峬ಟ国のੇఔと৴൪岶取れ峨す岞
ভの施ਝとしてৃੵのઉ岺岹に崸崡崙崫崰嵄嵤嵓の崛嵤
崰岶岬峴峨す岞崽崋嵒崼嵛人峙崸崡崙崫崰岶大岷なの峑とて峬
岬峴岶た岮峑す岞
ম峙১峮嵓嵤嵓岶し峍か峴とତ岿れて岮るの峑ੱし
て生活峑岷峨す
ᅟા峙ਗ਼ਞ৻峩峑������円と峫峑ੇఔのた峫
にฅして岮峨す岞
സ防ା৸ၫ等峙ভ岶支ஔして岹れ峨す岞

ୗ௩所&社で働岹フ崋リ崼ン人の声・企業：ୗ௩所&社 ・所在地：中国地্
・外国人就労者のল身国：フ崋リ崼ン

受入企業
の紹介

ၿのౄ実
・クリス嵆ス会，バスケ崫ト嵄ー嵓প会などのイベントや，ฉୱ地での嵔クリ崐ーション
をষい，日本での生活を௫しんでもらえるよう工夫している。外国人，
外国人と日本人のઐ流がまり，チーム嵗ークのᅿਛにもつながっている。
・実習生の母国で人ਞのあるバスケ崫ト嵄ー嵓のコートを整備した。
地ୠઐ流のౄ実
・地੪企業の強みを活かして，運動会やおມり，୨ౌপ会，嵆嵑崥ンপ会等様ر
な地ୠのষ事に受け入れてもらっている。また，地ୠ清掃活動にもਸして，
地੪に൴している。こうした活動を通じて，地੪કড়とのৼ互理解をめ，
કみ心地の良い環境峏岹りにもつながっている。

ౄ実した生活崝嵅ート
・母国のੇఔとの৴൪が取りやす岹するため，૮મ:,�),を設઼
・外国での生活の担ೄのため，社内，寮での定期એ，母国語ৼを実。

入国前２か月間 �母国で日本語，基礎研修ؼ
入国後１か月間 �国内で日本での生活習ຯ・日本語の研修ؼ
上੶研修後 �技能実習生として࿗ಎ作業に従事ؼ
か月以ఋڲ３ �技能実習生3号として࿃ಫ࿗ಎ員として従事ؼ

(定)

受入先におけるキャリアパスの例

受入企業の取り組み，工夫ع地੪੫のਘ峩峼活かして地域ઐၿのౄ実に取峴組峪
ع

就労制度に対する受入企業の評価

地域行事への参加バスケットコートの整備 地域清掃活動への参加

䐣䠉６
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宿泊分野における特定技能外国人
の受入れについて

令和２年２月１２日

観光庁観光人材政策担当参事官室

2

＜技能試験＞

䕿（一社）宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊業技能測定試験」䚹

䕿国ෆཬ䜃国外䛷実施䚹

国ෆ䛷の１ᅇ┠䜢ᖹᡂ31ᖺ䠐᭶に国䠓䜹ᡤ䛷実施䚹280ྡが合格䚹
国ෆ䛷の䠎ᅇ┠䜢௧ඖᖺ10᭶に国䠔䜹ᡤ䛷実施䚹363ྡが合格䚹
䝭䝱ン䝬ーにて௧ඖᖺ10᭶に実施䚹85ྡが合格䚹
国ෆ䛷の䠏ᅇ┠䜢௧䠎ᖺ1᭶に実施䚹412ྡが合格䚹

＜᪥ᮏㄒ能ຊにಀる試験＞

䕿「᪥ᮏㄒ能ຊ試験」（JLPT）のN4䝺䝧䝹䜎䛯䛿䚸（⊂）国㝿ὶᇶ㔠の
実施する「国㝿ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᇶ♏䝔䝇䝖」に合格する䛣䛸䚹

技能Ỉ‽（試験に䛴いて）

䕿タ⨨㊃᪨： 特定技能外国人の㐺ṇ䛺受入れཬ䜃ಖㆤ䜢⾜䛖䛸䛸䜒に䚸

ྛᆅᇦにお䛡るᚲせ䛺特定技能外国人䜢受䛡入れる䛯䜑䚸

┦㐃⤡ཬ䜃ᚲせ䛺ᥐ⨨䜢ㅮ䛨る䚹

䕿タ⨨ᮇ： ᖹᡂ䠏１ᖺ䠐᭶１᪥

䕿ᵓᡂဨ ： ᭷㆑者䚸業⏺ᅋయ䚸㛵ಀ┬ᗇ（ἲ䚸㆙䚸外䚸ཌ䚸ほ）䚸特定技

能ᡤᒓᶵ㛵䚸Ⓩ㘓ᨭᶵ㛵䚸ົᒁ（ほගᗇ）

䕿㛤ദ㢖ᗘ： ཎ๎䛸䛧て䠏᭶に１ᅇ௨ୖ（ᣢ䛱ᅇ䜚に䜘る㛤ദྵ䜐）

業ົෆᐜ

䝣䝻ン䝖業ົ

宿泊分野特定技能༠㆟

• 䝏䜵䝑䜽䜲ン/䜰䜴䝖䚸࿘㎶のほගᆅሗ
のෆ䚸䝩䝔䝹Ⓨ╔䝒䜰ーのᡭ㓄 ➼

䕿受入れ人ᩘ：䠑ᖺ㛫䛷䠎䠎䠈䠌䠌䠌人䜢ୖ㝈

䕿㞠⏝ᙧែ ：┤᥋㞠⏝

受入れ人ᩘ䞉㞠⏝ᙧែ

宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて ṟ

⏬䞉ᗈሗ業ົ

• 䜻䝱ン䝨ーン䞉特ู䝥䝷ンの❧䚸㤋ෆ
ෆ䝏䝷䝅のసᡂ䚸HP䚸SNS➼に䜘る
ሗⓎಙ ➼

᥋ᐈ業ົ

• 㤋ෆෆ䚸宿泊ᐈ䛛䜙のၥい合䜟䛫
対ᛂ➼

䝺䝇䝖䝷ン䝃ー䝡䝇業ົ

• ὀᩥ䜈のᛂ対䜔䝃ー䝡䝇（㓄⮃䞉∦䛡）䚸
ᩱ⌮のୗ䛤䛧䜙䛘䞉┒䜚䛴䛡➼の業ົ ➼

䕿宿泊施タにお䛡る䝣䝻ン䝖䚸⏬䞉ᗈሗ䚸᥋ᐈཬ䜃䝺䝇䝖

䝷ン䝃ー䝡䝇➼の宿泊䝃ー䝡䝇のᥦ౪にಀる業ົ
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在留㈨᱁ ヱᙜ

ᩥάື ᪥ᮏᩥ䛾◊✲⪅➼

▷ᮇ在 ほගᐈ䠈㆟ཧຍ⪅➼

留Ꮫ Ꮫ䠈ᑓ㛛Ꮫᰯ䠈᪥ᮏㄒᏛᰯ➼䛾Ꮫ⏕

◊ಟ ◊ಟ⏕

ᐙ᪘在 ᑵປ㈨᱁➼䛷在留䛩䜛外国人䛾㓄അ⪅䠈Ꮚ

在留㈨᱁ ヱᙜ

ཎܭѣ ሁƷܼʙ̅ဇʴᲦȯȸǭȳǰțȪȇȸሁܫʩٳ

在留㈨᱁ ヱᙜ
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သᲢѣ制ᨂƋǓᲣנіƕᛐǊǒれǔݼ

သᲢ※ᲣנіƕᛐǊǒれƳいݼ

ƞれǔѣにǑǔǋƷܭіƷӧԁƸਦݼ

៲ЎȷעˮにؕƮƘנသᲢѣ制ᨂƳƠᲣ

（注２）介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関係産業，
建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，外食業
（平成３０年１２月２５日閣議決定）

（注１）ᖹᡂ䠏䠍ᖺ䠐᭶䠍᪥䛛䜙
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Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

宿泊事業における特定技能外国人材受入れセミナーについて

セミナー概要

○ 2019年４月１日の入管法改正により、新たな在留資格「特定技能」が創設。宿泊分野も対象となっており、外国人材の言語
等の強みを活かしたサービス向上や労働力不足解消に期待。

○ 宿泊業界における外国人材活用のための環境整備の一環として、特定技能外国人受入れセミナーを開催。

○ 第Ⅰ部では、特定技能に係る制度の説明や、特定技能外国人材等の受入れのための実務面のポイント・留意点などを地域

事業者の取組紹介を交えて紹介。

○ 第Ⅱ部では、特定技能外国人材等の受入れを検討している事業者および宿泊業界で働くことに関心のある外国人材を対象

に、受入れ・共生に向けた工夫や課題等について、意見交換等を行う交流会を実施。

セミナー日程

日付 開催地 会場

10/31（木） 関東 機械振興会館（東京都港区）

11/20（水） 北陸信越 新潟美咲合同庁舎２号館（新潟県新潟市）

11/27（水） 東海 名古屋合同庁舎第１号館（愛知県名古屋市）

11/29（金） 沖縄 那覇第２地方合同庁舎２号館（沖縄県那覇市）

12/6（金） 関東 機械振興会館（東京都港区）

12/11（水） 東北 仙台第４合同庁舎（宮城県仙台市）

12/13（金） 近畿 大阪合同庁舎第４号館（大阪府大阪市）

12/20（金） 北海道 札幌第２合同庁舎（北海道札幌市）

1/14（火） 四国 高松サンポート合同庁舎南館（香川県高松市）

1/22（水） 近畿 大阪合同庁舎第４号館（大阪府大阪市）

2/3（月） 九州 福岡合同庁舎本館（福岡県福岡市）

2/10（月） 中国 広島合同庁舎４号館（広島県広島市）

【対象者】

・外国人材の登用に関心のあるホテル・旅館等の

宿泊事業者及び登録支援機関

・日本の宿泊業界で働きたい外国人、外国人が

在籍する教育機関の指導担当 等

【開催日時】

２０１９年１０月～２０２０年２月

開場 １３：３０

第Ⅰ部 １４：００～１５：３０（制度の説明、事例紹介等）

第Ⅱ部 １５：４５～１７：００（交流会）

【開催地域】 全国１０ブロック、計１２回開催

【定 員】 各回 定員５０～８０名程度

્ૼચ１ಀのএॖথॺ

ٳ 在留：１年，ڲかাྼはڰかাओとのಌৗ，ৢ
で上５年ऽで

ٳ ૼચ：ୡ等で確ੳ（ૼચ実ಆڮಀをఊവखた
外国人はୡ等ඊ）

ٳ 日本語ચৡ：生活ृਜにਏな日本語ચৡを
ୡ等で確ੳ（ૼચ実ಆڮಀをఊവखた外国人はୡ
等ඊ）

ٳ ੇఔのఝ同：੦本にੳीない
ٳ 受入れ機関ྼは登録支援機関にेる支援のৌ

્ૼચ２ಀのএॖথॺ

ٳ 在留：گ年，１年ྼはڲかাओとのಌৗ
ٳ ૼચ：ୡ等で確ੳ
ٳ 日本語ચৡ： ୡ等での確ੳはਂਏ
ٳ ੇఔのఝ同：ਏ੯を満たचば可ચ（ଦ၉，）
ٳ 受入れ機関ྼは登録支援機関にेる支援のৌ外

ٳ ્ૼચ１ಀ：્ਓীにരするৼਊங২のੴྼは৽ୡをਏとするૼચをਏするਜにజহする外国人
けの在留ৱત

ٳ ્ૼચ２ಀ：્ਓীにരする࿃ಫखたૼચをਏするਜにజহする外国人けの在留ৱત

્ਓী：ஂ૧，অঝॡリーॽンॢ，ಞ౫ਓ，ਓ機༊ଲୗ，ਗ਼ਞ・ਗ਼ੲ報関৴ਓ，
（ীڰ１） ૦ਝ，ୗ௩・用ੵ，自ତ，ఫ૬，ຠ，，ී，ධ୫મષଲୗ，外୫

（્ૼચڮಀはৣ部のڮীのा受入れ可）

制度概要 Ĭנသについて

ْௌがੳめैれるৱતのૼચ準ٓ

Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

宿泊業における特定技能の外国人材の求人情報の掲載について

日本旅館協会

〇宿泊業における特定技能外国人材の受入に向け、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生
同業組合連合会（全旅連）の業界団体4団体は、それぞれのウェブサイトにおいて求人情報を掲載している。

日本ホテル協会

協会サイト内のホテルページには電
話番号や各ホテルのウェブリンク等
基礎コンタクト情報を記載

全日本シティホテル連盟 全旅連

“1号特定技能の外国人を募集しているホテル” ページ

協会サイト内の旅館ページに給与、
休日、必要応募書類等の情報を記
載。

“外国人（特定技能）求人情報” ページ

“外国人（特定技能）求人情報” ページ

協会サイト内各ホテル 頁

連盟サイト内各ホテル ページ

協会サイト内各旅館ページ

連盟サイト内のホテルページに給
与、休日、必要応募書類等の情報
を記載。

“特定技能外国人求人情報”ページ

連合会サイト内各旅館ページ

連合会サイト内の
旅館ページに給与、
休日、必要応募書
類等の情報を記載。

１ 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切（例：報酬額が日本人と同等以上）
② 機関自体が適切（例：５年以内に出入国・労働法令違反がない）
③ 外国人を支援する体制あり（例：外国人が理解できる言語で支援できる）
④ 外国人を支援する計画が適切（例：生活オリエンテーション等を含む）

２ 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行（例：報酬を適切に支払う）
② 外国人への支援を適切に実施

→ 支援については，登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば１③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出
（注）①～③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか，出入国在留管理庁

から指導，改善命令等を受けることがある。

制度概要 ②受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関について受入れ機関について

１ 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切（例：５年以内に出入国・労働法令違反がない）
② 外国人を支援する体制あり（例：外国人が理解できる言語で支援できる）

２ 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出

（注）①②を怠ると登録を取り消されることがある。

出入国在留管理庁

登録支援
機関

受入れ
機関

外国人

届出
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・
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・
助
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指
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・
助
言

届
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指
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言
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・
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雇
用
契
約
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届出

支援支援

登録支援機関について登録支援機関について

Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて ①

○平成30年12月、臨時国会において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるため、新たな在留資格「特定技能」が創設。

○平成31年4月に施行され、本制度のもとで宿泊分野については、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及び
レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する外国人材の受入れが可能。

○ 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材

○ ある程度日常会話ができ，生活に支障がない程度の日本語能力を有することが基本

○ 生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお，外国人材の受入れが必要と認められる宿泊など14分野

○ 「特定技能１号」の外国人材に対し，受入れ機関又は登録支援機関において，我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための

日常生活上，職業生活上又は社会生活上の支援を行う

２．受入れ対象者

３．外国人材への支援

在留資格「特定技能」の創設

○ 新たな在留資格として，人手不足分野において、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定

技能１号」と，同分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能２号」を新設する

○ 受入れ機関は，所要の基準に適合した雇用契約を締結し，当該契約の適正な履行を確保するなど所要の基準を満たさなければならない

○ 登録支援機関は，所要の基準を満たした上で，出入国在留管理庁長官

の登録を受けて支援を行う

５．登録支援機関

１．受入れ対象分野

○ 「特定技能１号」は，在留期間の上限を通算５年とし，家族の帯同を

基本的に認めない

６．その他

４．受入れ機関

宿泊分野において受入れる外国人材

＜特定技能１号＞

対象者：（一社）宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊業技能
測定試験」の合格者
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2020 年 2 月 12 日
「留学生受入れと外国人人材の活用」シンポジウム

「ຊの国ྗと外国人材ʙߴڭҭػ関のׂ」
Ұൠࣾஂ法人外国人留学生高等教ҭڠ会常務理事
ެӹࣾஂ法人౦ژ専修学校各種学校ڠ会෭会　　Ԭ本　ൺ࿊ࢤ

̍ɽ国ྗとԿ͔
̍� 人ޱ　̎ɽࡁܦ力（(%P）　̏� 科学技術力　̐� 人材・文化（ιϑトパワー）
̑� 政࣏・外交・安全保ো

̎ɽຊと外国人
ʓ日本から見た外国人の役割　ʓ外国人から見た日本のັ力

̏ɽຊޙࠓઌ進国ͰいΒれΔ͔
ʓฏは「ࣦわれた 30 年」か　ʓੈ界と日本の(%P　ʓ (%Pを上げるには
ʓ̎̍ੈلの日本ʹ人ݮܹޱ・少ࢠ高ྸ化ࣾ会　ʓҰ人当たり(%Pʹ日本の労働生࢈性

̐ɽຊの科学ٕज़ྗɺ国ڝࡍ૪ྗ
ʓ日本のノーϕル受者　ʓ日本の科学技術力　ʓ大学のੈ界ランΩング
ʓ日本のイノϕーション力ɺ国際ビジωスڝ૪力　

̑ɽຊの国ՈઓུͲ͏あΔ͖͔
ʓ�国家ઓ略 「́21 ૪にଧちউっていくための国家目ඪの設定ɺڝの中でɺ国力を高め国際ڥの国際لੈ
グランドデザインとビジョンの策定」

ʓ日本の国家目ඪʹ「する国ɺັ力ある国をつくる」
ʓ高付加Ձ࢈業のҭ
　・ۚ༥ɺ*5ɺ"*ɺデザインɺ文化など高付加Ձ࢈業でੈ界とのڝ૪にෛけない
ʓ日本の国家ઓ略を担う人材
　・人材ҭɺ高等教ҭɺ外国人受入れのج本ઓ略
　　˰新しい高付加Ձ࢈業を担う高度な専門人材のҭシステムとॲ遇

̒ɽຊのߴڭҭؔػの໋
ʓこれからの外国人材受入れ
本ઓ略ʹະ来のઓ略のҰを担える高度人材・専門職人材の受け入れج・　
　　ˠ　安қなスΩルの外国人労働者受け入れにはٙ問
ʓ「留学生 50 ສ人」「専門職人材 50 ສ人」ߏ想（ࢲҊ）
　・大学ɺ専門学校ɺ日本語学校の留学生の質的・ྔ的ৼ興支援策が必要
ʓ「審査のݫ格化」への対応
ʓ大学・専門学校・日本語学校で学Ϳ留学生へのධՁと支援

̍ɽ外国人留学生ʢ�年推Ҡʣ （単Ґɿ人）

留学生૯ 日本語
教ҭ機関

ؔػҭڭߴ
専学校 大学 大学Ӄ 準備教ҭ機関

2016 年 2�92�� 68165 �02�� 7�323 �3�78 3086
2017 年 2��0�2 78658 ����1 80020 �6373 3220
2018 年 29�9�0 90079 ����� 87806 5018� 3�36
（日本学生支援機ߏ +"SS0　「外国人留学生在੶状況ௐ査」）

̎ɽ外国人留学生進࿏ঢ়گ�ʢ201� 年度ɹ201� 年 �݄ʣ （単Ґɿ人）

学種
日本国内 卒業生数

就職 進学 その他 小計 合計

専門学校
�2��ʢ�����ʣ
16 年 5532（32�2�）
15 年 3725（29�7�）

90�7（�6�0�） 3372（17�1�） 19���ʢ100�ʣ
22635

763国（2　ؼ）
その他（��207）

大　学
（学部） ��18（58�9�） 2080（27�7�） 1001（13�3�） 7�99（100�）

113�7
030国（3　ؼ）
その他（��818）

（日本学生支援機ߏ +"SS0　「外国人留学生進࿏状況ௐ査」）
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Ⅲ　記　　録
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実施委員
ɹɹ名ࢯ ॴɹɹଐ ɹɹ৬

Ԭɹຊɹൺ࿊ࢤ 早Ҵాจཧઐֶߍ ཧࣄɾߍ
߂ɹதɹɹࢁ ϋϦουඒ༰ઐֶߍ ཧࣄɾߍ
ଟɹɹɹɹو ຊిࢠઐֶߍ ཧࣄ
ฏɹɹެඒࢠ ຊ֎ޠࠃઐֶߍ ཧࣄɾࣄہ
٢ɹɹਅɹจ จԽֶӃ ब৬ࢧԉࣨ
খɹྛɹޫɹढ़ Ұൠࣾஂ๏ਓ֎ࠃਓཹֶੜߴڭҭڠձ දཧࣄ
ɹాɹɹҰ 全ࠃઐֶߍຊڭޠҭڠձ ෭ձ
٢ɹԬɹਖ਼ɹؽ Ұൠࣾஂ๏ਓ全֤ࠃछֶߍຊڭޠҭڠձ ཧࣄ
্ɹࡔɹɹɹ৻ ౦ژੜ׆จԽہ ը୲՝ا෦ɹֶࢲ
ྛɹɹɹ͞か ౦ژۀ࢈࿑ಇہ ԉ୲՝ࢧอ֬ࡐ෦ɹਓۀब༺ޏ
Ӌɹࣲɹलɹढ़ ౦ژձٞॴ 第ೋ෦ɹओௐࠪࡦۀ࢈
େɹɹॱɹೋ ެӹஂࡒ๏ਓ౦ژதখۀاৼࣾެڵ ըௐ୲՝اըཧ෦ɹا
্ɹɹ๕ɹߐ ެӹஂࡒ๏ਓ౦ژし͝ とஂࡒ ਖ਼ޏن༻ରࡦ୲՝

３‒１　委員構成

2019年度 文部科学省委託事業「専修学校グローバル化対応推進支援事業」
東京都におけるグローバル化対応推進支援事業
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（様式） 

会議議事録 

 

事業名 東京都におけるグローバル化対応推進支援事業 

団体名 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 

 

会議名 実施委員会兼組織戦略分科会（第１回） 

開催日時 2019 年 10 月 3日（火） 

15：00～17：00（2H） 

場所 グランドヒル市ヶ谷 2F「琴」 

出席者 ① 委員（計 9名） 

岡本比呂志（早稲田文理専門学校）/山中祥弘（ハリウッド美

容専門学校）/平野公美子（日本外国語専門学校）/吉野真文（文

化服装学院）/小林光俊（一般社団法人外国人留学生高等教育

協会）/武田哲一（全国専門学校日本語教育協会）/吉岡正毅（一

般社団法人全国各種学校日本語教育協会）/上坂慎（東京都生

活文化局） （計 8名） 

② 事務局 

真崎裕子/後藤由利（計 2名） 

（参加者合計 10名） 

議題等 〈進行〉 

1. 開会 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会山中会長より開会

挨拶の後，自己紹介ならびに所属機関での関連事業紹介があっ

た。続いて委員長に岡本先生が選任された。 

2. 2019 年度事業計画の説明 

事業計画書に基づき事務局より 2019 年度実施事業に関する説

明を行った。 

3. 事業運営について 

本年の実施事業スケジュールの確認ならびに次年度以降に向

けた取り組みに関して，また外国人・外国人留学生を取り巻く

東京での就労状況など情報交換を行った。 

次回委員会での審議事項，開催時期について連絡し閉会 

 

〈配付資料〉 

委員名簿/事業計画書/団体概要 

以上 

３Ȃ２　議事録
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（様式） 

会議議事録 

 

事業名 東京都におけるグローバル化対応推進支援事業 

団体名 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 

 

会議名 実施委員会兼組織戦略分科会（第 2回） 

開催日時 2020 年 2 月 12 日（水） 

16：30～18：00（1.5H） 

場所 アルカディア市ヶ谷私学会館 6F「伊吹東」 

出席者 ① 委員（計 7名） 

岡本比呂志（早稲田文理専門学校）/山中祥弘（ハリウッド美

容専門学校）/吉野真文（文化服装学院）/吉岡正毅（一般社団

法人全国各種学校日本語教育協会）/林さやか（東京都産業労

働局）/羽柴秀俊（東京商工会議所）/大場順二（公益財団法人

東京都中小企業振興公社） （計 7名） 

② 事務局 

真崎裕子/後藤由利（計 2名） 

（参加者合計 9名） 

議題等 〈進行〉 

1. 開会 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会山中会長より開会

挨拶の後，自己紹介ならびに所属機関での関連事業紹介があっ

た。 

2. 2019 年度事業の報告 

事業計画書に基づき事務局より 2019 年度実施事業に関する報

告を行った。 

3. 事業運営について 

本年の実施事業スケジュールの確認ならびに次年度以降に向

けた取り組みに関して，また外国人・外国人留学生を取り巻く

東京での就労状況など情報交換を行い，次年度以降の取り組み

に関して検討し閉会 

 

〈配付資料〉 

委員名簿/成果報告会資料/成果報告書抜粋 

以上 
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事 業  Ռ 報 ࠂ 書

2019年度文部科学লҕୗ事業「専修学校グϩーバル化対応ਪ進支援事業」
౦ژにおけるグϩーバル化対応ਪ進支援事業

ൃ行　ެӹࣾஂ法人౦ژ専修学校各種学校ڠ会
　　　　˟151Ȃ0051�౦ژौ୩۠々1Ȃ58Ȃ1�ੴࢁビル6'

　　　　ి話�03Ȃ3378Ȃ9601　'"9�03Ȃ3378Ȃ9625

2020年̏ 月




